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要 約

1. 調査概要

調査背景

人材育成奨学計画（以下、「JDS」）は、日本政府の「留学生受入 10 万人計画」の一環で、

途上国の社会・経済開発政策の立案や実施において、中核的役割を果たす人材の育成を目的

として 1999 年度よりウズベキスタン及びラオスの 2 カ国で開始された。その後、対象国を

広げ、2019 年度までに計 18 カ国から 4,662 人の留学生を受け入れてきた。

JDS では 2009 年度以降、日本政府の援助方針及び対象国の開発課題や人材育成ニーズ等

に基づき、4 期分の受入枠組みを策定し、対象者を開発課題の政策立案・実施に関係する公

務員に限定する「新方式」に国別に順次移行してきた。

JICA が実施した基礎研究「JDS の成果に関する要因分析」（2014 年度）と基礎研究「JDS
の効果検証」（2019 年度）（以下、JDS 基礎研究）では、対象国の JDS の効果検証や比較分

析がなされ、今後の事業実施方針及び戦略が示された。2019 年度の基礎研究では、調査対

象全 13 カ国の JDS 留学生の学位平均取得率は 98.7%、公務員平均現職率は約 80%と依然と

して高く、帰国留学生に対するアンケートでは、JDS を通じて親日感情が深化したことや帰

国後年数を経過しても日本で習得した知識・技術が十分に有用性のあること、さらに 11 カ

国中 9 カ国で前回の基礎研究調査時から役職率が増加しており、JDS の継続で役職率の着

実な上昇につながることが確認されている。一方で、オーストラリア、韓国、中国等他ドナ

ーとの競合が活性化している例が見られることを踏まえ、今後の JDS の取るべき方向性と

して、①対象の明確化、②選定における戦略化、③高付加価値化、そして④ブランド化を図

ることが提案された。また、JDS を実施中の国に対して、事業の継続とともに、3 つの発展

段階（①開発課題への対応、②開発課題への対応＋日本の国益、③日本の国益）を定め、段

階に応じて対象機関・人材の焦点をシフトしていく必要があるとしている。

モンゴルは、JDS 事業創設 3 年目の 2001 年度に対象となり、2002 年度の 1 期生から 2019
年度までに 340 人の留学生を日本に派遣してきた。今般、現在の受入計画が 2020 年度来日

留学生の受入で終了することから、以上を踏まえつつ、プロジェクト実施の妥当性の検証と

ともに、先方政府のニーズを把握した上で、当該国における経済協力方針及び JICA プログ

ラム等を踏まえたプロジェクトの形成を目的として、本準備調査が実施された

調査目的

本準備調査の主な目的は次の通りである。

 モンゴルの現状とニーズを調査分析の上、2021 年度から 2024 年度までの 4 期分の留

学生受入計画を策定する。

 JDS 本体実施準備に向け、同受入計画の下、JDS 重点分野別の詳細実施計画となる基
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本計画案を作成し、概略設計を行う。

調査手法

本準備調査は、文献調査、質問票調査、聞き取り調査等により、実施した。また、2020 年

1 月から 2 月までモンゴルにおいて現地調査を実施した。現地調査では、24 省庁、1 地方自

治体へ訪問して精力的に聞き取り調査を行い、各省の実際の人材育成ニーズを把握するこ

とができた。さらに、2 回目の調査は新型コロナウイルス流行による渡航措置に伴い渡航が

見送られたが、現地のモンゴル人コンサルタントと連携し、日本から遠隔での質問票調査、

聞き取り調査を実施した。

 2020 年 1 月~2 月：第 1 回現地調査

 日本の経済協力方針、モンゴルの開発ニーズに合致するサブプログラム／コンポーネ

ントの設定

 各サブプログラム／コンポーネントに対する教育プログラムを有する本邦受入大学の

配置案の確定

 各サブプログラム／コンポーネントに対応する想定ターゲットグループの選定

 実施体制の確認

 2020 年 3 月：事業規模の算定

 2020 年 4 月：サブプログラム基本計画案の作成

 2020 年 5 月：帰国留学生への質問票調査、聞き取り調査

調査結果

モンゴル JDSの枠組み

モンゴル政府との現地協議において、次表の通り、モンゴル JDS の援助重点分野、開発

課題、受入大学が決定された。なお、本枠組みは修士課程対象であるが、博士課程について

も、全か国共通の JDS 博士課程運用方針に則り、原則各国の JDS 受入案件計画における対

象開発課題に研究テーマが合致することが求められている。
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モンゴル JDS の枠組み（2021 年度～2024 年度）

JDS 援助重点分野

（サブプログラム）

JDS 開発課題

（コンポーネント）
受入大学 人数

1.健全なマクロ経済

の運営とガバナンス

強化

11 公共財政管

理の向上

111公共財政管理 埼玉大学大学院

人文社会科学研究科

2

112公共政策 明治大学専門職大学院

ガバナンス研究科

2

12 活力ある市

場経済の推進

121 金融政策・資本市場

政策

国際大学大学院

国際関係学研究科

2

122 ビジネス・経済関連

法整備

九州大学大学院

法学研究院

1

2.環境と調和した均

衡ある経済成長の実

現

21 企業経営・産業政策 国際大学大学院

国際経営学研究科

2

広島大学大学院

人間社会科学研究科

2

22 成長を支える質の高いインフラの整備 長岡技術科学大学大学院

工学研究科

2

23 環境に優しい安全な都市の開発 筑波大学大学院

理工情報生命学術院

2

受入人数

本準備調査開始前に我が国外務省と JICA が調整を行った結果、JDS 事業の継続実施にあ

たり、モンゴルの所得水準や人口規模等を他の JDS 実施国等と比較し、次フェーズの受入

人数については、修士課程を最大 20 名から 15 名に、博士課程を最大 2 名から 1 名に変更

することとなり、モンゴル政府からも合意を得た。

対象機関

これまでは全公務員を対象としていたが、中央省庁における中核人材の育成という JDS
の目的を踏まえ、政治職及びサポート・サービス職1を除外し、正規公務員（特別職及び行

政職）に対象を絞ることで合意した。モンゴル銀行及びモンゴル開発銀行職員については、

公務員ではないものの、公共財政管理や、金融政策・資本市場政策等の課題解決に対して直

接的貢献が期待できることから引き続き対象とした。なお、民間枠については、同じく JDS
本来の目的に鑑み、限られた人数でより効果の高い事業にすべく、廃止することとした。な

お、フェーズ途中で主要対象機関の追加、削減が必要な場合は、運営委員会にて協議するこ

とも併せて確認した。

                                                       
1 「政治職」は、選挙や政治任用によって就任する職やそれら役職者に仕える補佐職を、「サポート・サ

ービス職」は、医療、教育、科学、文化、芸術等の公共サービスを提供する職を示す。
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運営委員会メンバー

運営委員会は、モンゴル側は現行フェーズメンバーに加えて、内閣官房を新たに迎えるこ

とで合意した。2019 年に施行された新公務員法において、内閣官房が公務員委員会ととも

に、公務員人材育成・能力強化に取り組むことが明記され、今後内閣官房の中に「公務員人

材マネジメント局」が設立予定であることが明らかとなったことから、日本側より内閣官房

の運営委員会メンバー入りを提案し、現運営委員会メンバーからの合意を得た。なお、内閣

官房は、オーストラリア奨学金事業においてもカウンターパートとなっている。

しかしながら、内閣官房における新たな部署は局長や設立時期も未定であり、本準備調査

期間内で運営委員会メンバーへの加入について内閣官房から合意を取り付けるまでは至ら

なかった。第一回運営委員会までに合意を取り付けるとともに、公務員委員会との復職対策

における業務所掌分担等効果的な運営のためのさらなる協議が必要である。

また、日本側については、現フェーズにおいて民間枠の審査過程で助言を得ていたモンゴ

ル・日本人材開発センターに関し、次フェーズより民間枠の廃止が決定されたことを受け、

同センターを当該メンバーから外すことで運営委員会より了承を得た。

モンゴル JDS 運営委員会メンバー

国 役割 委員

モンゴル側

議長 教育・文化・科学・スポーツ省対外関係局長

委員 大蔵省行政局長

委員 公務員委員会（役職未定）

委員 内閣官房（役職未定）

日本側
副議長 在モンゴル日本国大使館公使参事官

委員 JICA モンゴル事務所長

妥当性の検証

モンゴルの開発計画や当該セクターの現状と課題等を踏まえ、JDS とモンゴルの開発計画

との整合性等について分析した。モンゴル JDS の援助重点分野は、モンゴル政府の「長期

持続可能な開発ビジョン 20162030」及び 2020 年 5 月に施行された「ビジョン 2050」にお

ける優先分野「経済開発」、「環境保全」に資するものとして位置づけられる。

2017 年 12 月に策定された対モンゴル国別開発協力方針では、「持続可能な経済成長の実

現と社会の安定的発展」を援助の基本方針（大目標）とし、援助重点分野（中目標）として

「健全なマクロ経済の実現に向けたガバナンス強化」、「環境と調和した均衡ある経済成長

の実現」、「包摂的な社会の実現」を設定している。本事業はこのうち、「健全なマクロ経済

の実現に向けたガバナンス強化」及び「環境と調和した均衡ある経済成長の実現」の各開発

課題への対応のために、それぞれの分野を所管する監督官庁等の中核的人材の育成を行う

案件として位置付けられ、我が国の援助方針と合致する。
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以上のように、JDS は、対象国の国造りを担う人造りを目的とし、モンゴルの中・長期的

開発計画の目標達成に資するプロジェクトである。また、我が国の援助政策・方針との整合

性が極めて高く、各協力プログラムにおける技術協力等を補完し、協力の相乗効果を高める

ものである。

概略事業費

JDS を実施する場合に必要となる事業費総額は、2.47 億円と見積もられる。ただし、この

額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。

 日本側負担経費：2.47 億円（2020 年度事業 5 カ年国債）

 モンゴル側負担経費：なし2

 積算条件

 積算時点：2020 年 3 月

 為替交換レート：1US$ ＝110.17 円、1MNT（現地通貨）＝0.040 円

 業務実施期間：事業実施期間は、実施工程の通り。

 その他：日本国政府の無償資金協力の制度に沿って積算を行った。

2. 提言

外交効果を意識した JDSの実施

モンゴルにおいては、その経済状況からも無償資金協力を通じた留学生支援事業の出口

戦略を検討するフェーズに差し掛かっていることから、今後はより外交効果への期待を意

識した、両国の架け橋となり得る人材の育成に重点を置くことが必要であると考える。また、

JICA は JDS の他にも様々な人材育成に資するプログラムが実施されていることから、他プ

ログラムとの差別化や整理する上においても、JDS はより外交効果を意識した事業であるこ

とを特徴付けることが必要である。

クリティカルマスの形成

モンゴル JDS においては、中央省庁におけるクリティカルマスの形成という観点では他

国に比べると目立った成果が出ていない状況である。この背景には、民間に転職する JDS 帰

国留学生が多く、公務員の離職率が高いというモンゴル特有の事情がある。また、公務員を

対象としているものの、これまでは大学教員や研究者も含まれていたことから、中央省庁行

政官の合格者は定員の約半数に留まったことも起因している。

                                                       
2 無償資金協力に係る銀行手数料等は負担。
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しかしながら、次フェーズから対象が正規公務員に限定されることから、より中央省庁所

属の行政官の合格が見込め、クリティカルマスの形成に向けた動きが加速すると考えられ

る。既に、モンゴル銀行（11 名）においては部長級ポストの約 8%を JDS 帰国留学生が占め

ている。将来的にクリティカルマスの形成が見込める対象機関に対して重点的に募集活動

を実施していくことで、成果につながると考えられる。

実施体制について

今般の準備調査では、運営委員会の新しい体制についてモンゴル側と合意に達すること

ができた。引き続き議長を務める教育・文化・科学・スポーツ省対外関係局長は、JDS 事業

に対する理解が十分にあり、将来的なモンゴル行政官の人材育成の必要性を念頭に置いた

新しい提案や活発な議論が期待できる。モンゴル全体を見据えた柔軟な意思決定ができる

人物でもあり、同議長を運営委員会の議長とすることで、今後、事業の質の向上を図ってい

く上での体制が整備されたと考える。

加えて、新たな運営委員会メンバーを、今後内閣官房に新たに設置される公務員人材マネ

ジメント局から迎えることについても合意した。2019 年に施行された新公務員法において、

内閣官房が公務員委員会とともに、公務員人材育成・能力強化に取り組むことが明記されて

おり、内閣官房を運営委員会メンバーとして迎えることで、モンゴル公務員の実情に合った

人材育成の提案が可能となることが期待される。

募集活動に係る留意点

JDS の目標を達成するには、優秀な留学生の獲得が前提条件となる。そのため、募集活動

において、主要対象機関からより多くの優秀な応募者を集めることが重要である。これまで

の事業の中で構築した対象機関各省の JDS 担当者とのネットワークを活用し協力を得るこ

とで、省内での情報普及に一定の効果が見込めると考えられる。

さらに、各省の JDS 担当者に対して JDS の比較優位性をこれまで以上にアピールしてい

く。モンゴルにおいては、同じく行政官を対象としたオーストラリア政府奨学金事業と比較

した JDS の利点、また日本の利点をアピールすることが効果的である。

加えて、現在、JICA が推進している「開発大学院連携（JICADSP）」において、留学生自

身の専門分野の研究だけではなく、日本の開発経験が学べる点も大きなアピール材料にな

ろう。モンゴルでは日本留学経験者が国会議員や政府要職者となり、モンゴルの開発課題解

決の最前線に立って活躍している事例があることも広く周知し、日本留学のブランド力を

高めることも有効と思われる3。

                                                       
3 2019 年 6 月時点で、国会議員 1 名とエネルギー省大臣が日本留学経験者である。
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JICA専門家、政策アドバイザーの活用

JDS において、JICA 専門家や政策アドバイザーの協力は重要であるものの、JICA 関係者

に JDS が十分に認知されていないのが現状である。そのため、JICA モンゴル事務所からの

協力を得て、実施代理機関が対象省庁の専門家、アドバイザーに説明会を実施し、他の JICA
事業と JDS の連携を模索していくための協力を仰ぐ機会を検討したい。

モンゴルにおいては、次フェーズから対象が正規公務員に限定されるため、より中央省庁

に対する応募勧奨を推進する必要があることから、例えば専門家や政策アドバイザーから、

派遣先の省庁職員を推薦するショートリストを入手する取り組みも効果的であると考える。

選考活動に係る留意点

本準備調査における各対象機関への聞き取りの中で、JDS への応募に対する阻害要因とし

て最も多かったのが応募対象者である各省庁の職員の英語力の低さであった。各機関とも

に留学前に職員の英語能力を強化する必要性は実感しているものの、独自に職員に対する

英語研修を実施するのは難しい状況とのことであった。そのため、次フェーズからは書類選

考通過者を対象に、本事業の予算を用いて英語研修を専門機関に委託し、81 時間の英語研

修を新たに実施することを提案したい。選考過程で英語研修を実施することで、専門面接へ

の対策にもなり、今まで英語力不足が原因で選考を通過することができなかった優秀な候

補者を留学させることができる効果があると期待する。さらには、英語研修実施が JDS 事

業の付加価値となり、他奨学金プログラムとの比較優位性を発揮することで、より多くの質

の高い候補者の獲得にもつながると考える。

復職対策

モンゴルでは、これまでのフェーズにおいて、組織再編により空きポストが無くなった等

の理由で、帰国後の復職を元の所属先に拒否され、復職できないケースが毎年発生してきた。

復職対策については、これまでも、留学生本人、所属機関、運営委員会の間で留学後の復職

を誓約する三者間契約書の導入や、復職に一定の役割を果たすことが期待される公務員委

員会の JDS 運営委員会への加入等の対策を講じてきた。次フェーズより内閣官房が運営委

員会メンバー入りすることが予定されており、三者間契約書の不履行のリスクを回避でき

ることが期待される。

さらに、これまで帰国後の空きポストが無くなる理由の一つに、JDS 留学生の留学前のポ

ストに別の職員が配置され、JDS 留学生の帰国後も当該人事が継続されるということがあっ

た。しかしながら、次フェーズより対象が正規公務員に限定されることになり、正規公務員

については、新公務員法により留学期間中の臨時職員の雇用が認められているため、帰国後

も JDS 留学生のポストを確保することができ、復職しやすい環境にあることから、復職対

策への効果も期待できる。
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一方で、モンゴルでは、事実上局長級以上のポストが政治任用であり、公務員は昇進する

ほど不安定な職業となっている。また、民間企業と行政機関との激しい給与格差も存在し、

留学等でスキルを磨いた公務員の民間企業への転職が頻繁に生じている。これらの社会的

環境はあるものの、JDS においては公務員現職率を最大限高める努力をしつつ、JDS で育成

した人材を積極的に活用してもらうよう主要対象機関に働き掛けることが重要である。

オールジャパン体制での実施

JDS を ODA 事業として実施する以上、個人への奨学金プログラムではなく、他の案件と

同様、「開発のための支援」という観点から、他の ODA 事業との一層の連携が重要である。

特に実施中の技術協力案件との連携を促進するべく、JICA モンゴル事務所を通じ、実施代

理機関と活動中の専門家との密な情報共有のみならず、専門家が JDS 帰国留学生と直接話

し合う機会を設けることも重要である。この点については、実施代理機関も JICA が実施中

のプロジェクトやモンゴル政府の関連政策への理解をさらに深め、有益な提案を行うこと

が必要と思われる。

また、JICA が実施する SDGs グローバルリーダーコースや在モンゴル日本国大使館が実

施する文部科学省の国費外国人留学生制度といった他の我が国の奨学金事業の担当者間で、

質の高い候補者獲得に向けた意見交換を行ったり、JDS の募集説明会とその他奨学金の募集

説明会で双方の事業の違いの説明や募集案内を行ったりと効果的な応募者選定に向けたノ

ウハウの共有は可能と思われる。

社会経済開発の推進に資する若手行政官等の能力強化のためには、JDS のみではなく、他

のプログラムとの連携、補完を行い、オールジャパン体制で事業を実施していくことで、我

が国の他案件及び JDS 両事業の効果を最大限に高めることが可能と考える。実施代理機関

の役割として、モンゴルにおける JICA 人材育成事業を中心とした、その他 ODA 事業との

連携を意識していくことは重要である。

付加価値プログラムの必要性

現地調査で訪問した省庁からは、2 年間の本邦滞在中に、官庁や企業でのインターンシッ

プ等により日本人の仕事の取り組みを学ぶ機会を作ってほしいとの提案がなされた。留学

生の能力向上や良好な二国間関係の基礎となる人間関係構築、また他奨学金との差別化の

観点から、このような付加価値が見込める取り組みをより一層進めるべきである。その際、

特別プログラムの経費の活用についても、受入大学による留学中の研究に資する取り組み

だけではなく、より帰国後の効果につながる活動に使用できる仕組みの検討が必要である。
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日本語習得の有用性

日本人とのコミュニケーションを通じて精神性の深いところまで理解し、将来日本とモ

ンゴルの懸け橋となる関係性を築くことができる人材を育成していくためには、日本語の

習得が有効である。将来二国間の友好関係に寄与する人材を育てることも目的とするので

あれば、事業の活動のひとつに日本語が学べるプログラムを追加することも効果的である。

帰国後に日本とのつながりを維持している帰国留学生に共通する特徴として、一定レベル

の日本語会話が可能であることから、「二国間関係強化への貢献」に資するために日本語習

得が有効であることが確認されている。モンゴルにおいては、次フェーズから来日前にモン

ゴル日本人材開発センターによる 70 時間程度の日本語研修を実施することを計画している。

日本語コース

JDS 事業の日本留学という特性を活かし、帰国後にモンゴル政府の中枢で働く日本語人材

を育てることを主眼に、2002 年度から 2008 年度受入までの旧方式の間は、日本語コースが

設置されていた。その後、新方式に移行してからは、日本語コースは廃止されたものの、前

フェーズから新たに設置された民間枠を日本語人材対象とすることとなり、2017 年から毎

年 1～2 名ずつ日本語コースに派遣している4。日本語コースを修了した JDS 帰国留学生の

中には、上述の通り、日本とモンゴルの友好関係促進に貢献した功績が称えられ、在モンゴ

ル日本国大使より大使表彰が授与された者もいる。

本準備調査では、民間枠廃止を受け、日本語コースも自動的に廃止されることになった

が、より二国間の友好関係に寄与する人材を育成するという観点から鑑みると、今後も日本

語コースの設置は検討の余地があると思われる。しかしながら、国内の日本語既修者の割合

が高いモンゴルにおいても、行政官の日本語人材獲得となるとそのハードルは高いため、各

対象機関における日本語既修者の有無を確認する等、潜在的候補者を慎重に調査した上で

検討する必要があると考える。

ネットワーク構築とフォローアップスキームの一体的運用と実施代理機関の役割

帰国後のフォローアップのための滞日中に取るべき施策

帰国後の留学生に対する継続的なフォローアップを容易にし、その活動を「我が国とモン

ゴルのパートナーシップ強化」という事業成果の発現につなげるためには、滞日中から親日

感情を高め、帰国後も我が国との関係を保つ動機を生み出す必要がある。帰国後のフォロー

アップでは、滞日中に高めた親日感情を維持・発展させる施策を実施することによって、よ

り高い事業成果の発現が期待できる。

                                                       
4 2017 年度は合格者が 1 名であったため、1 名派遣となった。それ以降は 2 名ずつ派遣している。
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帰国後のフォローアップ施策

持続的にフォローアップを行うには、滞日中に高めた日本への関心とネットワークを維

持・向上するための施策を実施するため、JDS モンゴル同窓会（JDSM）と実施代理機関と

が連携を図りながら、フォローアップ・コンテンツを充実させることが有効である。現在

JDSM の活動は、JDS 帰国留学生間のネットワーク強化に重点を置いた懇親会等のイベント

が中心であるが、今後は各 JDS 帰国留学生のニーズも取り入れて、専門分野毎のセミナー

や、社会貢献活動等に活動の場を広げることを提案したい。JDS 帰国留学生にとっても意義

のある活動内容にすることで、より多くの帰国留学生が積極的に活動に参加することが期

待される。

フォローアップのための行政官ネットワーク構築

日本とのネットワーク向上という観点から、滞日中の JDS 留学生に対して提供すべきコ

ンテンツとしては、日本文化理解講座や、日本の開発経験を伝えるセミナー等が一般的に考

えられるが、JDS 留学生が各国の政策立案に携わる行政官であるという JDS 最大の特徴を

活かしたコンテンツが望ましい。親日・知日家として我が国とモンゴルの架け橋となること

が期待されている JDS 留学生にとって、将来のキャリアパスにおいても有用なネットワー

クとは、我が国省庁とのネットワークであろう。行政官との交流や、我が国省庁関係者を講

師としたセミナーやワークショップ開催等を通じたネットワーク構築支援が望まれる。

実施代理機関に求められる役割

媒介者としての役割

JDS 留学生は滞日中に様々な日本人とのネットワークを築いているものの、本人のネット

ワークだけでは、適切な相手と出会うことが困難な場合も想定される。そこで、実施代理機

関が JDS 留学生と我が国の ODA 関係者や各省庁との媒介として機能することを期待した

い。実施代理機関が双方の関心に基づいたマッチングや、組織的ネットワーク構築機能を果

たし、より高い事業成果につながることが期待される。

留学生との強固なネットワーク基盤

モニタリング等で定期的にコンタクトを取り、また緊急時にはすぐに手を差し伸べる実

施代理機関は、JDS 留学生にとって、強固な信頼関係で結ばれているパートナーのような存

在である。このため、実施代理機関は JDS 留学生の資質等を含めた情報を詳細に、かつ一

元的に把握することが可能となっている。

実施代理機関に求められる役割は、互いの信頼関係を基礎とした、滞日中・帰国後の JDS
留学生とのネットワーク基盤としての機能であろう。実施代理機関が果たしている JDS 留

学生との関係性構築の機能は、フォローアップの観点から着目されるべき点である。
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我が国の各省庁とのネットワーク基盤

我が国の省庁関係者にとっても、JDS 留学生とネットワークが構築されることは重要であ

ると考えられる。日本で学んだ JDS 留学生は我が国の外交資産であり、将来的には、時に

外交のカウンターパートとなり、時に開発のパートナーにもなる。例えば、将来、JDS 帰国

留学生が一国のインフラ担当となり、我が国の質の高いインフラ輸出の最大のキーパーソ

ンとなる可能性もある。

ただ、それには我が国の関係者と JDS 留学生側の両者がネットワークを構築していない

限りは、その恩恵を十分に受けることは難しい。従って、実施代理機関は、ODA 関係者の

みならず、我が国の各省庁に対する積極的な情報発信とネットワーク構築のための機会を

持つことが期待される。各省庁が JDS 留学生を活用することで、JDS は相手国の開発はも

とより我が国の発展をも同時に達成し、国益に資する人材育成事業となる。

フォローアップの展望

フォローアップ活動については、クリティカルマスの形成及びネットワークの構築・継続

の観点から重要なものであり、定量的な指標では測れない事業成果を最大化するためには、

欠かせないものであると考える。現在、多数の JDS 実施国では、JDS 留学生の帰国後、実施

代理機関が自ら留学生のハブとなり、帰国留学生の情報を更新したり、同窓会活動を支援し

たり、音頭をとってフォローアップ活動を主体的に行っている他、各国において「JDS フォ

ローアップファンド」を創設し、JDS 帰国留学生が独自に企画するフォローアップ活動につ

いて資金面での支援を行っている例もある。

事業成果の発現におけるフォローアップ活動の重要性を鑑みれば、現在のように実施代

理機関の自主性に加えて、標準的に事業の設計の中に組み込まれることが望ましい。それに

よって、規模と質を確保したフォローアップ活動の展開も期待できるものと考える。
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JDS事業の背景・経緯

JDS事業の現状と課題

プロジェクトの背景

人材育成奨学計画（Project for Human Resource Development Scholarship：以下、「JDS」）事

業は、日本政府の「留学生受入 10 万人計画」の下、1999 年度に創設された無償資金協力に

よる留学生受入事業である。JDS の事業目的は、「対象国において社会・経済開発に関わり、

将来的に重要な役割を果たすことが期待される若手行政官等が、本邦大学院で学位（修士号）

を取得することにより、帰国後に中核人材として同国の開発課題の解決に寄与すること、ま

た人的ネットワーク構築を通して、将来的な両国のパートナーシップの強化に資すること」

である。2000 年度の留学生受入開始から 2019 年度までに計 18 カ国から 4,662 人の留学生

を受け入れてきた。

JDS はもともとアジアの市場経済移行国を対象としたが、その後、フィリピンを始め広く

アジア圏の国へ、2012 年度にはアフリカのガーナ、2016 年度はネパール、2019 年度はパキ

スタン、東ティモール、ブータンへと範囲を拡大し、現在は 16 カ国を対象にしている。イ

ンドネシアは円借款による留学生受入が始まった 2006 年度に、中国は 2012 年度の留学生

の受入を最後に、国際協力機構（JICA）による JDS の対象から外れた5。

表 1 JDS の受入実績

                                                       
5 中国はその後我が国外務省の予算により「中国若手行政官等長期育成支援事業（JDS 中国）」として継

続実施中。

1. ウズベキスタン 20 19 19 20 20 20 20 20 19 14 15 15 15 14 15 15 15 17 17 16 345

2. ラオス 20 20 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 19 20 20 20 20 22 22 22 420

3. カンボジア 20 20 20 20 20 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 444

4. ベトナム 20 30 30 30 30 33 34 35 35 28 29 30 30 30 30 30 30 62 63 639

5. モンゴル 20 20 20 19 20 20 20 18 18 16 17 18 18 18 18 22 22 22 346

6. バングラデシュ 29 19 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 25 30 30 33 33 394

7. ミャンマー 14 19 20 20 30 30 30 30 22 22 22 22 44 44 44 48 48 48 557

8. 中国 42 43 41 43 47 47 48 45 39 35 - - - - - - - 430

9. フィリピン 19 20 20 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 361

10. インドネシア 30 30 30 30 - - - - - - - - - - - - - 120

11. キルギス 20 20 18 14 14 15 15 15 15 15 15 15 19 210

12. タジキスタン 3 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 62

13. スリランカ 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 154

14. ガーナ 5 5 5 10 10 10 10 10 65

15. ネパール 20 20 20 20 80

16. 東ティモール 8 8

17. パキスタン 17 17

18. ブータン 10 10

合計 40 79 152 239 243 240 271 266 266 256 241 234 237 203 226 241 266 281 321 360 4,662

2013 2014 2015 合計2016 2017 2018 2019

単位：人

　　　　　　受入年度

国名
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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また、当初は学術分野での受入計画を毎年策定し、官民両方から人材を受け入れていたが、

2009 年度以降、日本政府の援助方針及び対象国の開発課題や人材育成ニーズ等に基づき、4
期分の受入枠組みを策定し、対象者を開発課題の政策立案・実施に関係する公務員に限定す

る「新方式」に国別に順次移行した。この新方式では、同じ対象分野、対象機関、受入大学

の下で 4 期分の留学生の受入を行うことにより、JDS を通じた日本政府の開発援助の選択

と集中を図り、JDS 留学生が帰国後に所属組織で留学成果を活用しやすくするよう、各省庁

に JDS 帰国留学生の集団「クリティカルマス」（効果発現が期待できる集団）を形成するこ

とを狙いとした。また、受入大学を 4 期分固定することで、対象国の関係機関と日本側受入

大学とのネットワークの形成を図り、各国の開発課題や人材育成ニーズにより合致した教

育・研究プログラムを提供することとした。

プロジェクトの課題

JICA が実施した基礎研究「JDS の成果に関する要因分析」（2014 年度）と基礎研究「JDS
の効果検証」（2019 年度）（以下、JDS 基礎研究）では、対象国6の JDS の効果検証や比較分

析がなされ、今後の事業実施方針及び戦略が提言された。2019 年度の基礎研究では、JDS 留

学生の学位取得率は 98.7%、公務員現職率は約 80%と依然として高く、帰国留学生に対する

アンケートでは、JDS を通じて親日感情が深化したことや帰国後年数を経過しても日本で習

得した知識・技術が十分に有用性のあること、さらに 11 カ国中 9 カ国で前回の基礎研究調

査時から役職率が増加しており、JDS の継続で役職率の着実な上昇につながることが確認さ

れている。一方で、オーストラリア、韓国、中国等他ドナーとの競合が活発化している例が

見られることを踏まえ、今後の JDS の取るべき方向性として、①対象の明確化、②選定に

おける戦略化、③高付加価値化、そして④ブランド化を図ることが提案された。

表 2 今後の JDS が取るべき方向性（2019 年度 JDS 基礎研究）

提言 具体的施策

対象の明確化  JICA の他の奨学金プログラムとの役割分担

選定の戦略化  特別選別枠の設定

高付加価値化

  ↓

ブランド化

事業の基本枠組み
 1 年コースの設定

 中堅層への対象者拡大（年齢要件の緩和）

来日前プログラム  3 カ月間の日本語研修

留学中のプログラム

 日本の省庁・地方自治体等とのネットワーク形成

 政府機関・NGO・企業等へのインターンシップの実施

 接遇やセレモニー（来日時の要人表敬等）

帰国後の活動

 フォローアップ活動の強化（同窓会ネットワーク支援や帰

国後の研究活動支援等）

 帰国留学生リストの日本関係機関への共有・周知

広報・プロモーション手

法の改善・強化

 パンフレットデザインの刷新

 ウェブ応募の導入

                                                       
6 2014 年度の基礎研究では、第 1 期生が帰国直後であったガーナは対象外となり、11 カ国で実施となっ

た。2019 年度の基礎研究では、東ティモール、パキスタン、ブータンは卒業生が輩出されていないため

対象外となり、13 カ国で実施となった。
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また、JDS を実施中の国に対して、事業の継続とともに、ドナーが支援すべき開発課題が

減っていくことから、JDS では 3 つの発展段階（①開発課題への対応、②開発課題への対応

＋日本の国益、③日本の国益）を定め、段階に応じて対象機関・人材の焦点をシフトしてい

く必要があるとしている。第 2 の発展段階へ移行が可能と思われる国に対しては、日本の立

場から経済・外交的なメリットの大きい機関へ特別選別枠を設定する等、外交効果への期待

を意識した事業運営が必要である。

モンゴル JDSの成果と課題

JDSの開始～2019年度までの成果

行政機関における JDSの評価の確立

これまでに 340 名が JDS 留学生として本邦へ留学し、現在 40 名が修学中、295 名が学位

を取得し帰国している。モンゴルにおける JDS 留学生の成業率は、98.3%と高い数値を保っ

ており、JDS のプロジェクト目標のひとつである「専門分野の知識修得」を達成していると

言える。また、18 年もの間実施してきたことにより、モンゴルにおける JDS の認知度は高

く、モンゴル政府からはこれまでに JDS を通じて我が国に留学した人材が、先進的な技術、

方法、知識の修得を通じて、モンゴルの政府部門及び社会全体の発展に貢献してきたとの評

価を受けている。

さらに、モンゴル若手行政官からの関心も高く、2018 年度までの 7 年間の応募者倍率平

均は 6.0 倍に上る。2018 年度の JDS 実施 15 カ国平均倍率が 5.3 倍であったことを考慮する

とモンゴルにおいては、JDS が継続して高い人気を誇っていると言える。また、JDS 帰国留

学生の影響は大きく、特に JDS 帰国留学生が多く所属するモンゴル銀行（11 名）、金融規制

委員会（9 名）、大蔵省（8 名）、労働社会保障省（5 名）、自然環境・観光省（3 名）では、

帰国生がそれぞれに活躍をしていることから、これら組織に所属する若手行政官の関心を

強く惹きつけている。

帰国留学生の活躍・二国間関係強化への貢献

モンゴルにおいて、特筆すべき活躍を見せている JDS 帰国留学生は表 3の通りであるが、

特に民間出身の JDS 留学生が活躍していることが大きな特徴である。1 期生の JDS 帰国留

学生の 1 人は、2017 年に最高執行責任者（COO）を務めていたニューコムグループにおい

て、モンゴル初となる海外投融資案件で JICA からも融資を受けた「ツェツィー風力発電事

業7」の融資契約に、中心メンバーとして参画した。現在は、ニューコムグループと住友商

事、KDDI が合弁で設立し、2016 年に KDDI が連結子会社化した「モビコム」にて、最高法

務・規制責任者を務めている。同氏は、2015 年に経済誌フォーブスで「モンゴルで最も活

躍する 30 代」の 1 人にも選出される等、国のリーダーとしての活躍が期待されている。

                                                       
7 同事業は、2017 年 3 月にアジア・大洋州における風力発電事業部門で「IJGlobal Awards 2016」を受賞し

た。https://www.jica.go.jp/press/2016/20170315_02.html （写真右から 3 人目が同 JDS 帰国留学生）
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また、同じく 1 期生の JDS 帰国留学生の中には、2015 年にモンゴルナショナル労働党（人

間党）を立ち上げ、現在も党首を務めている者がいる。同党は「人間第一」を理念に、鉱物

資源だけでなく「人間」を資源として国の発展を目指している。党員には、JDS 帰国留学生

も含めた日本留学経験者も多く含まれている。2019 年 10 月に、当該留学生の他、同党の執

行部役員が来日した際には、立憲民主党の枝野幸男代表らと国会内で懇談を行った8。2020
年に実施されるモンゴルの国政選挙の結果によっては、将来的に JDS 帰国留学生が要職に

抜擢される可能性がある。

表 3 モンゴルで活躍する主な JDS 留学生（2020 年 5 月時点）

年次 氏名 現所属機関 現職位

1 期生 Ms. Dashzeveg, UYANGA モビコム
最高法務・規制

責任者

1 期生 Mr. Badrakh, NAIDALAA モンゴル銀行協会
会長兼事務局

長

2 期生 Mr. Sumiya, SUKHBAATAR ドンドゴビ県民代表委員会 会長

4 期生 Mr. Dagvadorj, DOVCHINBAZAR モンゴル銀行 IT 局 局長

4 期生 Ms. Khaltarkhuu, GARMAABAZAR モンゴル日本人材開発センター 総務課 課長

5 期生 Mr. Baasanjav, ENKHBAATAR 人民党 鉱業政策委員会 副委員長

8 期生 Mr. Amarbayasgalan, AMARSANAA
ウランバートル市 都市開発計画庁 都市

開発情報局
局長

10 期生 Ms. Bakhnaa, BADAMTSETSEG モンゴル国税庁 税務・監査・方策局 局長

帰国後のフォローアップ体制の構築

モンゴルでは第 2 フェーズ（2016 年度受入）まで、帰国後のフォローアップ体制が未構

築であることが課題であった。当時、JDS 帰国留学生は 200 名を超えており、同窓会組織は

設立されていたものの、活動は行われておらず、全く機能していなかった。しかしながら、

2015 年 12 月に実施代理機関の呼びかけにより「JDS モンゴル同窓会（JDSM）」が再結成さ

れた。現在でも、ネットワーキングのイベントが開催され、多くの JDS 帰国留学生が参加

する等、活発に活動が展開されている。JDS 帰国留学生の帰国後の活躍状況をモニタリング

することに加え、JDS 帰国留学生同士が JDS ネットワークを活用してモンゴルの発展に貢

献するには、JDSM の存在は有効である。

                                                       
8 立憲民主党ウェブサイト https://cdpjapan.jp/news/20191002_2142
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JDSの開始～2019年度までの課題

公務員現職率・役職率の低さ

モンゴルでは、帰国後に公務員として復職が果たせない、または一旦復職したとしても民

間企業に転職するケースが多く、公務員現職率が低いことが課題となっている。2019 年度

の JDS 基礎研究によると、モンゴル帰国留学生の公務員現職率は 64.7%であり、13 カ国中

下から 2 番目の順位となっている。その背景には、4 年毎の国政選挙時に起こる政権交代に

伴い省庁が頻繁に再編され、帰国留学生によっては、元の所属先自体が無くなるケースがあ

るというモンゴル独自の事情がある。これまで局長級以上の人事も政治任用で刷新されて

きたため、それに伴い職員の人事も影響を受ける傾向にあり、帰国後に帰国留学生のポスト

が確保されていないケースも見受けられる。

公務員の不法解雇に関する公務員委員会への苦情件数は、2009 年の 87 件から 2016 年の

144 件に増加している。また、多くの人は苦情の申し立てすら断念しており、これは政府へ

の信頼の欠如を表している。公務員委員会の統計によると、平均して、毎年 7,000 人以上が

自発的に公務員から離職している9。2019 年に新公務員法が施行され、法制度上は政治権限

による局長交代はしにくくなったため、今後は復職しやすい環境となることを期待したい。

JDS 事業としては、これらの復職問題への対策として、これまでも、留学生本人、所属機

関、運営委員会の間で留学後の復職を誓約する三者間契約書の導入や、復職に一定の役割を

果たすことが期待される公務員委員会の JDS 運営委員会への加入等の対策を講じてきた。

三者間契約書導入の成果については、同契約書導入後に帰国した 2017年生（2019年に帰国）

が、2020 年 6 月時点で未だ 3 名が復職できておらず、契約が履行されていない状況であり、

今後も引き続き公務委員会と連携して復職できるよう所属先に働きかけていく必要がある。

また、2019 年に施行された新公務員法において、公務員委員会とともに、公務員人材育成・

能力強化に取り組むことになった内閣官房が、次フェーズより運営委員会メンバー入りす

ることが予定されており、それにより三者間契約書の不履行のリスクを回避できることも

期待される。また一方で、復職できたとしても、公務員の職の不安定さに加え、給与レベル

も民間企業と比べて高くないことから、帰国後はキャリアアップのために、本人の意志によ

りさらに好待遇な民間企業に転職を希望する帰国留学生も多い。モンゴル国家統計委員会

の統計によると、2018 年 6 月時点の月間平均給与は約 99.8 万トゥグルグ（333 ユーロ）、首

都ウランバートルでは 110 万トゥグルグ（367 ユーロ）であった。一方、公務員委員会によ

ると、公務員の平均給与は約 70 万トゥグルグ（233 ユーロ）と国の平均給与をはるかに下

回っており、優秀な人材が公務員職から離職する大きな要因となっている。特に、鉱業や

ICT セクターでは、給与は 150 万トゥグルグに達することが多く、公務員の給与の 1.5 倍の

水準となっている10。

                                                       
9 UNDP “Towards a Professional and Citizencentred Civil Service in Mongolia” Project documents, 2018 年

10 OECD “Anticorruption reforms in Mongolia 4th round of monitoring of the Istanbul AntiCorruption Action 

Plan” ,2019年
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また、公務員現職率同様に JDS 定量成果指標とされている役職率についても、モンゴル

は他国に比して低い状況にある。JDS 基礎研究によると、13 カ国の役職率は 20%から 97%
まで大きな幅がある中で、モンゴルは 22.7%と低い水準であった。雇用の流動性が高く、公

務員現職率が低いことが役職率にも影響していると思われる。

しかしながら、モンゴル JDS においては、民間企業への転職者が組織のトップとして活

躍している事例も多く見られ、 JDS 基礎研究によると、民間セクターにおける経営トップ

層率は、20.9%と JDS 実施 13 カ国中 1 位である。JDS 帰国留学生の中には、民間企業最高

執行責任者として、モンゴルにおける再生可能エネルギーの普及を推進するための風力発

電事業に携わる等、これらのモンゴルの経済・社会発展に貢献している事例も見過ごせない

成果であると言える。

モンゴル側運営委員の度重なる交代

上述の通り、モンゴルでは政権交代による頻繁な省庁再編及び人事異動により、モンゴル

側運営委員の入れ替えが発生しており、JDS について活発な議論を阻害する要因になってい

る。議長は、教育・文化・科学・スポーツ省の委員が担当するが、現行フェーズ中に議長は

4 回交代した。また、運営委員である大蔵省開発金融局長は、運営委員会開催時にもほぼ代

理出席者を立てており、JDS の公式行事に参加しない等のコミットメントの低さも課題とな

っている。復職対策の一環として、現行フェーズより運営委員に参画した公務員委員会につ

いては、新たに留学生本人、所属機関、運営委員会の間で留学後の復職を誓約する三者間契

約を結ぶ仕組みの導入により、一定の存在感は示したものの、担当者が多忙なこともあり、

事業へのコミットメントは依然低い状況にある。

そのため、本準備調査において、今後より事業にコミットできる運営委員構成となるよう

運営委員会メンバーについても見直されることとなった。

英語力の低さ

モンゴルでは、新方式以降の応募者の TOEFL（ITP）平均スコアは 434 点であり、最終候

補者の平均スコアも 473 点に留まっている。一般的に大学院で求められる 550 点に達する

応募者・最終候補者はほとんどおらず、中には 400 点未満の合格者もおり、本邦大学院修士

課程での英語によるプログラムの履修や修士論文執筆への懸念がある。

本準備調査の対象機関への聞き取りにおいても、職員の英語力不足により JDS への応募

を断念せざるを得ないケースがあるという現状が明らかとなった。一部の対象機関では、他

ドナーによる援助の下、英語研修が実施されていたが、ほとんどの対象機関では英語研修実

施は財政的にも困難な状況であり、候補者の英語力向上のためには、事業としての取り組み

も求められている。
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現在、英語力向上対策として実施している英語ディベート、TOEFL 模試の実施、オンラ

イン学習サイトの紹介に加えて、次フェーズからは選考期間中に、新たに 81 時間の英語研

修を実施することを計画している。研修時間数については、書類選考通過者確定から専門面

接実施までの期間で、候補者が働きながら英語研修を受講できる夜間・休日に実施すること

を想定し、英語研修機関とも協議の上、最適な時間数を設定した。英語研修の実施は対象機

関からも要望が挙がっていることから、英語研修の実施により、候補者への語学研修がセッ

トとなった奨学金プログラムということで、JDS に対する高付加価値化の貢献となることも

期待される。

社会経済・高等教育の状況

社会経済の状況

モンゴルはロシアと中国に挟まれた内陸国で、国土面積は日本の約 4 倍であるが、人口は

約 320 万人である。人口の約半数が首都のウランバートルに居住し、第 2 都市エルデネッ

ト、第 3 都市ダルハンの人口は、それぞれ 10 万人以下であるため、人口集積格差が著しい。

ウランバートル市の人口は、民主化・市場経済化直前の 1989 年には 54.8 万人であったが、

2019 年には 146 万人に達した11。

年平均気温は－0.2 度で、10 月から 4 月の半年以上にわたって、1 日の平均気温が氷点下

に下がり、時に氷点下 50 度まで下がることがある12。国土の大半は標高 1,500m以上であり、

降水量はわずかであるため乾燥している。冬季は、暖房用の生炊きの石炭の排煙による大気

汚染がウランバートルで深刻化している。限られた夏を田舎で過ごす人が多く、JDS 事業の

募集が開始される 8 月のウランバートルは閑散としている。

高層ビルが立ち並ぶようになったウランバートルは、旧ソ連時代に 50 万人規模の都市と

して設計されたため13、人口に対して、街の機能が追い付いておらず、朝晩の通勤時間帯の

渋滞が深刻化している。また、地方から首都に人口が流出し、伝統的な移動式住居「ゲル」

に住む低所得地区を形成している14。

                                                       
11 モンゴル統計局 http://www.1212.mn/
12 モンゴル気象環境調査庁 http://tsagagaar.gov.mn/
13 石井祥子「ウランバートルの急速な都市化とゲル地区再開発計画」（『草原と都市 変わりゆくモンゴ

ル』）、2015 年、風媒社
14 ウランバートル市人口のうち約 60%がゲル地区に居住している。（松宮 邑子「ゲル地区居住者にみる，

ウランバートルへの移住・移動と定着」、2018 年）
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モンゴルは 1990 年に社会主義体制から民主化し、市場経済へ移行した。ソ連の一部であ

った中央アジア近隣国とは異なる道を歩み、超インフレに伴う変動通貨の採用、複数政党制

民主主義、国営企業の民営化が開始された15。1992 年に改正された憲法の下、中央議会とし

て一院制の「国家大会議」（定員 76 人、任期 4 年）が設置され、これまで 7 回行われた総選

挙の結果、毎回政権交代が行われてきた。2016 年の総選挙では、従来、各選挙が個別の法

律の下で運用されていたところ（大統領選挙法、国家大会議選挙法、首都・県議会選挙法等）、

1 つの法律に統合され、新選挙法が策定された。また、憲法裁判所が 2012 年の総選挙時に

導入された比例代表制を違憲と判断したため、中選挙区・比例代表並立制から小選挙区制に

変更される等、大幅な選挙制度改革が実施された。投開票の結果、野党であった人民党が 76
議席中 65 議席を獲得し圧倒的勝利をおさめ、第一党となっている16。次回総選挙は 2020 年

6 月に行われる予定である。

モンゴルの一人当たり国民総所得（GNI）は 3,660 米ドル（2018 年）17であり、世界銀行

の分類では低中所得国に分類される。主要産業は、鉱業、牧畜業、流通業、軽工業であり、

石炭、銅精鉱等の鉱物資源、宝石・貴金属、牧畜産品を主に中国（89.1%）に輸出している。

輸入については、中国（33.6%）、ロシア（28.2%）への依存度が高く、燃料、機械設備・電

気製品等が主要貿易品目となっている18。

モンゴルは 1990 年代後半以降、2008～2009 年の金融危機時を除き、市場経済化と鉱物資

源開発を軸に概ね順調に経済発展を実現してきたが、資源ナショナリズムを背景とする制

限的な対モンゴル投資政策や法律の制定により、対モンゴル外国投資が激減した他、中国の

景気減速や世界的な資源安の影響により、2015 年～2017 年にも再び経済成長率が落ち込む

こととなった。その後、2019 年には経済成長率 5.1%まで回復しているものの、鉱物資源に

依存した経済構造は国際価格動向の影響を受けやすく、モンゴルが今後も経済成長を持続

させるためには、財政管理、金融強化等、マクロ経済運営の強化が重要とされている19。近

年、資源価格変動への不安や外資規制による混乱の影響から、通貨トゥグルグは対米ドルレ

ートで大きく下落し、継続的なインフレが進行している。また、投資熱の下火や貸付残高に

占める不良債権比率も増加傾向にあり、金融市場の整備と強化は急務である。また、中国経

済の低迷の影響も懸念される。

このマクロ経済の安定化のためには、モンゴルにおいては産業多角化による鉱物資源に

依存した経済構造からの脱却が不可欠である。そのためには民間部門の競争力強化、海外直

接投資の誘致、中小企業育成等が重要とされている。さらには天然資源の開発と管理の改善、

インフラやエネルギーの整備、人的資源の開発と雇用確保、そしてこれらを達成するために

必要なガバナンスや経済制度の構築が求められている。

                                                       
15 JICA「モンゴル国工学系高等教育情報収集・確認調査最終報告書」、2013 年
16 外務省「モンゴル国基礎データ」参照
17 世界銀行 https://data.worldbank.org/country/mongolia?view=chart
18 JETRO https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/mn/data/mn_20200312.pdf
19 外務省「モンゴル国基礎データ」
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高等教育の状況

モンゴルの教育制度の基礎は、1921 年の独立から 1990 年の民主化までの約 70 年間、旧

ソ連の教育制度の影響を受けて形成された。中央政府主導で広大な国土に学校や寮の整備、

授業料の無償化等が実施され、識字率は 97%に上る。1980 年代、モンゴルの高等教育は、

計画経済に資するプログラムとして策定され、政府官庁や国営企業において高度な専門知

識を有する人材を育成するような専門プログラムになっていった20。

学校教育制度は 2008 年に、542 の 11 年制から、国際水準に合わせた 543 の 12 年制へ

移行した。初中等教育は、旧ソ連式の小学校・中学校・高等学校が一緒になった一貫校が今

でも一般的である。大学の学部は 4 年から 5 年間、修士は 1 年から 2 年間、博士は 3 年か

ら 4 年間（医学は 6 年間）である。2019 年現在の学校数は、国立大学 18 校、私立大学 73
校となっている21。

高等教育の就学率は、2000 年の 30.2%から、2016 年には 65%に大幅に増加した。男女別

の就学率は、男性 54%に対し、女性は 75%で、中等教育の就学率は、男性 100%、女性 101%
である22。初中等教育までは男女比の大差はないが、大学進学率は圧倒的に女性が高い。そ

の要因として、「女性のほうが積極的で能力が高い」という性格や学力を要因とする見解も

あるが、「親は、男子は生活していくためにどのような種類の仕事でもできるが、女子は経

済上の安定と機会を得るには、教育を受けるのが唯一の道と考えているからである」と指摘

する文献もある23。

高等教育の就学率の大幅な増加に対し、教育の質の向上が追い付いておらず、教員一人当

たりの学生数は 2001 年度の 17.1 人に対し、2018 年度は 23.6 人にまで増えている。さらに、

高等教育への就学者の多くは人文・社会科学系であり、工学系は 10.6%である24。

対 GDP 比の教育予算は、2012 年の 6.1%から 2018 年には 7.7%に増加した。支出レベルは

社会主義時代と同水準であり、OECD 加盟国平均の 5.8%を上回る。この公共支出の高さは、

厳しい気候で広大な国土に分散した人口に提供するサービスの高額な費用を反映する。教

育法は、政府予算の 20%以上を教育に使用することを保障しており、政府支出に占める教

育の高い割合は維持されている。モンゴルにおいて教育は優先順位が高く、政府予算の最大

の割合を占め、2008 年の世界経済危機においても削減されなかった25。2010 年以降も、年

度によって若干の増減はあるものの、過去 10 年間において教育予算は 13～17%の比較的高

い水準が維持されている26。

                                                       
20 JICA「モンゴル国工学系高等教育情報収集・確認調査最終報告書」、2013 年
21 モンゴル教育・文化・科学・スポーツ省 https://mecss.gov.mn/news/1388/
22 通常の年齢よりも早い又は遅い入学や留年等を理由とする該当年齢以外の在籍者を含む。

文部科学省 https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/06/22/1396848_018.pdf 
23 槇村久子「市場経済への移行期に伴うモンゴル女性の開発と変化」（『京都女子大学現代社会研究』）、

2013 年
24 モンゴル統計局報告書（2019 年）
25 ADB「Higher Education Reform Project Financial Analysis」、2011 年
26 モンゴル統計局 http://www.1212.mn/statHtml/statHtml.do#
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開発計画

2016 年 2 月に「長期持続可能な開発ビジョン 20162030（Longterm Sustainable Development 
Vision of Mongolia 20162030）」が国家大会議にて承認された。これは、「政権交代を超えて

共有すべき国家開発ビジョン」を基本理念とし、超党派で策定された長期開発政策である。

マクロ経済の平均成長率 6.8%を目指し、2030 年までに一人当たり GNI で 17,500 米ドルを

達成することを目標としている。そのための政策として、①持続可能な経済開発、②持続可

能な社会開発、③グリーン開発、④ガバナンス・ビジネス環境整備を 4 本柱としている。同

長期開発ビジョンは、国連で合意された持続可能な開発目標（SDGs）との整合も図られて

おり、国連から SDGs 達成に向けていち早く取り組んでいる国のひとつと評価されている。

図 1 モンゴル長期持続的可能な開発ビジョン 2016-203027

さらに、2020 年 4 月には、内閣より 2050 年までの長期開発政策「ビジョン 2050 （Vision 
2050）」が提出された。2020 年 4 月 10 日の本会議において、内閣官房長官は、「モンゴルは、

人間開発、経済競争力、ビジネス環境、汚職等の地域開発の多くの分野で世界平均順位を下

回っており、貧困削減を目的とした福祉政策が十分な成果を挙げておらず、社会の原動力で

ある中産階級の脆弱性が不平等を生み出し、民主主義の中核的価値を損なっている」と指摘

した。その上で、過去 30 年間の成果を集約する必要性を訴えるとともに、今後 30 年間の長

期開発政策を示した「ビジョン 2050」を提案した。本長期開発政策は、2020 年 5 月より施

行されている。

                                                       
27 JICA「モンゴル国地域総合開発にかかる情報収集・確認調査」報告会発表資料より引用作成
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同長期開発政策には、以下 9 つの開発目標の下にさらに 50 の目標が設定されており、

2020 年2030 年、2031 年2040 年、2041 年2050 年の 3 段階に分けて実施される。モンゴ

ルが 2050 年までに、経済成長と社会開発を遂げてリーダーとなり、自然、言語、領土、

文化の持続可能な保全を達成した国となることを目指している28。

表 4 モンゴル長期開発政策「ビジョン 2050」

開発目標 内容

1 国家的価値の共有 価値観の共有により深い国家意識を持った国として成長する

2 人間開発 人間開発指数を 0.9に引き上げ、幸福指数で世界の上位 10 カ国入りする

3 生活の質向上 2050 年までに全人口の 80％を中産階級とする

4 経済
GDP を 6.1 倍、国民 1 人あたりの GDP を 3.6 倍として、15,000 米ドルまで

上げることで先進国入りする

5 優れたガバナンス 人権と公平性の尊重と汚職撲滅により優れたガバナンスを確立する

6 グリーン成長 グリーン成長を促進し、環境の持続可能性を確保する

7 平和で安全な社会 国益保護のための内部・外部環境を創出する

8 地域開発
地域経済統合に加盟し、持続可能な居住地構造と競争力を備えた国内地域

開発を実現する

9 ウランバートル市と衛

星都市
住みやすく環境に優しい人間中心の都市開発を実現する

無償資金協力要請の背景・経緯

前述の通り、モンゴルは近年鉱物資源の開発により高い経済成長率を記録してきたが、

2011 年には 17%を超えていた経済成長率も、2019 年には 5.1％で、前年（7.2％）より 2.1 ポ

イント低下した29。

今後さらに低下するとの予測値も出ており、資源価格の変動や周辺国である中国・ロシア

の経済に大きく左右される脆弱な経済状況である。加えて、人口稀少国であるモンゴルは、

総人口は約 320 万人であり、モンゴル政府は、1990 年代の民主化以降、「小さな政府」を目

指す政策を採用したことから、政府機関や関係省庁の職員数も総じて少なく、上記課題解決

において専門知識のある人材が不足している。産業構造の多角化、雇用の創出、法制度整備、

インフラ整備等、持続可能な経済成長の実現には、各開発課題において計画策定・立案に資

する行政官の育成及び能力向上が急務である。

                                                       
28 報道発表 http://theubposts.com/vision2050tobesubmittedforinitialdiscussion/
29 JETRO モンゴル経済概況 2020 年 3 月
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また、モンゴルは、中国とロシアに挟まれ、地政学的に重要な位置を占める。同国の民主

主義国家としての成長は、我が国の安全保障及び経済的繁栄と深く関連している北東アジ

ア地域の平和と安定に資する。さらに、我が国とモンゴルは、2015 年 2 月にモンゴルにと

って初めてとなる経済連携協定（EPA）を締結しており、両国の経済関係が一層強化される

契機となった。さらに、日モンゴル国外交関係樹立 45 周年に当たる 2017 年には、「戦略的

パートナーシップのための日本・モンゴル国中期行動計画（20172021）」に署名し、政治・

安全保障、経済、文化・人的交流、人材育成といった幅広い分野において、国際場裡での協

力を始め、両国が主体的に相互協力を積み重ねていくことで、真に互恵的な「戦略的パート

ナーシップ」の構築を目指すことが確認された。今後も二国間関係のさらなる強化が期待さ

れている。

以上の背景の下、今般モンゴル政府より日本政府に対し、2002 年度から実施してきた JDS
事業の重要性に鑑み、2020 年度から同事業 4 期分の留学生受入計画について要請が出され

た。本事業による行政官等の人材育成を通じ、行政組織の強化並びに開発課題の解決に貢献

することが期待されている。

行政官のキャリアパス及び人材育成状況

(1) 行政・公務員制度30

モンゴル公務員制度の枠組み

モンゴルは 1990 年まで社会主義国であり、一党独裁の下で多くの社会主義圏の国々と同

様に官僚制は政党の中に組み込まれ、政党と一体となっていた。官僚の人事権は政党が一手

に握り、党員の中から官僚を輩出してきた。1990 年の初の自由選挙、1992 年の新憲法の制

定により、民主主義国家の仲間入りをしたモンゴルにとって、1990 年代は民主主義体制に

適応する公務員新制度を構築することが急務であった。

モンゴル公務員制度の枠組みは、1994 年に「モンゴル国家公務員法」（Law of Mongolia on 
Civil Service）（以下、「公務員法」）として制定された。同公務員法は、公務員の分類、採用、

権限、職階、待遇、評価、罰則、公務員委員会設置等の基本的な公務員制度を制定したもの

である。同公務員法に基づき、1995 年に内閣とは独立した機関として公務員委員会（Civil 
Service Council）が設立された。同委員会は、日本の人事院に当たる機関であり、正規公務

員の採用試験、人事管理の基準制定・管理、各省庁との総合調整、給与その他勤務条件の改

善及び人事行政の改善に関する勧告、職員の利益の保護等の事務、研修等を行っている。

また、2002 年には「公的部門管理財政法」（Public Sector Management and Finance Law）が

制定され、業績主義に基づく予算執行システム、人事評価、公務員業績契約書等行政制度の

根幹的な関係が定められた。同法により、公務員法に大幅な変更が加えられ、人事管理に対

する公務員委員会の力が強化されるとともに業績管理の重要性が高まった。

                                                       
30 P・ナランバヤル「モンゴルの公務員制度」（『東アジアの公務員制度』、2013 年、219242 ページ）より

抜粋。
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モンゴル国家公務員法の改正

2019 年 1 月に、「新モンゴル国家公務員法」（Law of Mongolia on Civil Service （revision））
（以下、「新公務員法」）が施行された。新公務員法においても、公務員委員会は引き続き独

立機関として位置づけられ、正規公務員の採用、異動、昇進、解雇等の人事が、法律で定め

られた実力主義の原則に準拠しているか否かを監督する役割が課されている。

新公務員法には新しい要素も追加され、公的サービスの標準化、官僚候補者への必須研修

要件、専門研修、実地研修、採用試験の改正、外部監査委員会の設立等が明記されている31。

特に、事務次官を含む全ての官僚職への昇進に必要な最低勤続年数が定められ、政治任用で

はなくキャリアベースの原則が導入されることになった。また、内閣官房の役割として、公

務員委員会と共同で、公務員の知識・技術向上のための研修を計画・実施することが新たに

定められた。

さらに、正規公務員については、先進国への 2 年間を上限とする留学期間中は、臨時職員

の雇用が認められた。本規定が正しく運用されることにより、JDS 留学生が帰国後も元の所

属先に復職しやすくなることが期待される。

公務員の分類

公務員法において、公職は「政治職」「行政職」「特別職」「サポート・サービス職」の 4 職

に分類され、それぞれに従事する公務員が規定されている（表 5 参照）。「政治職」は、選挙

によって就任する職（国会議員、地方議会議員等）、任命権者の裁量により政治的に任命さ

れる職（大臣等）、これらの役職者に直接仕える補佐職（顧問、補佐官等）を含む。「行政職」

は、各省庁の職員、地方自治体職員等の一般行政事務に携わる職をいう。事務次官をはじめ、

局長等の幹部ポストも行政職であるが、実際は課長レベルまで政治的影響力が及んでいる32。

「特別職」は、裁判官、軍務官、警官等の社会安全保障、治安維持等に関わる職をいう。行

政職と特別職は「正規公務員」とされ、正規公務員に従事する者は選抜採用試験によって採

用されることになっている。「サポート・サービス職」とは、医療、教育、科学、文化、芸

術等の国家によるサポート・サービスを遂行する職をいう。これらの公務員の分類は、新公

務員法においても同様に定められている。

また、サポート・サービス職に就く者の雇用、労働条件は、モンゴル公務員法ではなく、

モンゴル労働法（Labour Law on Mongolia）が規定する労働契約によって決まる。

                                                       
31 UNDP “Towards a Professional and Citizencentred Civil Service in Mongolia” Project documents, 2018 年
32 JDS 帰国留学生への聞き取りより
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表 5 モンゴルにおける公務員の分類

2018 年 4 月時点でのモンゴルの公務員総数は 192,475 人で、行政職の職員数は全体の約 1
割にあたる 18,952 人となっている。そのうち、省庁及び省庁の管轄機関で働いている行政

職員数は 3,628 人である33。公務員委員会の統計によると、雇用者全体に占める公務員率は

21.4%と高い水準であるが、正規公務員に限定するとその割合は 6.3%に下がり、OECD 諸国

中最低水準である日本と同程度の割合となっている34。モンゴルの少ない人口、官僚組織を

支える限られた財政規模等を鑑みると、行政組織はそれに比例して小規模にならざるをえ

ない状況にある。

図 2 モンゴル公務員の総数（分類別）

                                                       
33 モンゴル公務員委員会ウェブサイト：https://www.csc.gov.mn/s/47/377
34 OECD データ（2015 年）によると、日本の雇用者全体に占める一般政府雇用者比率は 5.9%であり、

OECD 諸国の中では最低水準となっている。（OECD 諸国平均 18.1%）

18,952人
（9.80%）

37,433人
（19.50%）

3,430人
（1.80%）

132,660人
（68.90%）

行政職 特別職 政治職 サポート・サービス職

合計 192,475名

分類 説明 例

政治職 選挙によって就任する職 国会議員、地方議会議員等

任命権者の裁量により政治的に任命される職 大臣等

上記に直接仕える補佐職 顧問、補佐官等

行政職 一般行政事務に携わる職 各省庁の職員、地方自治体職員

等

特別職 社会安全保障、治安維持等に関わる職 裁判官、軍務官、警官等

サポート・サービス職 国家によるサポート・サービスを遂行する職 医師、教員等
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公務員委員会の 2018 年統計においてモンゴル公務員の年齢構成を見ると、JDS 修士・博

士プログラムの主ターゲットとなる 25 歳から 45 歳の若手職員の割合が全体の 64.7%を占

めている。また、公務員全体に占める学士号以上を有する職員の割合は 46.9%であるが、そ

の多くは学士号保有者であり（全体の 40.1%）、修士号は 5.9%、博士号はわずか 0.9％とな

っていることから、修士・博士号取得のニーズは未だ高いと言える35。

図 3 モンゴル公務員の年齢構成（2018 年）

表 6 モンゴル公務員の最終学歴（2018 年）

最終学歴 人数 割合

博士課程修了 1,720 0.9%

修士課程修了 11,281 5.9%

学士課程修了 77,183 40.1%

高等専門学校卒業 14,249 7.4%

専修学校卒業 28,106 14.6%

高等学校卒業 35,970 18.7%

新公務員法によると、行政職の役職は 5 区分に分類されており、これらの役職は公務員委

員会の提案に基づき政府が承認すると定められている。また、役職区分毎に第 1 等級から第

4 等級までの等級があり、Senior Principal officer は大統領から、Principal Officer は首相から、

その他の役職区分は各省の大臣から等級を付与される。さらに、等級を付与する際には、勤

続年数、実績、資格等を十分に考慮することが明記されている。

                                                       
35 モンゴル公務員委員会ウェブサイト：https://www.csc.gov.mn/s/47/377

0.8%

9.0%

18.9%

17.2%

14.6%

14.0%

25.5%

20歳以下 21-25 歳 26-30歳 31-35歳 36-40歳 41-45歳 46歳以上
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表 7 行政職の分類と職級

採用

正規公務員の選抜採用試験は公務員委員会が実施する。モンゴル公務員法では、公務員選

抜採用試験を経ない公務員法に違反する登用については、公務員委員会がそれを無効にす

る権限が付与されている。モンゴルでは、各省庁、各地方公共団体の定員数や組織の中の部

局構成を中央政府があらかじめ決定することになっている。そして、各省庁や地方自治体に

おいて退職等による欠員が生じた際に、同格の職にある職員を転任させたり、下級職にある

職員を昇任させたりして補充することを原則としている。このような人事を行ったとして

も、なお欠員状況が解消されない場合、欠員補充のために人材を募集し、採用試験を行う。

ただし、日本のように毎年決まった時期に公務員の採用試験を行わず、欠員が生じたときに

のみその都度採用試験を行う。公務員委員会は、採用側である省庁と地方自治体の要請を受

けてから、ひとまとめにして対応することが普通となっている。

公務員試験は国家公務員も地方公務員も基本的に同じ試験を受ける。この試験は日本の

ように総合職・一般職等と分類しないため、キャリアとノンキャリアというように公務員を

分ける慣行はない。採用試験内容は、新公務員法により改正され、①一般教養試験（55 点）、

②モンゴル語記述試験（30 点）、③評価能力試験（15 点）、計 100 点の 3 試験で審査される

ことになった。一般教養試験では、国家政策、公務員法、法制度、モンゴルの歴史・社会・

経済、情報技術等の知識が審査される。評価能力試験では、マネジメントスキル、分析力、

問題解決力、リーダーシップ力、チームワーク力が総合的に評価される。

上記の採用試験に合格した者から、公務員委員会が各省庁に「任用候補者」の推薦を行う。

推薦はトップの点数で合格した者から順を追って行われる。推薦された者の中から、各省庁

の任命権者が採用を決める。したがって、合格者は全員採用・任用されるわけではない。「任

用候補名簿」に載ることはできても、採用されないケースは多いようである。任用候補者名

簿は 3 年間有効であり、その間採用されなかった場合、採用試験を再度受けることになる。

昇進と異動（キャリアパス）

モンゴルの公務員制度では、人事異動を定期的に決まった時期に行う慣行はない。さらに

省内の各部局の間における人事異動も極めて少ない。

区分 役職

Senior Principal Officer 事務次官又はそれに相当する役職

Principal Officer 局長、部長またはそれに相当する役職

Senior Officer 課長、シニア専門家（senior expert）またはそれに相当する役職

Associate Officer 上級職員、シニア専門家（senior specialist）またはそれに相当する役職

Assistant Officer 職員またはそれに相当する役職
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公務員の昇進は、勤続年数、業績、能力に基づくことが公務員法に明記されているが、こ

れまでは政権与党による政治任用が頻繁に行われてきた。改正前の公務員法においても、各

省庁には、大臣のみに対して、政治的任命が許されていたにも関わらず、4 年毎の総選挙後

に、事務次官から課長級レベルまで広範囲にわたり人事が入れ替わってきた。このように政

治的任命とメリット・システムが並存するモンゴルの公務員の任命と昇進の現状を図式化

すると下図のようになる。政治任用組と資格任用組のそれぞれのキャリアの到達点が違う

ことは明らかであり、資格任用組は本省の Senior Officer（課長級）までしか昇進できない状

況にある。

図 4 モンゴルの官庁における昇進モデル「二重のトライアングル」36

一方、2019 年に改正された新公務員法においては、昇進に必要な勤続年数が特別要件と

して以下の通り定められた。JDS 帰国留学生の中には、現在 Senior Officer としてモンゴル

の社会経済発展のために尽力している者もいるため、新公務員法の施行により今後は資格

任用組の業績が正当に評価されることを期待したい。

表 8 行政職の昇進特別要件

                                                       
36 出所：P・ナランバヤル「モンゴルの公務員制度」（『東アジアの公務員制度』、2013 年、234 ページ）

22歳 22歳

政治任用 資格任用

シニア

部長

局長

次官

区分 役職 特別要件

Senior Principal Officer 事務次官又はそれに相

当する役職

公務員勤続年数 16 年以上（うち、8 年以上は

Principal Officer）、専門研修の受講

Principal Officer 局長、部長またはそれに

相当する役職

公務員勤続年数 12 年以上（うち、4 年以上は

Senior Officer）、専門研修の受講

Senior Officer 課 長 、 シ ニ ア 専 門 家

（senior expert）またはそ

れに相当する役職

公 務 員勤 続 年数 8 年 以上 （ うち 、 4 年以 上は    
Associate officer）、専門研修の受講
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また、新公務員法には、公務員の業績管理についての特別な章が設けられており、各機関

は政府の行動計画に沿った 4 年間の戦略計画と年間業績計画を策定し、それに基づいて公

務員は個々の年間業績計画を策定すると定められている。各公務員の昇進、給与、等級、研

修機会の提供、降格に対する決定は、個々の年間業績計画の評価結果に基づくとされており、

今後は個々の業績に対する評価に基づいて昇進が決定されることを期待する。

ジェンダー配慮

モンゴルの公務員制度におけるジェンダー配慮については、2011 年 2 月に制定された「ジ

ェンダー平等権保障法」（Law of Mongolia on Promotion of Gender Equality）がある。同法で

は、政治職に任命される職員や行政職幹部について、表 9 の通り、いずれかの性に偏っては

ならないと明記している。

表 9 ジェンダー平等権保障法の概要

区分 いずれかの性の割合

政治職に任命される

職（大臣等）

政府、アイマグ（県）、首都 15%以上

首都の区 20%以上

ソム（市町村） 25%以上

ホロー（地区） 30%以上

行政職幹部 各省事務次官、政府庁長官 15%以上

その他政府機関の幹部 20%以上

各省の局長、部長、課長 30%以上

アイマグ、首都、ソム、区の役所事務局長、部長、課長 40%以上

公務員委員会が公表している 2018年 4月時点のデータ37によると、女性は政治職の約 23%、

行政職の 59%、特別職の 25%、サポート・サービス職の 71%を占めている。モンゴルでは、

儒教の影響を強く受けた東アジアの他の国々に比べて、伝統的に女性が強い社会であった

ことを多くの研究者たちが言及している。さらに、社会主義時代における女性の社会進出支

援政策の結果、働く女性がモンゴル社会では一般的であることも、このような活躍の一因で

あるとされる。

一方、モンゴルは世界男女格差指数では、149 位中 58 位であるものの、「政治的エンパワ

ーメント」については、101 位と、比較的低い順位となっている。JICA の「国別ジェンダー

情報整備調査（2013 年）」の中でも、「女性の社会進出が進む一方で、政府や民間組織の意

思決定レベルに就く女性は限られている。」とある。しかしながら、JDS においては、2018
年までに受け入れた JDS 留学生のうち 63%が女性であり、かつ課長級以上では 47%に上る

ことから、JDS は女性要職者割合の向上に貢献していると言える。

                                                       
37 モンゴル公務員委員会ウェブサイト：https://www.csc.gov.mn/s/47/377
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行政組織

モンゴルの中央行政機関は、表 10 の通り、13 省、27 庁で構成される。1996 年に制定さ

れた国家大会議決議により NPM（New Public Management）改革が導入され、国家組織のエ

ージェンシー化が推し進められた。政策の策定、調整、モニタリング、評価を各省が行い、

政策の実施をエージェンシーに移した。エージェンシーは 2 種類ある。ひとつは、法律、規

格等の執行機能を果たす政府調整庁（Government regulatory agencies）といい、もうひとつは

政策の実施機能を果たす政府実施庁（Government implementing agencies）である。
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表 10 モンゴル政府機構38

課題

行政改革の課題として指摘されるのは、官僚制度の安定性、継続性が定着する前に、性急

とも言える行政改革を次々と矢継ぎ早に行ってきたことである。そのひとつが、政権交代毎

に行われる組織改編である。モンゴルでは総選挙による政権交代の度に各省庁の改廃が行

われている。1992 年から 2019 年までの省庁再編の推移を表 11 にまとめた。2004 年以降、

改廃の影響を受けていないのは大蔵省、国防省のみである。

表 11 モンゴルにおける省庁再編の推移

                                                       
38 在モンゴル日本国大使館ウェブサイト：https://www.mn.embjapan.go.jp/itpr_ja/seikei_kokkadata.html

省および閣僚 調整庁 実施庁

諜報庁 国有財産政策・調整庁

通信情報技術庁

国家開発庁

専門監察庁

非常事態庁

公正競争・消費者庁

規格・度量衡庁

内閣官房

自然環境・観光省 気象・環境調査庁

国防省 国軍総司令部

建設・都市計画省 土地・測量・地図庁

体育・スポーツ庁

文化・芸術庁

外務省

道路・運輸開発省 民間航空庁

関税庁

国税庁

鉱業・重工業省 鉱物資源・石油庁

警察庁 国家登記・知的財産庁

国境警備庁 公文書管理庁

判決執行庁

外国籍庁

保健・社会保険庁

労働・福祉サービス庁

家族・青少年発達庁

食糧・農牧業・軽工業省 家畜衛生・繁殖庁

エネルギー省

保健省

13省

法務・内務省

労働・社会保障省

27エージェンシー（調整 10 、実施 17）

教育・文化・科学・スポーツ省

大蔵省

首相

副首相

年月 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2014 年

10 月

2014 年

12 月

2016 年

7 月～

省の数 13 9 11 13 11 16 13 15 13
与党 人 民 革

命党

連 立 政

権（民主

連 合 が

躍進）

人 民 革

命党

大 連 立

政権

大 連 立

政権（人

民 党 が

過半数）

民主党、民主連合及び国民勇

気・緑の党による連立

人民党
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(2) 人材育成制度

新公務員法において、パッケージ化された専門研修について明記されており、役職区分に

応じた研修を実施するとされている。専門研修の受講は、特別昇進要件にも含まれている。

研修は、公務員委員会と政府によって承認され、National Academy of Governance（NAG）に

実施すると定められている。

本専門研修は、UNDP が 2018 年から実施しているプロジェクトからも支援を受けており、

公務員委員会、NAG と協力して管理職向け専門研修のコンテンツとカリキュラムを開発し

ている。研修は、各省庁のニーズ調査、他国の公務員研修との比較調査、専門家によるレビ

ュー、試験を経てモンゴル政府に提案されることになっている。専門研修は、パッケージ化

されており、関連分野の専門知識・能力取得に加えて、ジェンダー配慮、ハラスメントの防

止、職場での権限乱用、倫理及び利益相反の規制に関する研修等が含まれている39。

さらに、2019 年 3 月には、モンゴル公務員の人材育成分野の政策立案・実施に対する支

援について、モンゴル内閣官房と韓国人事管理省が覚書を締結している。韓国は、UNDP プ

ロジェクトとの連携も表明している40。

我が国の援助動向

概要

我が国とモンゴルは 1972 年に国交関係を樹立し、1977 年には我が国による初めての無償

資金協力事業として「ゴビ・カシミヤ工場」が建設された。1990 年の民主化・市場経済体制

移行後には本格的な二国間援助を開始し、同国最大の火力発電所の改修、初等・中等学校の

建設、上下水施設の整備等、経済社会インフラの整備や人材育成を通じ、モンゴルの発展に

寄与してきた。現在、我が国はモンゴルにとって民主化以降最大の援助供与国である41。

また、2015年2月にはモンゴルにとって初となる経済連携協定（EPA）を我が国と締結し

ており、両国の経済関係が一層強化される契機となった。さらに、日モンゴル外交関係樹

立45周年に当たる2017年には、「戦略的パートナーシップのための日本・モンゴル中期行

動計画（20172021）」に署名し、「政治・安全保障」、「経済」、「文化・人的交流及び人材育

成」の3分野において、国際場裡での協力を始め、両国が主体的に相互協力を積み重ねて

いくことで、真に互恵的な「戦略的パートナーシップ」の構築を目指すことを確認してい

る。さらに、上記3分野のうち、「文化・人的交流及び人材育成分野」において、「日本国

政府は、JDSを通じてモンゴル国の開発課題の解決に寄与する優秀な人材の育成を支援す

ることにより、両国の人的ネットワークの構築を推進する。」と定められている。

                                                       
39 UNDP “Towards a Professional and Citizencentred Civil Service in Mongolia” Project documents, 2018 年
40 報道発表 https://www.montsame.mn/en/read/195994
41 援助総額は、累計で 2,663 百万米ドルを超える。（外務省「国別データ集 2018 モンゴル」）
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加えて、2017 年 12 月に策定された我が国の対モンゴル国別開発協力方針では、大目標

を「持続可能な経済成長の実現と社会の安定的発展」とし、3 分野を重点としている（表 12
参照）。

表 12 我が国の対モンゴル国別開発協力方針

援助基本方針（大目標） 重点分野（中目標） 開発課題 （小目標）

持続可能な経済成長の実

現と社会の安定的発展

健全なマクロ経済の実現に

向けたガバナンス強化

公共財管理の向上
活力ある市場経済の推進

環境と調和した均衡ある経

済成長の実現

産業多角化の推進と地域開発戦略の強化
成長を支える質の高いインフラの整備
環境に優しい安全な都市の開発

包摂的な社会の実現
社会の状況に適合する保健医療水準の達成
基礎的社会サービスの質向上
障害者の社会参加・社会包摂の推進

近年の主要ドナーによる援助実績の推移は図 5 の通りである。我が国は、二国間援助にお

ける支出総額では 2018 年は韓国に次いで 2 位であったものの、2013 年から 2017 年までの

5 年間は最大資金拠出国であり、これまでモンゴルの開発に貢献してきたと言える。

図 5  主要ドナーによる対モンゴル援助実績推移

（単位：百万米ドル、支出総額ベース）42

                                                       
42 OECD データ http://www.oecd.org/ 
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我が国の留学制度

2020 年 4 月時点、国費・私費含めた全世界からの日本への留学生総数は 31 万 2 千人であ

る。出身地域別留学生の割合については、アジア地域からの留学生が 93.6%となっている。

出身国別留学生数では、モンゴルからの留学生は 11 番目に多い、3,124 人である。日本への

留学生数は、モンゴルで JDS 事業が開始された 2002 年頃から急増し、過去 15 年間で 3 倍

以上の増加を見せている43。

日本政府によるモンゴルに対する留学生事業は、主に 5 つの機関によって実施されてい

る。JDS と同様に、行政官を対象としたものは、文部科学省国費外国人留学制度のヤング・

リーダーズ・プログラム（YLP）、日本政府から国際機関への拠出金を通じた奨学金事業、

JICA の長期研修員の 3 つに大別される。表 13 は、これらの概要を整理したものである。

                                                       
43 JASSO「令和元年度度外国人留学生在籍状況調査結果」、2020 年
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表 13 我が国の留学制度

実施機関 事業名 趣旨等

文部科学省 国費外国人留学制

度

日本と諸外国との国際文化交流を図り、相互の友好親善を促進す

るとともに、諸外国の人材養成に資する。

日本学術振興会

（JSPS）

外国人研究者招へ

い事業

個々の外国人特別研究員の研究の進展を支援するとともに外国

人研究者との研究協力関係を通じた日本の学術研究の推進及び

国際化の進展を図る。

論文博士号取得希

望者に対する支援

事業

アジア・アフリカ諸国の優れた研究者が日本の大学において大学

院の課程によらず論文提出によって博士の学位を取得できるよう

に支援する。対象国の学術研究水準の向上と日本と対象国の学

術交流関係の発展を目的とする。

外務省 日本／世界銀行共

同大学院奨学金制

度（JJ/WBGSP）

欧米、日本等の開発関連分野の修士課程において学ぶ機会を途

上国の中間管理職の人々に対して提供する。25 年以上前より日

本政府の拠出金により運営されている。これまで 5,000 人以上が

受給、2 億ドル以上が日本政府から執行されている。開発途上国

の官民両方が対象。モンゴルからは 2019 年度までに 85 名の派

遣実績がある44。

日本 IMF アジア奨

学 金 プ ロ グ ラ ム

（JISPA）

日本政府の支援を受けて東京にある IMF アジア太平洋地域事務

所が運営する奨学金制度で、マクロ経済・金融政策立案・実施面で

の政府の能力強化に寄与するために、アジア・太平洋地域の若手

行政官の育成を目的として奨学金を供与する。提携する、一橋大

学、国際大学、政策研究大学院大学、及び東京大学の 4大学のい

ずれかの修士課程で学ぶ学生約 35 人に毎年奨学金が支給され

る。日本の大学（特に指定はない）の博士課程出願者にも少数だ

が奨学金が支給される。モンゴルからはモンゴル中央銀行や大蔵

省職員等の派遣実績を有する45。

アジア開発銀行・日

本奨学金プログラム

（ADBJSP）

ADB に加盟する開発途上国を対象に、アジア太平洋地域 10 カ国

にある 27 の指定の大学院で、開発関連分野で学位を取得する機

会を提供する。1988 年 4 月に設立され、日本政府の拠出額は 1
億ドルを超える。35の加盟国の合計 2,700人以上に奨学金を提供

してきた。毎年約 300 人に提供。モンゴルからは 2018 年までに

126 名が学位を取得し帰国している46。

JICA 長期研修員 開発途上国の JICA 事業のカウンターパートや相手国政府関係機

関の優秀な若手人材を 1 年以上受け入れ、総合的かつ高度な知

識・技術を習得させる技術協力事業。

円借款留学生事業 開発途上国の行政官、技術者、研究者等の育成・能力強化を行

い、ひいては相手国の開発課題の解決に寄与するため、留学生派

遣への支援を主眼とした円借款事業。数カ月の短期受入から学

士、修士、博士まで幅広く対応。

国際交流基金 日本研究フェローシ

ップ

海外における日本研究を振興するために、日本について研究する

学者・研究者・博士論文執筆者等に、日本での研究・調査活動を行

う機会を提供する。自然科学・医学・工学分野は対象外。期間は最

長 14 カ月まで。

                                                       
44 JJ/WBGSP Annual Report 2019
45 2016 JISPA review report
46 ADBJSP Annual Report 2018
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国費外国人留学生制度（文部科学省）

国費外国人留学制度は 1954 年に開始され、モンゴルからは 1974 年に締結された文化交

流取極に基づき、1976 年に最初の国費留学生を受け入れた。モンゴルでは全てのプログラ

ム47で国費留学生を派遣しており、2019 年度採用実績は 54 名である。そのうち、JDS と同

様に大学院課程を対象とする研究留学生は 11 名、YLP は 3 名を派遣している。

表 14 国費外国人留学制度における大学院課程を対象とするプログラム

プログラム名 研究留学生 ヤング・リーダーズ・プログラム

目的 日本と諸外国との国際文化交流を図り、相

互の友好親善を促進するとともに、諸外国の

人材養成に資する。日本の大学にまず研究

生として 1年半～2年間学び、当該期間に大

学院（修士・博士）の入学試験に合格すれ

ば、奨学金給付期間が延長される。日本語

能力のない者はそのうち半年間が予備教育

機関となる。

日本の外交戦略の一環として、アジア諸国等

の指導者として活躍が期待される若手行政官

等を、日本の特定の大学で教育し、知日派、

親日派エリートを育成する。対象は 1 年間の

修士課程。

設立年 1954 年 2001 年

募集分野 日本の大学院で受入可能な全ての分野 行政・地方行政（政策研究大学院大学）、医療

行政（名古屋大学）、ビジネス（一橋大学）、法

律（九州大学）

教授言語 日本語または英語

（積極的に日本語を学習しようと意欲のある

者）

英語

定員 なし なし

主 な 資 格 要

件

年齢：35歳未満

職務経験：不問（学部生も対象）

年齢：40 歳未満もしくは 35 歳未満（分野によ

る）

職務経験：関連分野で 3～5 年の実務経験

選考方法 在外公館による選考・推薦、日本の大学によ

る推薦

推薦機関での選考、受入大学による書類選

考、文部科学省 YLP 委員会による最終選考

卒業生の 進

路（例）

鉱業大臣、教育・文化・科学大臣、国会議

員、ウランバートル市戦略政策企画局長

元モンゴルエネルギー省長官、元モンゴル国

連大使等

表 15 モンゴルからの国費外国人留学生派遣者数の推移（プログラム別）

年度 2016 2017 2018 2019

研究留学生 12 名 12 名 12 名 11 名

YLP 1 名 2 名 3 名 3 名

出所：在モンゴル日本大使館ウェブサイト

                                                       
47 国費外国人留学制度は次の 6 プログラムで構成される。①研究留学生、②学部留学生、③高等専門学校

留学生、④専修学校留学生、⑤日本語・日本文化研修生、⑥教員研修留学生
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JICAの留学関連プロジェクト

モンゴルでは、表 16 の通り、日本への留学を含む、4 つの JICA 事業実施されている。「鉱

物資源セクター人材育成プロジェクト」と「資源の絆プログラム」は、主要産業である鉱業

分野を対象とし、JDS 同様に行政官を対象とした長期研修（修士課程への留学）を含む。ま

た、前者は日本での短期研修とモンゴルでのワークショップ、政策立案能力向上を目的とす

る共同調査・研究の実施が主体の技術協力プロジェクトであり、修士課程への留学は補完的

コンポーネントとなっている。後者は、モンゴルだけでなく、鉱業分野の人材育成ニーズが

ある戦略的に重要な資源国を対象としている。モンゴルからの長期研修員の受入目標人数

は、2013 年から 2023 年までの 10 年間で両事業合わせて 14 名としているが、既に 7 名が来

日し、2020 年 5 月時点で 4 名が学位を取得し帰国している。

「工学系高等教育支援事業」は、モンゴルの主要 2 大学（モンゴル科学技術大学・モンゴ

ル国立大学）の工学教育・研究の質・量の拡充を通じ、モンゴル産業界が必要とする工学系

人材を育成することを事業目的としている。事業実施機関は 2014 年から 2024 年までの 10
年間で、学位取得や研究を目的に高専、学部、大学院に学生や教員が派遣されている。

表 16 モンゴルを対象とした JICA の留学関連プロジェクト

事業名 鉱物資源セクター人

材育成プロジェクト

資源の絆プログラム 工学系高等教育支援

事業

SDGsグローバルリー

ダーコース

スキーム 技術協力プロジェクト 国別研修 有償資金協力 技術協力プロジェクト

目的 鉱床環境に配慮した

鉱山開発のための人

材育成

持続的鉱業開発を担

う途上国人材育成を

通じて人的ネットワー

クを強化

工学系高等教育機関

の機能強化を通じて

工学系産業人材を育

成

SDGs達成に向けた

開発協力を推進する

ための高度人材を育

成

対象 鉱業・重工業省等 鉱業・重工業省、中央

地質研究所、モンゴ

ル科学技術大、モン

ゴル国立大

モンゴル科学技術

大、モンゴル国立大

若手行政官、研究

者、企業出身者

研修形態 本邦短期研修、長期

研修（修士課程）、現

地ワークショップ

修士・博士課程での

研究に加え、政府機

関、企業等でのインタ

ーンを実施。指導教

員との海外調査推進

高専、学士、修士、博

士

修士、博士

人数 短期：10名/回×3回

長期：4名

目標人数：14名（実績

7名）※先プロジェクト

分を含む

目標人数：1,000名

（修士100名、博士60
名、高専200名、ツイ

ニング320名、ノンディ

グリー320名）

1名（モンゴル枠）

受入先 経済産業省・資源エ

ネルギー庁、独立行

政法人石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機

構、国際資源大学

校、秋田大

秋田大、東北大、早

稲田大、筑波大

長岡技術科学大、北

見工業大、名古屋工

業大、豊橋技術科学

大、京都工芸繊維

大、九州大、他多数

広島大学（2019年）

筑波大学（2020年）

※受入先は研究テー

マによって異なる
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民間の協力・交流状況

我が国とモンゴルの貿易額（2018 年）は、約 608 億円で、モンゴルから日本の輸入が約

36 億円、日本からモンゴルへの輸出が約 572 億円と大幅な輸出超過となっている。主要品

目は、モンゴルからの輸入が鉱物資源（石炭、蛍石）、繊維製品、一般機械、我が国からの

輸出が自動車、一般機械、建設・鉱山用機械である。我が国からの直接投資は、累計 752 百

万米ドルである。本邦企業の支店開設数は、支店 1 社、駐在出張所 56 社、現地法人化した

企業等数 448 社となっている48。

日本企業の投資・進出動向としては、1995 年に住友商事と KDDI がモンゴルニューコム

グループと合弁で「モビコム」を設立し、市場シェア 50%弱を占めるモンゴル最大の携帯電

話事業者となった。2016 年には、KDDI が出資比率を 50%越えに引き上げ、連結子会社化し

た。同社においては、2017 年より 1 期生の JDS 帰国留学生が最高法務・規制責任者に就任

している。また、2003 年には、当時の HS 証券（現在の澤田ホールディング株式会社）がハ

ーン銀行の株式 100%を取得し、現在モンゴル最大の資産を誇る商業銀行に成長している。

また、2018 年 12 月にオフナー・フレルスフ首相が日本を公式訪問した際には、日・モン

ゴル首脳会談の中で、安倍首相より、第 9 回官民合同協議会の成功に触れつつ、日モンゴル

経済連携協定（EPA）の着実な実施等を通じ、経済・ビジネス関係の強化に向けて連携した

い旨発言があった49。

他ドナーの援助動向

1990 年以前の留学先はソ連ほか社会主義国に限られていたが、近年は欧米に加えて、中

国やトルコ等新興国の奨学金事業が増えており、優秀な留学生獲得におけるドナー間の競

争が激化している。JDS と同様、モンゴルの行政官の育成を主な目的とする留学事業はオー

ストラリア政府と韓国国際協力団（KOICA）の奨学金事業である。中でも、オーストラリア

政府奨学金（Australia Awards Mongolia：AAM）の知名度が高く、公務員も対象として積極

的に留学生の獲得を行っている。AAM は帰国留学生が国会議員や大臣等の要職に昇進して

おり、また同窓会活動にも力を入れていることから、若手行政官を AAM への応募や帰国後

の同窓会活動に惹きつける要因となっている。さらに、AAM は民間セクターも対象として

おり、民間企業で活躍している帰国留学生も多数存在するため、同窓会ネットワークを活か

した官民連携は JDS にとっても参考になる。

また、民間セクターも含め、広く優秀な留学生を募集するものとしては、フルブライトや

チーブニングがある。ドイツは、DAAD の奨学金プログラムに加えて、ウランバートル市郊

外に「GermanMongolian Institute for Resources and Technology（GMIT）」を設立し、工学分野

の支援を行っている。モンゴルの公務員制度改革については、過去にカナダが支援した事例

がある。

                                                       
48 外務省「モ」国基礎データ
49 外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/mn/page6_000238.html



28

表 17 モンゴルにおける他ドナーの留学事業

事業名 対象 学位 分野 受入人数

オーストラリア政府奨

学金（AAM）

公務員・公募 修士、博士 公的セクター管理、経営・ビ

ジネス・商業、教育、工学・

鉱業・建設、環境・農業、保

健、情報・通信技術、社会・

文化・開発

30 名～45 名

（公務員 55%、公

募 45%）

KOICA 奨学金 公務員 修士

（多くが 1 年）

ガバナンス、農業開発、医

学、技術・環境・エネルギ

ー、教育

約 15～20 名

チーブニング奨学金 公募 修士（1年） 気候変動、デモクラシー、環

境保全、ガバナンス

約 10 名

フルブライト奨学金 公募 修士 教育・工学・インフラ・農業工

学・社会科学･環境科学・公

共保険・IT・公共政策

13 名～15 名

DAAD50 公募 修士、博士 MBA・経済学、開発マネジメ

ント、科学・技術・農業・環

境・医学・教育・法学指定・メ

ディア

不明

ロシア政府奨学金 公募 学士、修士、

博士、研修・

専門学校

教育・文化・科学・スポーツ

省による優先分野

60 名

中国政府奨学金 公募 学士、修士、

博士

指定なし 252 名（2019年）

トルコ政府奨学金 公募 学士、修士、

博士

応募者の学歴に基づいてシ

ステムが選択

（教授言語はトルコ語及び

英語）

約 60 名

韓国政府奨学金 公募 学士、修士、

博士

韓国歴史、外交、書誌、哲

学、国語、人類学、民俗学、

宗教学 、音楽学、芸術 歴

史 、 文 化 情報 学 ・ 人文 地

理、政治学、経済学、社会

学、教育、韓国文化・社会、

国際関係

7 名

オーストラリア政府奨学金（Australia Awards Mongolia：AAM）

AAM が開始されたのは 2013 年であるが、オーストラリア政府は 1993 年から様々な方法

で奨学金を提供してきた。AAM の前身となる「Development Awards and Australia Awards」は

2003 年に開始され、これまで 200 名以上がオーストラリアで大学院の学位（修士または博

士）を取得している。

                                                       
50 Der Deutsche Akademische Austauschdienst（ドイツ学術交流会）。ドイツの大学が共同で設置
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プログラム開始時は JDS 事業と同様に公的セクターのみを対象としていたが、2008 年か

ら民間企業や NGO 等の民間セクターも対象に加えている。地方在住者、言語・民族マイノ

リティ、障害者等も積極的に応募勧奨を行っており、年間合計 600 名程度の応募がある。特

に応募の多い分野は財政、経済、ガバナンスであり、逆に工学、科学の分野は応募者が少な

い状況にある。受入人数の設定は無く、毎年の予算によって変動するが、2018 年は 40 名、

2019 年は 28 名を受け入れた。公的セクターと民間セクターの割合は半々である。

AAM では、修士課程の場合、応募時に必要な英語スコアは IELTS6.0 に設定している。候

補者は、自己負担で英語スコアを取得し、応募時に必ず提出しなければならない。毎年 7 割

程度の応募者が要件を満たしているが、合格者に対しては 6 カ月間の英語研修の場も提供

されている。

AAM は 2013 年に同窓会ネットワーク戦略を打ち出し、同窓生の人脈形成や交流を促し

ている。同窓会活動の受益者は同窓生だけでなく、モンゴル政府、オーストラリア政府、同

窓生の所属組織、産業界、大学等に及ぶ。また、AAM が MongoliaAustralia Friendship Society
（the Mozzies）の活動に資金を援助している。現在、帰国留学生には議員が 4 名、大臣が 3
名（外務省、大蔵省、防衛省）、モンゴル銀行の副頭取がいる他、各省庁の局長、国立大学

の学長等にも数多くの帰国留学生がおり、産官学各方面で著しい活躍を見せている。

KOICA奨学金

世界 44 か国から応募を募っており、モンゴルにおける応募者は年間 50～60 名程で、毎

年 15～20 名を送り出している。対象は正規公務員のみで、サポート・サービス職の受入は

ない。修士課程の受入を英語プログラムで実施しており、主に 1 年半コースを提供してい

る。英語要件は大学毎に設定されているが、概ね TOEIC700 程度とされている。人気受入分

野は水質管理、環境であり、環境・観光省やその傘下実施機関から比較的多くの応募を受け

ている。

フルブライト奨学金

フルブライト奨学金の特徴は、一般公募の中からもっとも優秀な候補者を選抜すること

である。年齢制限、優先機関は設定せず、地方を含めた幅広い層から質の高い留学生の獲得

に努めている。モンゴル政府とアメリカ大使館による合同の運営委員会であるフルブライ

ト・コミッションが事業の運営、選考を行う。モンゴル政府とのコストシェアの形態を取っ

ている。フルブライトの卒業生も面接官として選考に加わる。人数は、毎年 13～15 名程度

を派遣している。英語要件は分野によって異なるが、TOEFL iBT8090（PBT550575）、
IELTS6.57.0 としている。

中国政府奨学金

モンゴル政府及び中国政府間教育協力計画に基づき、学位取得プログラムとして毎年 250
名程度を中国に派遣している。同奨学金プログラムは、一般公募制となっており、学士、修

士、博士プログラムにそれぞれ年齢上限が設けられている。研究分野は特に決められておら

ず、応募者が中国の 243 大学から希望のプログラムを選択することができる。
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中国教育部が出す「来華留学生情況統計」によると、モンゴルから中国への留学生は 2005
年に 1,956 名であったのが、2016 年には 8,508 名、2018 年度は 10,158 名と、2005 年度比で

5 倍以上に増加している51。中国は、貿易・投資面においてもモンゴルに対する影響力を増

しており、地政学的にも重要な位置を占めていることから、今後も人材育成分野での中国と

の結びつきは益々深まることが予想される。

対象機関の人材育成ニーズ及び人材層の状況

JDS の成果発現の前提条件となる、適格な人材の選出に向け、対象機関の人材育成ニーズ

や人材層の状況を把握するため、文献調査、アンケート調査及び聞き取り調査を実施した。

調査の概要

2020 年 1 月から 3 月にかけて、主要省庁・想定対象機関に対してアンケート及び聞き取

り調査を実施した（対象：38 省庁・機関）。国内における既存資料分析結果を踏まえて、2020
年 1～2 月にモンゴルにて現地調査を行い、主要対象機関を訪問して、人材育成ニーズや開

発課題を聞き取った。併せて、我が国への留学経験を持つ帰国留学生からも JDS に期待す

る付加価値プログラム等についての助言を得た。

調査のファインディング

開発課題及び人材育成ニーズ

対象機関へのアンケート及びヒアリングでは、共通する人材育成ニーズとして、各分野に

おける公共政策立案、法制度整備等が多く挙げられた。また、過去に JDS 開発課題と職務

内容の関連が薄かったことで応募を断念した職員がいたため、もう少し幅広い分野で受け

入れてほしいと回答する対象機関もあった。

次フェーズの JDS モンゴル援助重点分野である「健全なマクロ経済の運営とガバナンス

強化」においては、大蔵省より、現在 IMF によるプロジェクトが進められているマクロ経

済政策について、引き続きモンゴルの重要政策課題であるため、JDS の支援も必要であると

の見解が示された。また、2020 年の税法改正を受け、国税庁に新部署が設立されたため、

国際課税、公債管理、財産税、デジタル市場分野における、財政政策マネジメントの専門家

を育成したいとの言及があった。

もう一方の援助重点分野である「環境と調和した均衡ある経済成長の実現」においては、

環境・観光省、非常事態庁から、土壌・水質・大気汚染等に対する環境政策、防災政策につ

いてのニーズが挙げられた。また、建設・都市計画省からは、国際的なスタンダードに基づ

いた建設計画・評価ができる人材が不足しており、専門家を育成したいとの言及があった。

なお、アンケート調査及び聞き取り調査で確認した対象機関の優先分野と開発課題を表

18 にまとめた。

                                                       
51 統計には、学位取得を目的としないプログラム等も含まれる。
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表 18 主要対象機関の優先分野及び開発課題

組織名 人材育成が必要な分野

大蔵省 国際課税、鉱業分野における企業間契約、内部監査・モニタリン

グ、財政政策

法務・内務省 経済関連法、社会法（家族、ジェンダー）、麻薬・テロ対策法

教育・文化・科学・スポーツ省 政策立案、文化・芸術・スポーツ分野の専門家及びマネジメント、教

育分野のマネジメント

鉱業・重工業省 鉱業、製油、重工業（銅、鋼鉄の製造）、地質学、石油分野の法律

（契約）・経済

労働・社会保障省 社会保障分野の法律・経済、人口研究、政策立案

建設・都市開発省 測地学データ解析、排水処理計画・管理を含む都市計画、建設計

画、公共政策

道路・交通運輸省 鉄道、航空輸送、海運、道路（建設）、道路（管理）、物流、鉄道、複

合輸送、鉄道のメンテナンス等のエンジニア、新空港に関連した交

通・運輸管理

環境・観光省 大気汚染、環境に配慮した技術開発、環境保護

食料・農牧・軽工業省 軽工業、中小企業育成、政策立案

金融規制委員会 保険、金融、証券、人事（管理・監督）

関税庁 法律、経済、IT
国税庁 国際課税、公債管理、財産税、デジタル市場

非常事態庁 防災・災害マネジメント、公共政策、人事

国家開発庁 IT を基にした産業開発、データ解析・合成、貿易、FDI リンケージ

（企業間契約を結ぶ際の専門家）、ロジスティクス計画

モンゴル銀行 財政・経済、法律、IT、人事

他ドナーによる主要な奨学金プログラム

対象機関の多くが、JDS の他にもオーストラリア、他の日本奨学金プログラムやイギリス、

韓国等に職員を留学させている。各省からのヒアリング結果は以下の通り。圧倒的にオース

トラリアが多く、次いで韓国、アメリカ、イギリス等となっている。モンゴルにおいては、

公務員のみを対象とした奨学金事業がオーストラリア奨学金と KOICA（韓国）の 2 事業で

あることから、この 2 カ国に集中しているものと思われる。
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表 19 政府公務員の JDS 以外の留学先

回答した機関 JDS 以外の留学プログラム

外務省 ロシア、ルーマニア、トルコ

大蔵省 オーストラリア、韓国（KOICA）、中国、IMF、アメリカ（Fulbright）、ロ

シア

法務・内務省 オーストラリア、韓国（KOICA）

鉱業・重工業省 オーストラリア、アメリカ、カナダ

建設・都市開発省 韓国（KOICA）、中国（短期研修）、ドイツ（短期研修）

道路・交通運輸省 中国、韓国（KOICA、韓国運輸省傘下大学）、オーストラリア

食料・農牧・軽工業省 オーストラリア

関税庁 オーストラリア、ハンガリー、カザフスタン

国税庁 オーストラリア、韓国（KOICA）、オランダ

国家開発庁 アメリカ（Fulbright）
非常事態庁 ロシア、タイ、韓国

金融規制委員会 オーストラリア、韓国（KOICA）

モンゴル銀行 オーストラリア、韓国（KDI）、イギリス（Cheivening）、アメリカ等

JDSに対する要望

修学期間の設定

外務省からは、省内の人員不足のため、可能であれば 2 年間のプログラムよりも 1 年コ

ースを望む旨言及があった。しかしながら、通常 2 年間で習得する知識・経験を 1 年間に短

縮するためには、必要とされる学問的素養や英語力も高いため、応募者の英語力が課題とな

っているモンゴルで導入するためには、慎重な議論が必要である。また一方で、帰国留学生

からは 2 年間のプログラムだったからこそ学位取得のみならず日本について深く学ぶこと

ができ、ここで培われた経験は帰国後に必ず役立つとのコメントも聞かれる。これらの点か

ら、省庁側には 2 年間のプログラムの利点や、JDS による 2 年間の人材への投資に見合った

リターンが期待できる旨をアピールし、引き続き参加を呼び掛けていく必要がある。

対象機関枠の設定

外務省とウランバートル市役所からは、予め同機関の枠を設けてほしいとの要望があっ

た。モンゴルは、コンポーネント毎の対象機関も固定していない状況ではあるが、今後は、

外交的にメリットのある対象機関に対してのみ特別枠を設けるということも検討の余地が

あると考える。しかしながら、次フェーズより募集対象者を絞り正規公務員だけが応募可能

となった状況を鑑みると、一旦は応募者数も減ることが予測され、次フェーズは応募者数と

応募者の質を分析しながら、今後特別枠の制度がモンゴル JDS にとって有益であるかどう

か判断する必要がある。
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追加プログラムの要望

実践的な研修

大学院でのアカデミックなプログラムだけでなく、官庁や企業でのインターンシップ等

より実践的な研修を組み合わせることを希望する意見があった。日本留学経験者からは、技

術者であっても事務官であっても頭だけではなく手も動かしながら、知識をどのように具

体的に活用するかを学ぶための実践的な研修が必要というコメントが得られた。

英語研修

ヒアリングを行ったほぼ全ての対象機関から、海外留学の必要性は感じているものの、職

員の英語力不足により希望の人数を派遣することができない、JDS でも英語研修を実施して

ほしいとの声が聞かれた。その中で、英語研修を実施している機関として金融規制委員会か

ら状況を聞くことができた。世界銀行の財政経済支援プログラムの一環で英語研修を実施

しており、年間 50 名の職員が研修に参加しているとのことであった。人事担当者によると、

英語研修により職員の英語力は向上しており、海外留学に派遣する上で職員の英語力は問

題視していないとの意見であった。その他、モンゴル銀行においては、海外での短期研修が

頻繁にあり、業務上も英語が必要となる場面が多いため、職員の英語力は問題視していない

とのことであった。両機関ともに、例年 JDS の応募者数が多いことからも、応募者の英語

力を上げることが応募者の獲得につながることが想定される。

短期研修

海外研修として、学位取得プログラム以外には、短期研修を実施している対象機関が多く、

JDS でも短期研修実施を希望する声が聞かれた。短期研修の内容としては、より実践的な実

技を含む研修に対するニーズが高かった。JDS 基礎研究においても、JDS 事業への高付加価

値化への提言として短期研修の選択肢拡大が挙げられていたように、今後の検討の余地が

あると思われる。また、こうした短期研修の参加者が、日本での生活、文化そして研修の質

を高く評価し、JDS を応募する道筋も考えられる。過去に JICA の課題別研修や国別研修へ

参加した若手行政官のリストを活用し、潜在的候補者の獲得につなげることも一案である。

博士課程のニーズ

対象機関へのアンケート調査及び聞き取り調査によって、博士課程については一定のニ

ーズが確認できた。特に、モンゴル銀行においては、マクロ経済政策の立案に博士レベルの

専門的な知識が必要であり、博士号の取得は上位役職者にとっては昇進への加点になると

のことであった。現在モンゴル銀行は、最も多くの JDS 帰国留学生が所属する対象機関で

あり、今後優秀な JDS 帰国留学生が博士課程に応募することが期待される。公務員の昇進

制度においては、博士号の取得が具体的な昇進につながる要素とはなってはいないが、評価

の対象要素にはなり得ると回答した省庁も多くあった。モンゴル JDS における博士課程は

ようやく 2020 年 3 月末に 1 期生が卒業したことから、帰国留学生のキャリアの変化や活躍

ぶりから、成果についての確認を行うことが重要である。
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JDS事業の内容

JDS事業の概要

JDS は、我が国政府の「留学生受入 10 万人計画」の一環で、開発途上国の社会・経済開

発政策の立案や実施において、中核的役割を果たす人材の育成を目的として 1999 年度に新

設された無償資金協力による留学生受入事業である。個人の留学支援を目的とした留学制

度とは異なり、対象国が JDS の日本側関係機関と協議の上決定する援助重点分野（サブプ

ログラム）に携わる人材の育成に主眼が置かれている。

本準備調査では、上述した JDS の趣旨や特徴を念頭に置きつつ、対象国の国家開発計画

や我が国の対モンゴル国別援助方針に基づき設定されたサブプログラムにおける人材育成

ニーズ及び想定される対象機関における候補者の有無等の調査を行い、その結果に基づき 4
期分を 1 つのパッケージとした JDS の事業規模と、各サブプログラムの事業計画（サブプ

ログラム基本計画）の策定を行うものである。

プロジェクトの基本設計

2020 年 1 月～2 月にかけて実施された現地調査において、下表の通りモンゴル JDS の援

助重点分野、開発課題及び想定される研究テーマが決定された。なお、本枠組みは修士課程

対象であるが、博士課程についても、全か国共通の JDS 博士課程運用方針により、原則各

国の JDS 受入案件計画における対象開発課題に研究テーマが合致することと定められてい

る。
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表 20 モンゴル JDS の枠組み（2021 年度～2024 年度受入）

JDS 援助重点分野

（サブプログラム）

JDS 開発課題

（コンポーネント）
想定される研究テーマ

人

数

1.健全なマクロ経済

の運営とガバナンス

強化

11 公共

財政管理の

向上

111公共財政管

理

持続可能な開発政策、開発経済、マクロ経済計

画、公共財政管理、公共投資政策、内部監査、

国際課税、公債管理、固定資産税

2

112公共政策 社会福祉行政、社会保障行政、保健政策、地方

開発、地域振興、人口政策/都市分散化政策、

租税管理、国際教育、人材育成、eガバナン

ス、公共調達政策

2

12 活力あ

る市場経済

の推進

121 金融政策・

資本市場政策

金融政策、資本市場政策、株式・債券市場活性

化、外国直接投資政策、デジタル市場政策管理

2

122 ビジネス・

経済関連法整備

ビジネス・経済関連法整備、国際企業間の契約

交渉、調停・紛争管理、官民連携法、競争法、

国際金融法規制

1

2.環境と調和した均

衡ある経済成長の実

現

21 企業経営・産業政策 産業政策、農業政策、企業経営、中小企業振

興、地域産業振興、SDGsモニタリング

4

22 成長を支える質の高いイン

フラの整備

都市政策、都市・地域計画、交通計画、官民連

携、都市開発事業管理、測地データ分析、廃水

処理計画管理、物流管理システム、複合輸送

2

23 環境に優しい安全な都市の

開発

都市環境政策、環境アセスメント、環境工学、防

災、国際環境法

2

受入人数

本準備調査開始前に我が国外務省と JICA が調整を行った結果、JDS 事業の継続実施にあ

たり、モンゴルの所得水準や人口規模等を他の JDS 実施国等と比較し、次フェーズの受入

人数については、修士課程を最大 20 名から 15 名に、博士課程を最大 2 名から 1 名に変更

することとなった。

人数の変更については、2019 年 8 月に JICA より運営委員会へ説明がなされ、合意形成済

みであったため、本準備調査では変更を再確認した。なお、博士課程についても、対象機関、

JDS 帰国留学生の聞き取りにおいて一定のニーズが確認された。

コンポーネント、研究テーマ

サブプログラム「1.健全なマクロ経済の運営とガバナンス強化」については、対象機関か

ら要望の多かった「公共政策」を「11 公共財政管理の向上」のサブコンポーネントとして

設置した。また、「12 活力ある市場経済の推進」については、対象機関から要望のあった法

整備分野をサブコンポーネントとして設置すると同時に、応募者にとって開発課題が分か

りやすく伝わるよう、これらのサブコンポーネント名を「金融政策・資本市場政策」及び「ビ

ジネス・経済関連法整備」とした。各サブコンポーネントの狙いは以下の通り。

 「公共財政管理」：政府の財政管理能力強化を狙う
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 「公共政策」：幅広い複数省庁にとってニーズのある公共財政に関する専門性の強化

を目指す

 「金融政策・資本市場政策」「ビジネス・経済関連法整備」：市場経済の推進・環境整

備を担う人材を育成する

モンゴルの経済・産業構造が非常に脆弱である状況や金融・銀行セクター改革が喫緊の課

題である状況を踏まえると、本分野は引き続き政府職員の専門性の強化が必要である。

サブプログラム「2.環境と調和した均衡ある経済成長の実現」については、複数省庁から

の応募が見込まれる開発課題「21 企業経営・産業政策」に多めの 4 名を設定した。一方、

比較的対象機関が限定される「22 成長を支える質の高いインフラの整備」（都市・地域開発

計画や既存の JICA 事業とも関連性の高い分野（空港運営等）の人材育成等を想定）、「23 環

境に優しい安全な都市の開発」（人口が集中するウランバートル市の環境問題改善のための

能力強化等を想定）については各 2 名ずつ設定することとした。

対象機関

これまでは全公務員を対象としていたが、中央省庁における中核人材の育成という JDS
の目的を踏まえ、次フェーズより正規公務員（特別職及び行政職）に対象を絞ることで合意

した。モンゴル銀行及びモンゴル開発銀行職員については、公務員では無いものの、公共財

政管理や、金融政策・資本市場政策等の課題解決に対して直接的貢献が期待できることから

引き続き対象とした。なお、民間枠については、同じく JDS 本来の目的を鑑み、限られた人

数でより効果の高い事業にすべく、廃止することとした。

 モンゴルは帰国後に公務員として復職できない留学生が一定数いることが課題であるが、

正規公務員については、新公務員法により留学期間中の臨時職員の雇用が認められている

等復職しやすい環境であり、また、復職問題に対する運営委員会のより積極的な関与が可能

であることから復職対策への効果も期待できる。

各コンポーネントの対象機関については、省庁再編が頻繁にあり、公務員の雇用流動性が

大きいモンゴルの事情を鑑み、現行フェーズ同様に全対象機関から応募可能とし、その中で

応募を積極的に推奨する主要対象機関を設定することで合意した。想定される主要対象機

関は下表の通り。なお、フェーズ途中で主要対象機関の追加、削減が必要な場合は、運営委

員会にて協議することも併せて確認した。
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表 21 想定される主要対象機関

JDS 援助重点分野

（サブプログラム）

JDS 開発課題

（コンポーネント）
主要対象機関

1.健全なマクロ経済

の運営とガバナンス

強化

11 公共

財政管理の

向上

111公共財政管理 大蔵省、関税庁、国税庁、国家開発

庁、会計監査院、内閣官房、教育・

文化・科学・スポーツ省112公共政策

12 活力あ

る市場経済

の推進

121金融政策・資本市場政策 外務省、金融規制委員会、モンゴル

銀行、法務・内務省、公正競争・消費

者庁、内閣官房、国家開発庁
122ビジネス・経済関連法整備

2.環境と調和した均

衡ある経済成長の実

現

21 企業経営・産業政策 食糧・農牧業・軽工業省、鉱業・重工

業省、国家開発庁

22 成長を支える質の高いインフラの整備 建設・都市計画省、道路・運輸開発

省、国家開発庁

23 環境に優しい安全な都市の開発 自然環境・観光省、建設・都市計画

省、非常事態庁

受入大学

本準備調査に先立ち、JICA はこれまで JDS 留学生の受入実績のある大学及び新たに受入

を希望する大学に対して、モンゴル JDS における想定対象分野／開発課題を提示し、各大

学より受入を希望する国・課題に関して受入提案書の提出を募った。その結果、20 大学 24
研究科から計 43 件の提案書が提出された。

各大学から提出された受入提案書の内容やこれまでの JDS 留学生を含む留学生の受入実

績等の項目について、JICA において評価要領に基づき受入提案書を評価した。その後、本

準備調査の現地協議において、各コンポーネントに対して提案のあった本邦大学の中から

日本側の評価による上位大学をモンゴル政府側に提示し、各大学の特徴等について説明し

た。協議の結果、下表の通り、受入大学及び受入人数枠で合意した。
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表 22 モンゴル JDS の受入大学

JDS 援助重点分野

（サブプログラム）

JDS 開発課題

（コンポーネント）
受入大学 人数

1.健全なマクロ経済

の運営とガバナンス

強化

11 公共財政管

理の向上

111公共財政管理 埼玉大学大学院

人文社会科学研究科

2

112公共政策 明治大学専門職大学院

ガバナンス研究科

2

12 活力ある市

場経済の推進

121 金融政策・資本市場

政策

国際大学大学院

国際関係学研究科

2

122 ビジネス・経済関連

法整備

九州大学大学院

法学研究院

1

2.環境と調和した均

衡ある経済成長の実

現

21 企業経営・産業政策 国際大学大学院

国際経営学研究科

2

広島大学大学院

人間社会科学研究科

2

22 成長を支える質の高いインフラの整備 長岡技術科学大学大学院

工学研究科

2

23 環境に優しい安全な都市の開発 筑波大学大学院

理工情報生命学術院

2

JDSの実施体制

運営委員会メンバー

モンゴルでは他の JDS対象国に比べて公務員現職率が低く（2016年度受入までで 64.7%）、

帰国後に所属先から復職を拒否される事例52も発生していたことから、現行フェーズより、

復職に一定の役割を果たすことが期待される公務員委員会を新たに運営委員会メンバーと

して迎えた。さらに、2018 年には、JICA と公務員委員会で復職対策の強化に向けた覚書を

締結した経緯がある。

本準備調査において、その成果についてレビューを行ったが、公務員委員会所属の運営委

員会メンバーは、同委員会における 5 名の常任委員のうちの 1 名という上位職者であり、

多忙でもあることから、復職にかかるレター発出等の運営委員会で決定された対応がなさ

れなかった経緯があり、調査団より改善を申し入れた。その結果、次フェーズからは、運営

委員会メンバーとしてよりコミットできる人材を同委員会からアポイントすることで合意

を得た。

                                                       
52 帰国後に所属先から復職を拒否された事例は、2016 年 3 件、2017 年 3 件（内 1 件は組織改編により元

の所属先が無くなったことによる）、2018 年 1 件であった。
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また、2019 年に施行された新公務員法において、内閣官房が公務員委員会とともに、公

務員人材育成・能力強化に取り組むことが明記され、今後内閣官房の中に「公務員人材マネ

ジメント局」が設立予定であることが明らかとなったことから、日本側より内閣官房の運営

委員会メンバー入りを提案し、現運営委員会メンバーからの合意を得た。なお、内閣官房は、

オーストラリア奨学金事業においてもカウンターパートとなっている。

しかしながら、内閣官房における新たな部署の局長や設立時期は未定であり、本準備調査

期間内に運営委員会メンバーへの加入について、合意を取り付けるまでは至らなかった。よ

って、第一回運営委員会までに合意を取り付けるとともに、公務員委員会との復職対策にお

ける業務所掌分担等効果的な運営のためのさらなる協議が必要である。

さらに、モンゴル側より、復職対策について、より有効な手段を取り得るのは公務員委員

会であり、議長は公務員委員会が務めることが適切ではないかとの提案もあった。日本側よ

り、議長は原則、実施機関が行うことになっており、事業の実施促進のためには事務的な業

務が多いことも勘案し、議長は教育・文化・科学・スポーツ省と公務員委員会が共同で務め

ることも提案した。議論の結果、最終的には引き続き教育・文化・科学・スポーツ省が議長

を務めることとなった。

また、前フェーズまで大蔵省の運営委員を務めていた開発金融局長は、多忙によりこれま

でほとんど運営委員会に出席できず毎回代理を立てていたが、次フェーズからは、大蔵省内

の人材育成を担当する行政局長をアポイントすることで合意が得られた。同行政局長は

2018 年に実施されたモニタリングミッションで訪日しており JDS 事業に対する理解も深く、

現在も同省への復職に対する協力が得られていることから、適任であると思われる。日本側

については、現フェーズにおいて民間枠の審査過程で助言を得ていたモンゴル・日本人材開

発センターに関し、次フェーズより民間枠の廃止が決定されたことを受け、同センターを当

該メンバーから外すことで運営委員会より了承を得た。

表 23 モンゴル JDS 運営委員会メンバー

国 役割 委員

モンゴル側

議長 教育・文化・科学・スポーツ省対外関係局長

委員 大蔵省行政局長

委員 公務員委員会（役職未定）

委員 内閣官房（役職未定）

日本側
副議長 在モンゴル日本国大使館公使参事官

委員 JICA モンゴル事務所長

運営委員会の役割

モンゴルでは応募の際に各運営委員による各省・ネットワークへの働きかけ、来日前の大

使表敬、留学生帰国前の各省への帰国通知レターの発出等、各所での協力が行われている。

これまでの運営委員会においても形骸化することなく、より良い事業運営・応募者の獲得・

選出について協議が行われていることから、次フェーズにおいても引き続き協力が得られ

ることが望まれる。
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今後は、募集方針や最終候補者の選定だけでなく、優秀な候補者の確保について、これ

まで以上に各政府機関、とりわけ中央省庁に対して働きかけるための協力が期待される。

また、フォローアップについても、帰国留学生がより一層活躍できるような環境整備に向

けた取り組みのためには、運営委員会の積極的な関与・協力が必須である。さらに、モン

ゴルJDSの課題である帰国留学生の復職について、公務員委員会と内閣官房が連携し、こ

れまで以上に各省庁に対して働きかけることが期待されている。

表 24 運営委員会の役割

役割 詳細

募集選考方針の決定

モンゴルの国家開発計画と日本の援助方針に基づき、各年度の募集活動の基本方

針（優先開発課題、主要対象機関、応募勧奨方法等）を決定する。

JDS 運営ガイドラインに基づき、モンゴル JDS の選考方針を決定する。

候補者の面接
第三次選考（総合面接）において面接官として候補者を評価する。運営委員会にお

ける最終候補者の決定を行う。

最終候補者の承認 選考プロセスを経て選ばれた最終候補者を運営委員会で承認する。

帰国留学生の有効活

用の促進及びフォロー

アップ

留学生の帰国時に所属組織への復職を側面支援する。

プロジェクト効果発現を目指して帰国留学生の活用策を検討し、フォローアップを行

う。

その他、JDS の監督

留学生の突発時に対処方針を決定し、必要な措置を講ずる。

壮行会や帰国報告会等の各種イベントに出席し、事業成果の発言に向けた助言を

行う。

その他、JDS 事業運営上必要な事項について対応し、意志決定を行う。

サブプログラム基本計画

2020 年 2 月の現地調査で合意した枠組みの下、JDS 重点分野（サブプログラム）別に基

本計画案を作成した。同基本計画は、案件目標や評価指標だけでなく、それぞれの JDS 重

点分野で、モンゴルの開発政策における JDS の位置づけ、日本の援助方針と実績、受入大

学の活動等をまとめた指針である。4 期分の留学生の受入を 1 つのパッケージ（フェーズ）

として策定する。同計画に基づいて 6 年にわたり同一のサブプログラム／コンポーネント、

対象機関及び受入大学の下で留学生を派遣することにより、中核的人材の政策立案・事業管

理等の能力が向上し、ひいては対象機関の政策立案等の能力を向上させることを目的とし

ている。応募資格要件の詳細は、第一回運営委員会で協議して決定するが、想定される資格

要件は下表の通りである。
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表 25 モンゴル JDS 修士課程応募資格要件（案）

項目 要件

国籍 モンゴル国籍

年齢 25 歳以上 40 歳未満（来日年度 4 月 1日現在）

学歴 学士号を有すること

職業 正規公務員（特別職及び行政職）、モンゴル銀行及びモンゴル開発銀行職員

職務経験 募集締切時点で、2年以上の実務経験を有すること

語学力 日本の大学院で修士号を取得するために十分な英語力を有する者（TOEFL iBT 61 (ITP 500) / 
IELTS 5.5 以上が望ましい。）

その他 既に海外政府による奨学金を受給し、留学の結果、「修士号」を取得していない者、また、現在

他の奨学金を受給していない者あるいは受給予定でない者

本事業の目的を正しく理解し、学業の修了後、母国の発展と日本との友好関係の構築に貢献す

る明確な意思を有する者

軍に奉職していない者

心身ともに健康である者

博士課程の受入方針

現フェーズにおいて JDS 帰国留学生の博士課程のニーズが確認できたことから、次フェ

ーズにおいても、以下の目的、基本方針を基に、募集選考の方法を第一回運営委員会で決定

することとする。

(1) 目的

博士枠設置の目的としては、対象国の開発課題に対し、特に高度な知識と研究実績に基づ

き、大局的な意思決定・政策判断ができることに加え、グローバルな視野及び人材ネットワ

ークの構築を通じて、対象国の代表として国際的な議論をもリードし、国内外に影響力を発

揮できる人材の育成である。併せて、博士課程まで一貫した日本との関係構築・深化を通じ、

対象国における真の知日派リーダー育成を目的とする。

(2) 基本方針

事業が実施されてからの 2 年目の秋入学とし、人数は修士枠と別に 1 枠を設定する。ま

た博士枠は充足目標とせず、適格な人材が出た場合のみ適用する。

(3) 受入形態・待遇

支援期間は原則 3 年間を上限とする53。また滞日中の奨学金は国費留学生の博士課程研究

留学生に準じる。

(4) 募集選考方法

通常の修士枠と別に募集選考を行い、JDS 運営委員会で決定する。応募者本人が所属先と

受入大学側の事前了解（と指導計画・推薦状等必要書類）を取り付けた上、応募書類一式（研

                                                       
53 博士号取得見込みが高いと判断される場合に限り、6 カ月上限での延長も可能としている。
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究計画含む）を揃えて応募する。

選考について、対象国 JDS 運営委員会側で選考を行う。応募者が受入枠の 3 倍を超えた

場合は、運営委員による書類審査を実施する。その後、運営委員会による面接を行い、最終

候補者を決定する。

なお、JDS 博士課程は、修士課程と異なり、最終候補者は JDS による選考終了後に各応募

大学へ出願し入学試験を受ける必要がある。入学試験で不合格となった場合は、JDS で留学

する権利は取り消されることから、必ずしも毎年 1 名が留学できるわけではない。

表 26 モンゴル JDS 博士課程応募資格要件（案）

項目 要件

国籍 モンゴル国籍

年齢 45 歳以下（来日年度 4 月 1日時点）

学歴 JDS 帰国留学生もしくは日本で修士号を取得した者

職業 正規公務員（特別職及び行政職）、モンゴル銀行及びモンゴル開発銀行職員

職務経験 日本で修士号を取得後、モンゴルの国家機関で 2 年以上の実務経験を有すること

その他 受入大学から内諾（指導予定教員から推薦状）を得ていること

所属組織から留学許可を得ていること

査読付き論文を 1本以上発表していること

JDS事業の概要事業費

JDS を実施する場合に必要となる事業費総額は、2.47 億円となり、日本とモンゴルとの負

担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（3）に示す積算条件によれば、次の通りと見積も

られる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。
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日本側負担経費

（注）上記の概算事業費は、E/N 上の供与限度額を示すものではない。

（単位；千円）

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、他）
留学生国内経費
（来日時・帰国時にかかる移動経費、宿泊経費）

643

現地活動経費(旅費、現地傭人費、事務所借上費、他）
募集選考支援経費
留学生保険加入費
来日後ブリーフィング/オリエンテーション経費
大学会議経費

16,183

直接人件費
管理費

17,026

33,852

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、他）
留学生国内経費
（来日時・帰国時にかかる移動経費、宿泊経費）
特別プログラム経費

56,462

現地活動経費(旅費、現地傭人費、事務所借上費、他）

事前研修経費
留学生用資材費
留学生保険加入費
来日後ブリーフィング/オリエンテーション経費
モニタリング経費
受入付帯経費（突発対応）

9,208

直接人件費
管理費

19,012

84,682

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、他）
特別プログラム経費

57,589

運営委員訪日ミッション経費
モニタリング経費
受入付帯経費（突発対応）

2,727

直接人件費
管理費

18,013

78,329

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、他）
留学生国内経費
（来日時・帰国時にかかる移動経費、宿泊経費）
特別プログラム経費

31,451

現地活動経費(旅費、現地傭人費、事務所借上費、他）
モニタリング経費
受入付帯経費（突発対応）

帰国プログラム(本邦）経費
帰国プログラム（現地）経費

1,689

直接人件費
管理費

11,680

44,820

大学直接経費（入学金、授業料、他）
留学生受入直接経費
（航空運賃、支度料、奨学金、他）
留学生国内経費
（来日時・帰国時にかかる移動経費、宿泊経費）

特別プログラム経費

2,162

現地活動経費(旅費、現地傭人費、事務所借上費、他）
モニタリング経費
受入付帯経費（突発対応）
帰国プログラム(本邦）経費
帰国プログラム（現地）経費

345

直接人件費
管理費

2,911

5,418

事業費　総額 247,101合計

2022年度
Term-3

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2022年　事業費　計

2023年度
Term-4

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2023年　事業費　計

2024年度
Term-5

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2024年　事業費　計

2020年度
Term-1

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2020年　事業費　計

2021年度
Term-2

実施経費

役務経費

実施代理機関人件費

2021年　事業費　計

2020年度　モンゴル国　人材育成奨学計画（5ヵ年国債）

　　概略総事業費　約 247.1百万円　　

年度 費目 概略事業費
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モンゴル側負担経費

なし54

積算条件

 積算時点 ：2020 年 3 月

 為替交換レート ：1US$ ＝110.17 円、1MNT（現地通貨）＝0.040 円

 業務実施期間 ：事業実施期間は、実施工程に示した通り。

 その他 ：日本国政府の無償資金協力の制度に沿って積算を行った。

相手国側負担事業の概要

JDS 留学生の募集・選考期間は、教育・文化・科学・スポーツ省が運営委員会議長として、

JDS の計画・実施・管理・監督を行う主導的役割を担い、大蔵省、公務員委員会、内閣官房

が募集要項の配布促進等を通じて応募勧奨に協力し、対象機関に対して、JDS への協力の働

きかけを行う。

JDS 留学生の留学期間中は、モンゴル政府は実施代理機関を通じて留学生に対し定期的に

モニタリングを実施し、JICA に報告を行う。また、実施代理機関から提出される定期報告

書により、JDS の事業進捗や懸案事項等について確認し、必要に応じて他の運営委員会メン

バーと協力して適切な措置を講じる他、JDS 留学生が学位論文を作成する上で必要なデータ

の収集支援等を行う。

JDS 留学生の帰国後は、帰国留学生が母国の開発課題の解決に向けた取り組みに貢献する

こと及び人的ネットワーク構築が JDS の主目的のひとつであることに鑑み、モンゴル政府

は留学生の帰国後に帰国報告会を開催して留学成果を把握するとともに、その後の動向調

査や我が国との学術、文化交流・協力の促進等について必要な措置を行うこととする。また、

運営委員会は、留学生の帰国にあたり、留学前と同じ職務もしくは JDS 留学経験を活かし

て行政府等の中枢で活躍できるような職務が与えられるよう関係省庁へ働きかけ、事業効

果発現を促す。

JDS事業のスケジュール

本準備調査の結果、我が国外務省及び JICA が 2020 年度以降の JDS 事業実施を正式に決

定した場合、向こう 4 期の事業については下図に示されたスケジュールに基づく実施が想

定される。具体的には、年度毎に E/N（交換公文）及び G/A（贈与契約）の締結後、JICA が、

準備調査を受託したコンサルタントを実施代理機関としてモンゴル政府に推薦し、当該コ

ンサルタントが JDS 事業におけるモンゴル政府との契約を締結した上で、モンゴル政府に

代わり事業の実施を担うこととなる。

                                                       
54 無償資金協力に係る銀行手数料等は負担。
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図 6 実施工程

募集・選考方法

募集方法

募集ツール

募集ツールとして、募集ウェブサイト、募集パンフレット、ポスター及びリーフレットを

作成するとともに、各運営委員や対象機関の人事部局からの協力を得て、SNS やブログ、各

機関からのウェブでのプレスリリースでの発信、新聞広告等も活用する。

また、応募要項、応募書類、広報資料（ポスター、フライヤー、ウェブサイト等）は、必

要情報に加えて「応募書類作成のアドバイス」を載せる等、応募者のニーズに沿った情報を

盛り込み、ツールが省内、また潜在的応募者の手元で活用されるよう工夫する。その他、政

府機関で活躍する帰国留学生等のコメントを入れ、JDS による留学のメリットを示してい

く。

募集方法

運営委員会を通じて、各行政機関に募集パンフレット、ポスター及びリーフレットを配布

する。また、各省庁・政府機関を訪問しての応募勧奨や、首都及び地方数か所での募集説明

会を実施することを検討する。募集説明会においては、JDS 帰国留学生による研究計画の書

き方指導の場を設け、候補者の研究計画が大学院における研究にふさわしい内容になるよ

う支援する。募集説明会の開催場所及び回数は、運営委員会で別途決定する。JICA の他の

プログラムとも連携する等効率的かつ効果的な実施がなされることが望ましい。

準備調査

第1期（修士） 募集選考 来日 帰国

第2期（修士） 募集選考 来日 帰国

第3期（修士） 募集選考 来日 帰国

第4期（修士） 募集選考 来日 帰国

第1期（博士） 募集選考　　　　　来日 帰国

第2期（博士） 募集選考　　　　　来日 帰国

第3期（博士） 募集選考　　　　　来日 帰国

第4期（博士） 募集選考　　　　　来日 帰国

2027年度2025年度 2026年度2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
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モンゴルでは、Facebook の利用者が多く、Facebook を使った広報活動が効果的であるこ

とから、昨年度より JDS Mongolia の公式ページを開設した。JDS 事務所への問い合わせや

説明会への参加も Facebook から情報を得た候補者が多く見られ、その効果が表れているこ

とから、引き続き Facebook を使った広報活動に注力していく。

また、JDS モンゴル同窓会（JDSM）、JUGAMO、JICA 帰国研修員、省庁配属の JICA 専門

家等のネットワークも活用し、より多くの潜在的応募者へ募集情報を発信する。また、次フ

ェーズからは、省庁配属の JICA 専門家と連携して人材情報を収集し、省庁別説明会を実施

する等、より効率良く優秀な若手人材を確保するための方策も検討する。日本側関係者の協

力を得、日本留学についてのイメージを高めてもらうことで、実際の応募につながる可能性

は高くなると考えられる。

選考方法

選考は、受入大学による書類選考、受入大学による専門面接及び運営員会による総合面接

の 3 段階で実施する。選考にあたっては、ガイドラインを策定し、本事業の趣旨に沿った候

補者を選定するものとする。

また、モンゴル JDS は、これまで応募の際に第二志望の大学を選択させる方式はとって

いないが、同一コンポーネント内に複数の受入大学が配置されている場合、より優秀な候補

者を優先的に合格させるという観点から、候補者に第二志望の大学も選択させる案も検討

したい。

また、モンゴル JDS は、候補者の英語力の低さが課題となっていることから、その対策

として次フェーズより書類選考通過者を対象に 81 時間の英語研修を実施する。選考過程で

英語研修を実施することで、候補者の専門面接対策にもなると共に、今まで英語力不足によ

り JDS への応募を断念していた優秀な候補者の獲得につながることが期待される。

来日前オリエンテーション、来日後研修、付加価値提供活動

来日前オリエンテーション及び来日後研修

JDS を通じた知日家・親日家の育成のためには、背景知識として、我が国の社会や開発経

験につき理解することが求められる。また、他国 JDS 帰国留学生に対して行った、来日前・

来日後のオリエンテーションに関するアンケートにおいて、日本語研修、日本の社会や文化

についての講義について有用であったと回答した帰国留学生が半数以上を占めた。ついて

は、①我が国の社会や開発経験、モンゴルに対する援助方針等の基礎知識の会得、②JDS 留

学生としての自覚を持つためのプログラム（JICA 理事長への要人表敬等）、③日本で円滑に

留学生活を開始することを目的とするオリエンテーション、④日本文化・日本語に関するプ

ログラムの 4 点を念頭に実施する。
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来日前の現地事前オリエンテーションでは、引き続き、JICA 事務所による我が国の開発

経験、モンゴルに対する援助方針及び実施中のプロジェクトについての説明を依頼する。こ

の他、日本渡航にあたっての準備や手続き、日本社会や文化の紹介、JDS プログラムの説明

を行う。さらに、次フェーズより来日前に 70 時間程度の日本語研修を実施する。

来日後には、本事業の趣旨・目的、JDS 留学生に期待される役割、他案件との連携の可能

性等を伝え、JDS 留学生の参加意識・モチベーションの向上を図る。また、リーダーシップ

研修を取り入れ、アクティブなグループワークを通じて、リーダーとしての自覚を促し、自

身にリーダーとして必要な素養について学ぶ機会を持つ。

日本の政治・経済や社会・文化についての基礎知識については、大学教員に依頼して講義

形式で実施する。

加えて、滞日中の規則や手続き、生活情報の提供を行う。特に、滞日中の安全管理に関し

ては、地震・津波・台風・大雪等の自然災害、さらに犯罪や交通ルールについて説明し、安

心安全に日本での生活を送るための心得や備えを伝える。防災訓練施設を用いた体験型訓

練も実施する。

来日後にも日本語研修を少なくとも 35 時間程度実施し、来日前日本語研修に引き続き、

日本での必要な会話能力を習得するとともに、体験型学習を通じて、日本の文化や生活習慣、

社会マナーの理解を促進し、実生活で役立つコミュニケーションのノウハウを教授する。

その他、慣れない生活環境の中でカルチャーショックを克服し、異文化理解を進めるため

のワークショップ、先輩留学生の経験談を聞く場を設け、JDS 留学生が円滑に日本に適応で

きるよう機会提供を行う。

2020年に発生した新型コロナウイルス感染症の影響について、来年度から受入開始とな

る次フェーズの JDS 留学生に対する来日前オリエンテーションや来日後研修の影響を予測

することは難しいが、アフターコロナの社会的変化を見据えて、感染予防に留意しつつも研

修内容の質と量を落とすことなく実施することが求められる。実施方法として、動画コンテ

ンツの活用やオンラインでのオリエンテーションも検討したい。

付加価値提供活動内容

JDS の事業目的にあるように、JDS 留学生は帰国後に中核人材として同国の開発課題の解

決に寄与し、また日本のよき理解者として両国友好関係の拡大と強化に貢献することが求

められている。大学院での教育による学位の取得のみならず、事業付加価値を高めるプログ

ラムを提供することにより、事業目的の達成に貢献するとともに、JDS 各国において他ドナ

ーから類似事業が提供される中、JDS の魅力や他事業に対する比較優位性も向上させること

が可能となる。
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このため、各受入大学での質の高い教育・研究を根幹として、来日前後のオリエンテーシ

ョン、大学から提供される特別プログラム、中間研修等既存プログラムの質の向上の他、滞

日中のネットワーキングや JICA 等でのインターンシップ等、留学生にとって有用な機会が

より多く提供されることが望ましい。

JDS の帰国留学生へのアンケート結果によれば、滞日中のプログラムとして、日本の省庁

でのインターン、日本人行政官とのネットワーキング等の要望が高かった。実施代理機関が

行う行政官とのネットワーキングイベント、外務省や JICA での個別インターンシップ等、

既に実施されつつあるが、これらの試みが事業として継続され、一層促進され発展していく

ことが望ましい。

この他、地域社会との交流イベントも留学生にとって関心が高い。実施代理機関が JDS 留

学生の帰国前に行うアンケートにおいて、日本語とともに、日本人と交流する機会をより多

く持ちたかったとの声が挙げられることも多い。地域の国際交流団体との連携によるイベ

ントの実施やホームステイ等、地域社会・日本人と交流する機会の提供により、日本社会を

より深く経験することにつながり、親日家・知日家の育成にも貢献できる。

2019 年度に実施した JDS 基礎研究においても、JDS が今後も価値の高い奨学金プログラ

ムとして認知され続けるために、付加価値化、ブランド化の手段として以下の通り提言がな

されている。上述の通り既に実施されつつあるプログラムもあるが、より特徴を際立たせた

奨学金プログラムとして差別化を図るために、これら提言のあった取り組みを推進してい

くことが必要である。

表 27 JDS がより魅力を高めるための付加価値化の手段について55

タイミング 事業の付加価値を高めるための取り組み例

入学前 日本語研修の強化（3 カ月程度実施）

留学中

JICA 課題部、日本の省庁・地方自治体等の行政機関との交流会

日本の開発経験、日本の政治と行政、日本外交とアジア・アフリカ、日本の

文化と社会に関する講義

リーダーシップ研修

政府機関、NGO、企業等におけるインターンシップ

JDS 留学生としての接遇やセレモニー（来日時の要人表敬等）

留学後

フォローアップ活動の強化

帰国留学生リストの日本側関係機関における共有・周知

帰国留学生リストのオンライン・データベース化

同窓会ネットワークへの支援

帰国留学生の研究活動支援や家族への支援

特別プログラム内容

受入大学が JDS 留学生に対して、既存の大学プログラムに加えて、受入国、開発課題等

のニーズ及び JDS 留学生の状況に応じて追加的な活動を行う。

                                                       
55 基礎研究（110 ページ）等を纏めた。
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特別プログラムの内容は以下の目的に沿うものとする。

JDS 留学生が当該国の開発課題解決のために、より実践的・具体的な事例紹介等を

通じて実践的な知識・経験を習得すること

特別プログラムの活動を通じ、JDS 留学生あるいは対象国関連機関が、本邦及び海

外の研究者・機関と将来の活動に貢献するネットワークを構築すること

限られた期間内に、JDS 留学生が必要に応じたサポートを得て、学業研究及び関係

者とのコミュニケーションを円滑に行い、目的を達成すること

JDS の受入実績がある多くの大学で、特別プログラムを活用し、フィールドトリップや国

内外のセミナーを実施しており、特にフィールドトリップは他国 JDS 留学生のアンケート

では評価が高かったことが判明している。各受入大学には特別プログラムの活用を奨励す

るとともに、大学が上記の目的に資する有益なプログラムを提供できるよう、実施代理機関

により適切なコンサルテーションが行われることが望ましい。

モニタリング・厚生補導

実施体制

大学関係者との良好な関係構築及び非常時の迅速な対応を念頭に、受入大学毎に担当者

を配置する。受入大学が地方都市に位置する場合、最寄りの支所に担当者を配置する。

厚生補導

担当者は留学生来日後から帰国直前まで留学生からの学生生活、日常生活に関する相談

を受ける。その他、住宅手配、転入の届出や国民健康保険への加入補助、保険金請求の補助、

住宅退去等の諸手続きを支援する。

モニタリング

事業の円滑な実施を確認するうえで、JDS 留学生の学業研究及び日常生活における状況を

把握することが必要である。適切なモニタリングを行うため、大学関係者との間で良好な関

係を築き、日常的に留学生の情報が入ってくるよう体制を整える。また、定期的に JDS 留

学生との面談機会を持ち、大学での研究・生活状況を把握し、必要な支援を的確なタイミン

グで提供できるように備える。

特に面談形式で行う定期モニタリングは、日常的には分からない JDS 留学生の抱える問

題を早期に発見することができ、不成業や体調の悪化等のトラブルを未然に防ぐ予防的な

措置となる。さらには、学業研究で顕著な成果を挙げる等の好事例も定期モニタリングの機

会を通じて把握し、事業報告や広報等で成果として報告する。
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なお新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、対面形式でのモニタリングの実施が

難しい場合には、オンライン形式で実施する。もし留学生の健康に不安が見られる場合はよ

り頻繁にコンタクトを取り、地域の医療、行政関係者とも連携しながら懸念が解決されるま

でサポートする。

緊急時対応

健康・生活上のトラブル等について夜間や週末、祝祭日、年末年始等にも対応できるよう、

民間のコールセンターと連携した体制をとる。

また、大規模災害時等電話回線が使えない場合でも全 JDS 留学生の安否状況、居場所等

の情報を迅速かつ正確に集約することが可能な、メール配信・安否確認システムを整備する。

さらに、滞日中の JDS 留学生の新型コロナウイルス感染症の感染予防について、以下の

対応を実施する。

 新型コロナウイルス感染症に関する情報提供

 JDS 留学生への感染予防にかかる注意喚起

 海外渡航（域外研修、私的渡航）の見合わせ要請、海外渡航中の留学生が日本

へ戻るためのサポートの提供

 留学生の健康状態ヒアリング、懸念のある留学生へのサポート、不安を抱える

学生へのカウンセリング等の提供

なお、感染の懸念のある JDS 留学生については関係医療機関への相談・受診を速やかに

促し、その指導の下で必要とされるサポートを提供する。また、感染の可能性がある場合は

速やかに JICA 及び事業関係者へ報告する。

フォローアップの計画

JDS の上位目標を達成するには、本邦大学への留学による専門知識の取得、研究、人的ネ

ットワークの構築だけでなく、留学中の留学生及び帰国留学生に対して様々なフォローア

ップを仕掛ける必要がある。とりわけ、省庁再編が頻繁に起こることにより雇用の流動性が

高いモンゴルでは、JDS 留学生の帰国後のキャリアパスを追跡することは、JDS 事業のプロ

ジェクト目標達成度、有効性、持続可能性を把握することにもつながる。そしてフォローア

ップが効果的になされるためには、モンゴル政府及び事業関係者による理解と協力、そして

主体的な取り組みに依るところが大きい。

モンゴルでは、2002 年に第 1 期生が来日してから、2020 年 4 月現在で 295 名が学位を取

得し帰国している。特に、モンゴル銀行、金融規制委員会、大蔵省、労働社会保障省、自然

環境・観光省では、比較的多くの帰国留学生を輩出しており、それぞれが日本留学の経験を

活かして各所属機関で活躍を遂げている。
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モンゴルは、JDS 帰国留学生による同窓会組織 JDSM が活発な活動を見せており、2015
年の JDSM 再結成の際には、盛大なレセプションも開催され、同時に、JDSM、JICA、JICE
の三者で覚書を締結し、JDSM の活動を継続・支援していくことに合意した56。JDSM は、

2017 年には JICA 帰国研修員同窓会と協働で「合同ネットワーキングイベント」57を開催し、

2018 年には JDS 帰国留学生 100 名以上が出席した「ネットワーク強化イベント」及び西日

本豪雨災害を支援するための募金活動を実施した。その他も小規模の近況報告会等、様々な

活動が積極的に行われている。

さらに今後は、モンゴルにおいて利用者の多い Facebook をフォローアップ活動にも積極

的に利用し、JDS モンゴル公式 Facebook ページを JDS 帰国留学生間のネットワーク強化の

ための機動的ツールとして定着させていく。具体的には、セミナー・報告会等のイベント案

内、同窓会活動報告、JDS 帰国留学生の活躍事例の共有等に活用する。また、2019 年度の

JDS 基礎研究でも提言されていたように、現在 JICA や在モンゴル日本国大使館に共有して

いる JDS 帰国留学生リストを、オンライン・データベース化する等、日本側関係者が JDS
帰国留学生と交流しやすくなるための仕組み作りを検討している。加えて、モンゴルにおい

ては、JDS 開始当初に募集対象に含まれていた民間出身者に、多くの成功事例があることが

他国 JDS に比して大きな特徴となっている。JDSM を活用して行政出身者と民間出身者と

のネットワークを強固にすることで、モンゴルにおける官民連携推進への貢献も期待でき

る。

                                                       
56 JICE ウェブサイト https://www.jice.org/news/2016/04/post218.html
57 JICE ウェブサイト https://www.jice.org/news/2017/06/post260.html
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JDS事業の妥当性の検証

JDS事業と開発課題及び国別援助方針との整合性

モンゴルの開発計画や各セクターの現状と課題等を踏まえ、JDS とモンゴルの開発計画と

の整合性等について以下の通り分析した。

モンゴルの開発計画との整合性

モンゴルでは、前述の通り「長期持続可能な開発ビジョン 20162030」が実施されており、

同ビジョンでは①持続可能な経済開発、②持続可能な社会開発、③グリーン開発、④ガバナ

ンス・ビジネス環境整備を 4 本柱としている。さらには、2050 年までの長期開発政策「ビ

ジョン 2050」が、2020 年 5 月に国家大会議で承認され、経済、ガバナンス、グリーン成長、

都市開発等を含む 9 つの目標を達成するための施策が 2020 年2030 年、2031 年2040 年、

2041 年2050 年の 3 段階に分けて実施されることになった。これらの長期開発政策における

モンゴル JDS 事業の次期フェーズの援助重点分野の位置づけは以下の通りである。

健全なマクロ経済の運営とガバナンス強化

モンゴルは、拡張的な財政運営により近年公的債務が急増し、2016 年の対 GDP 比財政赤

字は 17％を記録する等、危機的状況に至った58。今後、モンゴル政府が経済・財政上の困難

を克服し、経済の中長期的な成長・安定化を図るためには、公共財政管理能力の向上、法・

司法制度整備、金融市場の機能強化や活力ある市場経済の推進を通じたガバナンス強化が

求められている。モンゴルの「長期持続可能な開発ビジョン 20162030」における政策の 1
つ「持続的な経済開発」において、マクロ経済政策、ビジネス環境整備が重要課題として設

定されており、さらに「ビジョン 2050」の開発目標「経済」においても、持続可能でリスク

に強いマクロ経済が目標として定められている。JDS 事業は、これらの課題解決を支援する

ものとして位置づけられる。

環境と調和した均衡ある経済成長の実現

モンゴルにおいては、産業の多角化が停滞する一方、所得レベルや地域による格差が顕在

化していることから、産業多角化の推進及び産業発展を担う人材の育成、環境に優しく、か

つ防災面に配慮した安全な都市の開発、成長を支える質の高いインフラの整備を通じた連

結性の強化等が求められている。モンゴルの「長期持続可能な開発ビジョン 20162030」に

おいて、観光開発、インフラ整備、グリーン開発、温暖化の影響配慮が重要政策として定め

られており、「ビジョン 2050」においてもグリーン成長、地域開発、都市開発が 9 つの開発

目標の中に含まれている。JDS 事業は、これらの課題解決を支援するものとして位置づけら

れる。

                                                       
58 外務省「対モンゴル国 事業展開計画」2017 年
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我が国の対モンゴル援助方針との整合性

2017 年 12 月に改訂された我が国の「対モンゴル国別開発協力方針」では、基本方針（大

目標）を「持続可能な経済成長の実現と社会の安定的発展」とし、重点分野（中目標）とし

て「健全なマクロ経済の実現に向けたガバナンス強化」、「環境と調和した均衡ある経済成長

の実現」、「包摂的な社会の実現」を設定している。本事業は以下の各開発課題への対応のた

めに、それぞれの分野を所管する監督官庁等の中核的人材の育成を行う案件として位置づ

けられ、我が国及び JICA の協力方針と合致する。

JDS 事業の重点分野と開発課題は、日本国政府の援助方針と合致する形で設定されてお

り、整合性は極めて高い。（図 7）。

図 7 日本国政府の対モンゴル国別開発協力方針と JDS 事業の整合性

我が国無償資金協力による実施の妥当性

無償資金協力の対象国は、世銀グループの国際開発協会（IDA）の無利子融資適格国の基

準（1 人当たり 1,175 米ドル・2020 年度）を参照して決定される。対象案件は、開発途上国

の国造りや貧困の緩和に必要な基本的分野でありながらも、相手国政府の自己資金や借入

資金等での実施が困難な事業であること等を基準に決定される。無償資金協力では、日本を

はじめとするドナーの実施する技術協力や有利子融資事業とも広く連携を図りながら、被

援助国の自立に向けた国造りに貢献している。
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モンゴルは、一人当たり GNI が 3,660 米ドルであり59、世銀の分類では低中所得国である。

しかし、人口が約 320 万人のモンゴルは、経済規模が小さく、鉱物資源開発に依存した経済

は、国際的な資源価格の変動に影響を受けやすい。インフラや保健医療・福祉等の基礎サー

ビス、さらには開発に伴う環境へのインパクトの面でも課題は多い。こうした背景を踏まえ、

世銀では、IDA による無利子融資と国際復興開発銀行（IBRD）による低利子融資の両方を

提供している。

以上を踏まえ、JDS 事業の無償資金協力による実施の妥当性について、外務省の通知文書
60にある検討すべき観点を参照し、下記 3 点から複合的に精査した。

外交的観点

JDS 事業は、モンゴルの社会経済開発の政策立案・実施を担う若手行政官等を対象とした

ものであり、JDS 留学生は、モンゴルの将来の知日派リーダーになることが期待されている。

JDS 帰国留学生は、日本のよき理解者として、二国間関係の強化に向けた、貴重なアセット

になり得る。

2016 年 6 月には、我が国とモンゴルとの間で、モンゴルにとって初めてとなる経済連携

協定（EPA）が発効され、今後も両国経済関係が一層強化されることが期待されている。さ

らに、2017 年 3 月に日・モンゴル首脳間で策定された「戦略的パートナーシップのための

日本・モンゴル中期行動計画（2017－2021）」においては、「日本国政府は、JDS 事業を通じ

てモンゴル国の開発課題の解決に寄与する優秀な人材の育成を支援することにより、両国

の人的ネットワークの構築を推進する。」としており、本事業を通じた首脳間合意のフォロ

ーアップは、二国間関係の強化に寄与することが期待される。以上のように、外交的観点か

ら JDS 事業を実施する妥当性は高い。

重要政策との関係

モンゴルは、中国とロシアに挟まれた、地政学的に重要な位置を占める民主主義国家であ

る。極めて親日的な国でもあるモンゴルの成長は、我が国の安全保障及び経済的繁栄と深く

関連している北東アジア地域の平和と安定に資する。また、同国は石炭、銅、ウラン、レア

メタル、レアアース等の豊富な地下資源に恵まれており、我が国への資源やエネルギーの安

定的供給確保の観点からも重要とされる。さらにモンゴルは、今後中長期的には経済成長が

見込まれることから、これを支える運輸・交通インフラの整備及び維持管理が課題となって

いる61。以上のことから、JDS 事業は、「国家安全保障戦略」、「日本再興戦略」、「インフラシ

ステム輸出戦略」等日本政府の重要戦略に沿ったものである。

                                                       
59 世界銀行 https://data.worldbank.org/country/mongolia?view=chart
60 外務省「所得水準が相対的に高い国に対する無償資金協力の効果的な活用について」2014 年 4 月
61 外務省「対モンゴル国 国別開発協力方針」2017 年
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経済的脆弱性

モンゴルの 1 人当たり GNI は 3,660 米ドル62であるが、経済成長の大部分は鉱物資源開発

に依存しており、他の産業が十分に育っていない。鉱業セクターは、国際市場価格の影響を

受けやすいため、単一産業に依存するモンゴルは経済的に脆弱である。モンゴル政府は、産

業構造の多角化と民間セクターの競争力強化のため、日本からの支援、投資・技術移転に期

待している。行政官の育成を通じた行政組織の能力強化を目的とする JDS 事業は、これら

の経済的脆弱性を克服し、産業の多角化に資するものであり、妥当性は高い。

上記 3 点以外にも、2019 年度 JDS 基礎研究において、事業の長期継続により、JDS が公

務員向けプログラムとしてのブランド確立に貢献しているとの分析が成されており、今後

も継続して実施することに意義がある。JDS 事業は開発への寄与だけでなく、真の知日派の

育成という面で外交の切り札にもなる。

以上のように、JDS 事業は、対象国の国造りを担う人造りを目的とし、モンゴルの中・長

期的開発計画の目標達成に資するプロジェクトである。また、我が国の援助政策・方針との

整合性が極めて高く、各協力プログラムにおける技術協力や円借款プロジェクト等を補完

し、協力の相乗効果を高めるものである。

JDS事業で期待される効果

JICA他案件との関係性の整理、連携可能性の検討

他の JICA留学プログラムとの役割分担

モンゴルにおける JICA 留学関連プロジェクトは、前述の通り 4 事業が実施されているが、

そのうち行政官を対象に含む事業「鉱物資源セクター人材育成プロジェクト」、「資源の絆プ

ログラム」は、鉱物資源分野に限定されており、次フェーズの JDS コンポーネントとは対

象が重複していない。一方、同じく行政官対象の「SDGs グローバルリーダーコース」のモ

ンゴルからの派遣については、現時点では教育分野の派遣を想定しているものの、スキーム

としての限定があるものではない。そのため、今後も JDS で対応していない分野を中心に

派遣するよう JICA にて調整することで、モンゴルの行政官の抱える課題に総合的に取り組

むことができる。また、「工学系高等教育支援事業」については、教育機関の機能強化と工

学系産業人材の育成が事業目的であり、JDS との差別化が成されている状況である。

さらに、JDS においては、中央省庁の中核人材の育成という事業目的に鑑み、今後は政府

中枢において政策立案に貢献する人材育成をより戦略的に進めていくことで、他案件と差

別化を図ることも重要である。

                                                       
62 世界銀行 https://data.worldbank.org/country/mongolia?view=chart
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他の JICA案件との連携

現在 JICA は、モンゴルにおいて、マクロ経済運営、行財政のガバナンス強化、産業の多

角化、インフラ整備、環境、保健、教育、障害者支援等多岐にわたる分野で、技術協力、資

金協力、民間連携、市民参加協力等の事業に精力的に取り組んでいる。現在実施中の技術協

力プロジェクトにおいて、次フェーズの JDS コンポーネントと関連の深い事業は下表の通

りであり、これらの事業に関係のある人材を JDS で派遣したり、JDS 帰国留学生を同事業

で活用したりすることで、両事業の成果をより高める効果が期待できる。

表 28 JDS との連携が期待される JICA 技術協力案件

案件名 実施機関

国家総合開発計画策定プロジェクト  建設・都市開発省、国家開発庁

モンゴルの気候条件に適した道路舗装技術能力向上プロジェクト  道路・運輸開発省、道路運輸開発セン

ター、  ウランバートル市道路開発局 

国税庁改正税法執行能力強化支援プロジェクト 国税庁

建設分野における労働安全管理能力強化プロジェクト
建設・都市開発省、建設開発センタ

ー、専門監察庁、 
国家温室効果ガスインベントリの継続的な改善サイクル構築にかか

る能力向上プロジェクト
自然環境・観光省、自然環境気候基金 

ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトフェーズ 3 ウランバートル市大気汚染対策庁、自

然環境・観光省 

公共投資計画策定能力強化プロジェクト 大蔵省、国家開発庁 

資本市場規制・監督能力プロジェクトフェーズ 2 金融監督委員会

（注）実施機関のうち、下線は JDS の主要対象機関

JDSのプロジェクト目標達成に向けた各指標での対応策

人材育成に関するプロジェクトにおいては、長期的な視点でその効果が発現されると想

定されるため、プロジェクト終了時の達成目標であるプロジェクト目標は、「当該開発課題

に携わる人材の能力が向上する」こととしている。また、留学生が習得した知識や経験が帰

国後、所属組織にて効果的に活用されることを通じて、「当該開発課題に関する関係行政機

関の能力が向上する」ことを上位目標としている。これらを通して、究極的には「母国の開

発課題解決に貢献すること」に帰結することが期待されている。

JDS は、本準備調査結果に基づく妥当性の検証を経て、最終的には日本政府によりモンゴ

ルでの実施の是非が検討されるが、JDS 留学生を送る側であるモンゴル政府には修学中及び

帰国後のサポートが、また受入大学には、当該国の開発課題の解決に資する研究・教育プロ

グラムの提供がそれぞれ求められることから、プロジェクト目標の達成が両者によって促

進されることが期待される。
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プロジェクト目標の達成度を測る尺度としての評価指標は、上記の視点に鑑み、以下の通

り全てのコンポーネントにおいて共通する指標が設定されている。

 帰国留学生の修士号取得

 帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営管理能力の向上

 帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施

指標「帰国留学生の修士号取得」及び「帰国留学生の分析能力・政策立案能力・事業運営

管理能力の向上」については、①募集時における各サブプログラム及びコンポーネントとの

整合性の高い行政機関の人事担当や事業趣旨に合致した人材をターゲットにした応募勧奨、

②学問的基礎知識・関連する職務経験・基本的な素養・帰国後の貢献可能性等を踏まえた選

考が挙げられる。また、来日後の留学生への各種サポートや定期的なモニタリング（面談形

式による学業・生活・健康面での状況管理とアドバイス）を確実に実施することにより、高

い成業率の達成及び能力の向上が期待される。

指標「帰国留学生の留学成果を活用した政策立案・実施」については、留学生が帰国した

際に、日本で取得した知識・能力を活用できるよう取り組むことが望ましい。モンゴルでは

雇用の流動性が高く、公務員現職率が低いことから、留学生本人と所属先による従来の二者

契約に代えて、留学生本人と所属先に加えて運営委員会も含めた三者契約を結び、留学生が

帰国した際に留学前の所属先もしくは留学で得た知識を活かせるポストに復職し、日本で

取得した知識・能力を活用できるよう取り組むことが望ましい。

また、JDS の有効性を評価するためには、日本での留学経験が帰国後の専門キャリアにお

いてどのように活用されていくか中長期的に追跡することが不可欠である。こうしたモニ

タリング等を通じて、留学成果の発現に必要なフォローアップ施策を実施し、JDS 帰国留学

生のプロフェッショナル・スキルの向上とネットワーク形成を支援していくことが求めら

れている。適切なフォローアップは、事業成果を明らかにするだけでなく、JDS 帰国留学生

とのネットワークを維持継続し、また将来の知日派リーダーという貴重な人材の活用や連

携の促進の面において日本側にも便益を生むことができる。

他ドナーの奨学金事業との比較優位性

JDS 基礎研究では、成果・インパクトに影響する要素・要因として以下の通り分析してい

る。他ドナー奨学金事業との比較優位性を持つためには、プラス要因を維持・向上していく

他、マイナス要因を改善していくことが求められる。
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表 29 JDS 基礎研究で示された JDS の成果に影響する要因

項目 プラス要因 マイナス要因

募集・選定・来日前

・選考の透明性が高い

・大学教員が現地面接を行い、適切な人

材選定に寄与。

・受入分野が開発ニーズに合致

・相手国政府による応募勧奨

・実務経験の要件を設定

・対象機関・分野が限定

・選考期間が長い

・英語力向上の事前研修が少ない

・日本文化や言語を学ぶ研修がない

・留学中の規則が厳しい

来日中
・日本で質の高い教育機会を提供

・学生に対する生活支援が手厚い
・日本の省庁の認識が低い

帰国後

・帰国留学生と受入大学間のネットワー

ク構築

・復職規定がある。日本政府が相手国

政府へ帰国留学生の適切な配置を働き

かけている

・日本政府や企業等が帰国留学生を活

用するための仕組みが未整備

・帰国後の日本からの情報入手や他国

帰国留学生との情報交換手段がなく、

「元 JDS 留学生」としてのアイデンティテ

ィが持ちにくい

モンゴルにおいては、行政官も対象に含むオーストラリア政府奨学金（AAM）が対象省

庁における知名度も高い。JDS と AAM の詳細な比較優位性については、下表の通りまとめ

た。
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表 30 JDS とオーストラリア政府奨学金（AAM）との比較優位性

JDS の優位性として、受入大学がプロジェクトパートナーとして位置づけられている点が

大きい。候補者の選考から大学が深く事業に関わるだけでなく、既存の大学プログラムに加

え、特別プログラムを通じてより当該国及び留学生個人に即したカリキュラムが提供され

る等、上述の各項目で一貫した選考・指導・受入・フォローアップ体制が整えられているこ

とが利点である。

さらに、年毎のプロジェクト方針の設定に実施代理機関が積極的に関わるだけでなく、候

補者の募集・選考と日本への送り出し、留学期間を通しての実施代理機関による定期モニタ

リング等の留学生が享受する手厚いサポートにより、我が国大学院修士課程過去 10 年（2008
年～2017 年）の成業平均率は、87.8%であるが、モンゴル JDS では、98.3%であることや、

帰国後の復職サポートや同窓会活動の企画等があることも比較優位点として挙げられる。

比較項目 JDS AAM 優位劣位

対象学位 主に修士、博士 主に修士、博士 -

プログラムの内容 リサーチワーク重視 コースワーク重視 -

対象者 若手行政官
企業、NGO、国際機関といった民間セク

ターを含め幅広く受入
優位

受入人数 固定 予算の変動により毎年変化 優位

所属機関による支援
所属機関によっては、定期的に留学生と
コンタクトをとっている

所属機関にメンターを配置している 劣位

支援体制（スタッフ）

一人ひとりに留学アドバイザーが配置さ

れ、定期的なモニタリングと24時間体制

での緊急時支援を行っている

豪州政府から任命されるスタッフ
（Scholorship Contact Officer）を各大学

に1名配置
優位

講義事前講座

大学によっては、特別プログラム予算に

て、基礎学力、論文の書き方などを指導
している

大学で IAP（ Introductory Academic
Program）が提供され、論文の書き方や研

究の手法、論文引用の方法を学ぶ

-

英語対策
英語が特に苦手な国においては一ヵ月程
度の英語研修を実施している

英語力が不足する候補者には渡航前後の
英語研修を無償で提供

劣位

特別予算
受入大学に「特別プログラム予算」を支
給

フィールドワークの際に必要に応じて母
国に帰国する航空券料金を支給

優位

事業運営方式
実施代理機関による実施運営（現地およ

び日本国内）

実施代理機関による実施運営（現地の

み）
優位

アルバイト 留学生本人は原則禁止 査証の範囲でアルバイトを許可 劣位

フォローアップ活動
JDS帰国留学生もしくは実施代理機関が

自主的に対応

フォローアップの予算が付いており、各
種イベントあり

劣位

フォローアップ戦略 なし

「Australia Global Alumni Engagement
Strategy 20162020」を2016年に発表

し、包括的な同窓生戦略を有する

劣位
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一方で、JDS の劣位性として挙げられる点の 1 つはフォローアップであると考えられる。

2016 年にオーストラリア外務・貿易省は「Australia Global Alumni Engagement Strategy 2016
2020」を発表した。これは帰国留学生全員を対象とした包括的な同窓生戦略であり、世界各

国で活躍する帰国生はオーストラリアの外交、ビジネス、広報における重要な人的資源であ

るとされている。この戦略に基づき、オンラインコミュニティの設立、卒業生アンバサダー

の呼びかけ、研究者同士のつながりの醸成、帰国生のデジタルライブラリーの整理等を通じ

ネットワークの強化、交流の促進等が全世界で行われている。

JDS においてもフォローアップ活動は実施されているものの、基本的には帰国留学生・同

窓会の自主的な活動に任されている部分が大きい。今後は、帰国留学生とのネットワークを

有している実施代理機関を有効に活用し、JDS 事業の枠組みの中で、同窓会活動等の帰国

留学生のフォローアップ活動を実施することで、より一層事業成果の発現につながるもの

と考えられる。

プロジェクト評価指標関連データ

JDS事業の成果・インパクトに係る指標

モンゴルにおける JDS 事業の成果・インパクトに係る指標は表 31 の通りである。モンゴ

ルの JDS 留学生の学位取得率は 98.3%に達している。帰国留学生に占める公務員の割合は

全体で 49%、新方式に限定すると 71%である。課長級以上の割合は、全体で 30%、新方式

のみで 11%である。
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表 31 モンゴル JDS 事業のデータシート（2020 年 5 月時点）

開始年 2001 年（2002年度から第 18 期生まで派遣済み）

年間受入

上限人数

20022008 年（旧方式） 20 名

20092015 年（新方式） 18 名

20162019 年（新方式） 20 名

受入実績 合計 340 名（旧方式 139名、新方式 201 名）

性別 男性 126 名、女性 214 名（女性の割合 62.9%）

平均年齢 29.4 歳（来日時）

教授言語別 英語 306 名、日本語 34 名

帰国留学生 合計 300 名

学位取得者 295 名（英語 265 名、日本語 30名）

不成業者数 5 名

学位取得率 98.3%
所 属

機 関

タイプ

別

来

日

時

全体 公務員 261名（77%）、民間企業 45名（13%）、国際機関・ドナー・

大使館 23名（7%）、NGO11 名（3%）

旧方式 公務員 65 名（47%）、民間企業 40 名（29%）、国際機関・ドナー・

大使館 23名（16%）、NGO11 名（8%）

新方式 公務員 196名（97.5%）、民間企業 5 名（2.5％）

帰

国

後

全体 公務員 147名（49%）、民間企業 80名（27%）、国際機関・ドナー・

大使館・NGO23 名（8%）、博士課程 11 名（4%）、その他 39 名

（13%）

旧方式 公務員 32 名（23%）、民間企業 54 名（39%）、国際機関・ドナー・

大使館・NGO20 名（14%）、博士課程 3 名（2%）、その他 30 名

（22%）

新方式 公務員 115名（71%）、民間企業 26名（16%）、国際機関・ドナー・

大使館・NGO3名（2%）、博士課程 8 名（5%）、その他 9名（6%）

管理職率

（課長以上）

全体 来日時：16（7%）、現在：90（30%）

旧方式 来日時：14（10%）、現在：58（19%）

新方式 来日時：2（2%）、現在：32（11%）

また、定性的効果を測る項目としては、JDS におけるグッドプラクティスの定義として以

下の項目に着目して情報収集を行う。
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表 32 JDS の定性的効果項目（案）

JDS留学生の能力向上調査（JDSの事業効果の測定）

より多面的な評価を目指して、JDS 事業終了時の評価指標を設定する。JDS の事業効果の

測定については、プロジェクト管理や進捗の他、関係機関の主体性や帰国留学生の活躍状況

等、幅広い基準を基にする取り組みが考えられるが、JDS の特徴でもある JDS 留学生モニ

タリングという留学生情報管理機能に着目し、同機能を主に活用して「JDS 留学生の能力向

上の度合い（政策の立案及び実施に求められる能力）」と「大学カリキュラムの適切度」に

ついて評価するための指標を設定し、アンケート調査を実施する。主な調査対象者は JDS 留

学生本人である。

調査内容

「留学生の能力向上の度合い」については、「若手行政官の育成」が JDS の事業目的であ

ることに鑑み、JDS を通じて、開発途上国において政策の立案及び実施に求められる能力の

変遷を調査することを目的とする。具体的には「科学的な調査・分析能力」「論理的な思考

能力」「問題解決能力」「リーダーシップ」といった技能・思考能力の向上や、「倫理性」「規

律性」「責任感」「積極性」といった態度の変遷を測るための調査を行う。

また、大学カリキュラムと開発課題の合致度・妥当性については、調査開始前のカリキュ

ラムの審査をもって確認されているため、実際に提示されたカリキュラムが実行されてい

るか、また提供されるカリキュラムが実際の成果として開発課題に資するものであるかど

うかを確認できるよう、調査項目を設定する。

調査方法

留学による能力向上度合いを図るため、留学生の修了時にてアンケート調査を実施する。

来日時及び就学中の時点では定期モニタリングの事前レポート取り付けを行う一方、修了

時の時点では帰国直前に大学・研究科毎に留学生を招集して実施する帰国前評価会の事前

レポートに代わるアンケートを配布し、原則として全ての対象留学生より回答を得る。

1.  当国の開発課題の解決への貢献

昇進、組織内での影響力をつけ、政策立案に主要人物として携わる

修士課程の研究を特に活かす

JDS 同窓会の一員として、政策に関わる活動を実施

2.  親日家として日本との関係強化への貢献

JICA 事業のカウンターパートとして従事

日本との外交交渉への参加

日本の民間企業との連携、日本の大学との共同研究への参加

JDS 同窓会として、日本との関係強化に関わる活動を実施

3.  上記以外のネットワークの活用

JDS 留学生同士のネットワークを活用して業務を円滑に進めた

4.  その他の副次的な成果

大学の国際化への貢献（主に滞日生）、地域の国際化への貢献（主に滞日生）

職場以外で、JDS の名前を使い、社会貢献活動や、日本に関わる活動等、JDS の価値を

高める活動を企画・実施した

アカデミズムへの貢献（成績優秀、ジャーナルへの掲載、研究成果の普及等）
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また、帰国前評価会ではアンケートへの回答を基に、大学・研究科毎の教育の質に関する

評価、支援体制の充実度、日本での留学生活、JDS の改善点等を留学生から直接具体的にヒ

アリングすることでグッドプラクティスや課題を集め、事業の改善の参考とする。

過去の JDSの成果状況

本調査では、効果発現状況について調査を行うため、「34.プロジェクト評価指標関連デー

タ（JDS の成果・インパクトに係る指標）」に記載した定量的な指標にそったデータ分析調

査に加えて、成果指標を基に定性的な効果測定のための指標項目を設定し、JDS 留学後に母

国で活躍する帰国留学生や所属機関へアンケート及びヒアリングを行うことを通してグッ

ドプラクティスを収集した。

JDS留学生の学位取得、必要な知識・スキルの習得

2020 年 5 月までの JDS モンゴル留学生の成業率は 98.3%となっており、指標の一つであ

る「留学生の修士号取得」は高い水準で達成できていると言える。

対象機関へのアンケート及び訪問インタビューにおいても、モンゴルの JDS 帰国留学生

が所属組織内で活躍し貢献していることが評価されている。日本での留学を通して公務員

に必要な能力が向上し、これらの能力を活かして所属機関及びモンゴルの開発課題に貢献

することは、JDS の事業成果のひとつである。JDS 留学生が帰国後に、これらの能力を活か

して、さらに所属機関及びモンゴルの開発課題に貢献することが期待される。

モンゴルの開発課題の解決への貢献

同国の開発課題の解決に対しての貢献について、グッドプラクティスを以下に挙げる。

JDS 留学生が政策立案や政府の重要な会議に参加していることが確認できる。

 外務省国際条約法律局の参事官として、モンゴルの国際条約、国際法等についての検

討、確認に関与している。

 ウランバートル市の年間経済社会開発財政政策の一環として、地区毎に実施される

プロジェクトを提案している。

 裁判官として、破産法、民事訴訟法、土地法、財産法等の法案を検討する政府のワー

キンググループに参加している。

 金融規制委員会の制作部門の管理職として、2018 年のモンゴル保険市場に関する規

制改定に携わった。

 2019 年に国際連合主催の「第 12 回 Forum on Minority Issues」にて、モンゴルのマイ

ノリティであるカザフ系モンゴル人の言語教育について発表し、モンゴル政府に提

案書を提出した。

 2019 年にモンゴル建設都市開発副大臣の日本訪問に同行し、国土交通省審議官との

会談にも同席した。会談では、都市開発分野における協力について話し合った。
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 卒業後は、ビジネス法と土地法の改正に携わっており、2017 年には香港で実施され

たアジア裁判官会議に出席した。また、2019 年には、日本の法務省との会議におい

て、モンゴルの民事訴訟法整備について発表した。

修士課程の研究の政策立案への活用

修士課程の研究を政策立案へ活用しているグッドプラクティスを以下に挙げる。この他

にも省内で研究結果を発表した事例等が多く挙げられていた。

 修士課程の研究のフォローアップとして、2016 年にウランバートル市における都市

開発に関する共同データベースを設立し、現在も市長室以下 26 局の情報共有に役立

っている。

 修士課程の研究「地域特性に基づいた地域開発」を活かして、建設都市開発省の都市

計画部門の責任者として、地域開発戦略の一部である人間居住計画の立案に携わっ

ている。

 修士課程の研究結果を活用して、モンゴルの再保険市場に関する規制整備に携わっ

た。

民間企業における活躍

モンゴルでは、開始当初に募集対象に含まれていた民間・NGO 出身者に、多くの成功事

例があることが他国 JDS に比して大きな特徴となっている。民間企業における顕著な活躍

事例を以下に挙げる。

 ニューコムグループと住友商事、KDDI が合弁で設立し、2016 年に KDDI が連結子会

社化した「モビコム」にて、最高法務・規制責任者を務めている。2015 年には、経済

誌フォーブスで「モンゴルで最も活躍する 30 代」の 1 人にも選出された。

 帰国後、TenGer Finance Group（TFC）の最高執行責任者（COO）に就任し、現在はモ

ンゴルの保険業界でトップ 5 に入る Ard Insurance で最高執行責任者（COO）を務め

ている。

JDS 基礎研究によると、民間セクターにおける経営トップ層率は、13 カ国中 1 位であり、

日系大手通信会社、銀行、NGO 等モンゴルの社会経済発展に重要な役割を果たす組織にお

いて活躍していると分析されている。モンゴルにおいては、これらの民間・NGO 出身者が

公務員 JDS 帰国留学生とのネットワークを活かし、今後益々、官民連携を通じた社会経済

発展に貢献することが期待される。

親日家として日本との関係強化への貢献

親日家として日本との関係強化に貢献したグッドプラクティスを以下に挙げる。JDS 帰国

留学生が活発に大学、JICA 事務所、日本大使館と連携し、戦略の実施やイベントの開催に

貢献している様子が確認できる。
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 モンゴル・テレビ・フォーラム代表として、メディアを通じて日本の発信に貢献し、

またモンゴル国立馬頭琴交響楽団を支援する NGO「アート・ステップ」理事長とし

て、音楽を通じた日本とモンゴルの友好関係促進に貢献した功績が称えられ、2019 年

11 月に、在モンゴル日本国大使より大使表彰が授与された63。

 第 1 フェーズから継続して環境分野の JDS 留学生を受け入れている筑波大学大学院

生命環境科学研究科は、ウランバートル市役所職員に対して本邦研修を実施してお

り、JDS をきっかけに現地と深い関係を構築している。

 東洋大学同窓会を設立し、同大学への応募勧奨や、モンゴルへのスタディーツアー等、

モンゴルにおける同大学の活動を支援している。

 JICA の「国家総合開発計画策定プロジェクト」に建設都市開発省のカウンターパー

トとして参加している。

 「モビコム」の親会社である KDDI の出資により、2017 年にモンゴル銀行のシニア・

局長級職員 7 名が、日本銀行で 1 週間の研修を受け、政策や規定について学んだ。

JDS留学生同士のネットワークの活用

JDS 留学生同士のネットワークを活用した事例については、以下のグッドプラクティスが

挙げられた。その他にも、JDS 留学生同士のネットワークが行政機関、民間企業、NGO 等

業種を超えた情報収集・コミュニケーションに役立っているとの意見があった。

 モンゴルの司法機関で働いている JDS 帰国留学生全員が、卒業後も密接な関係を維

持しており、毎年九州大学の教授がモンゴルを訪問する際には、集まって意見交換し

ている。

 労働・社会保障省の慶応大学・明治大学 JDS 帰国留学生が中心となって NGO を設立

し、公務員を対象としたガバナンス強化のための研修を実施している。

 2015 年にモンゴルナショナル労働党（人間党）を立ち上げ、現在も党首を務めてい

る。党員には、JDS 帰国留学生も含めた日本留学経験者も多く含まれている。

その他の副次的な成果

モンゴルは、JDS 実施国の中でも、特に JDS モンゴル同窓会（JDSM）の活動が活発であ

り、ネットワーキングイベントや社会貢献活動を実施している。近年の主な活動は以下の通

り。

 2015 年に帰国生から合計 716 冊の図書（モンゴル語・英語）を集め、ウランバート

ル市内の公立学校とセレンゲ図書館に寄付した。

                                                       
63 在モンゴル日本大使館 https://www.mn.embjapan.go.jp/itpr_ja/commendation_mng20191105.html
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 2017 年に JICA 帰国研修員同窓会と協働で「合同ネットワーキングイベント」を実施

した。

 2018 年に JDSM の呼びかけで西日本豪雨災害を支援する募金活動を実施し、義援金

を日本赤十字社に寄付した。

 2018 年に 100 名以上の帰国生、JICA、在モンゴル日本国大使館関係者等が一堂に会

してネットワーク強化会を実施した。

課題・提言

本準備調査を通じて得られたモンゴル JDS の課題・提言は、以下の通りである。

外交効果を意識した JDSの実施

次フェーズ以降は、開発課題に取り組む公務員の人材育成から、より外交効果を目指した

事業運営を意識すべき段階にあると考える。「112. プロジェクトの課題」で上述した通り、

JICA が実施した基礎研究「JDS の効果検証（2019 年度）」では、JDS を 3 つの発展段階（①

開発課題への対応、②開発課題への対応＋日本の国益、③日本の国益）に定め、段階に応じ

て対象機関・人材の焦点をシフトしていく必要があると提言している。モンゴルにおいては、

その経済状況からも無償資金協力を通じた留学生支援事業の出口戦略を検討するフェーズ

に差し掛かっていることから、今後はより外交効果への期待を意識した、両国の架け橋とな

り得る人材の育成に重点を置くことも必要であると考える。

表 33 発展段階による人材育成の焦点と JDS が担うべきターゲットの変化

相手国の

段階

（仮想）

A.  多くの開発課題

（国別開発協力方針に沿った

枠組み）＝現在の JDS

B.  開発課題＋日本にとって

の重要イシュー

C. 政治・経済・外交上の重

要国（中国等）

人材育成の

焦点

開発課題に取り組む公務員

の中核人材育成

（開発課題への対応）

開発課題に影響力を持つ公

務員の中核人材育成

（開発課題＋日本の国益）

日本との架け橋となる行政官

の育成

（外交効果への期待）

JDS  が
担うべき

ターゲット

・  広く公募

・  若手行政官（政策官庁、セ

クター官庁）、大学教員

・  政策官庁、政策部門に対

象機関を限定し公募

・  枠は縮小、あるいは相手国

と日本の費用分担導入

・  日本特別枠による対象機

関・部門の指定

・  両国の合意により決定した

省庁・機関・部門

・   両国の合意により費用負

担・分担を決定

JDS の立ち

位置
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クリティカルマスの形成

モンゴル JDS においては、中央省庁におけるクリティカルマスの形成という観点では他

国に比べると目立った成果が出ていない状況である。この背景には、民間に転職する JDS 帰

国留学生が多く、公務員の離職率が高いというモンゴル特有の事情がある。また、公務員を

対象としているものの、これまでは大学教員や研究者も含まれていたことから、中央省庁行

政官の合格者は定員の約半数に留まっていた。

しかしながら、次フェーズから対象が正規公務員に限定されることになり、中央省庁所属

の行政官からの合格者が多くなることが期待でき、クリティカルマスの形成に向けた動き

が加速することが予想される。特に、JDS 帰国留学生が多く所属するモンゴル銀行（11 名）、

金融規制委員会（9 名）、大蔵省（8 名）、労働社会保障省（5 名）、自然環境・観光省（3 名）

においては、比較的 JDS の認知度も高い。その中でも、モンゴル銀行においては部長級ポ

ストの約 8%を JDS 帰国留学生が占める。このように、現在クリティカルマスの形成につい

ては発展途上の段階にあり、将来的に形成が見込める対象機関に対して重点的に募集活動

を実施していくことで、成果につながる可能性がある。

実施体制について

今般の準備調査では、運営委員会の新しい体制についてモンゴル側と合意に達すること

ができた。引き続き議長を務める教育・文化・科学・スポーツ省対外関係局長は、JDS 事業

に対する理解が十分にあり、将来的なモンゴル行政官の人材育成の必要性を念頭に置いた

新しい提案や活発な議論が期待できる。モンゴル全体を見据えた柔軟な意思決定ができる

人物でもあり、同議長を運営委員会の議長とすることで、今後、事業の質の向上を図ってい

く上での体制が整備されたと考える。

加えて、新たな運営委員会メンバーを、今後内閣官房に新たに設置される公務員人材マネ

ジメント局から迎えることについても合意した。2019 年に施行された新公務員法において、

内閣官房が公務員委員会とともに、公務員人材育成・能力強化に取り組むことが明記されて

おり、内閣官房を運営委員会メンバーとして迎えることで、モンゴル公務員の実情に合った

人材育成の提案が可能となることが期待される。

一方、2020 年 6 月に予定されている総選挙の結果によっては運営委員会メンバーが役職

を退く可能性があるように、モンゴルにおいては省庁の幹部クラスが頻繁に交代するリス

クがあることを認識しておく必要がある。事業の一貫性を保つためには、引き続き日本側運

営委員会メンバーが強いイニシアチブを持って事業運営にあたることが重要である。

募集活動に係る留意点

JDS の目標を達成するには、優秀な留学生の獲得が前提条件となる。そのため、募集活動

において、主要対象機関からより多くの優秀な応募者を集めることが重要である。しかし、

高等教育のモビリティが高い現代は、ドナー間の留学生の獲得は競争が激しい。
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現在の状況に鑑みれば、日本の大学が Times Higher Education （THE）や Quacquarelli 
Symonds（QS）といった世界的な大学ランキングにおいて上位にランクされていないように、

国際的な競争力や知名度は低い状況にあると言える。そのため、日本への留学に目を向けて

もらうためには、大学の魅力を紹介することに加え、以下のようなアプローチも必要である。

実施代理機関がこれまでの事業の中で構築した、対象機関各省の JDS 担当者とのネット

ワークを活用し、協力を得ることで、省内での情報普及に一定の効果が見込める。応募者の

多くは各省の JDS 担当部局より情報を得ることが多い。JDS 担当者から候補者層に情報が

行き渡るようにするには、担当者と良好な関係を構築し、協力を得ることが最も重要である。

モンゴルにおいては、2020 年 6 月に実施される国政選挙の結果によって、各省の JDS 担当

者が交代になる可能性があるため、引き続き実施代理機関が主要政府機関に足繁く通い、

JDS 事業の認知度向上を図る地道な営業活動を行うことが肝要である。

次に、各省の JDS担当者に対して JDSの比較優位性をこれまで以上にアピールしていく。

モンゴルにおいては、同じく行政官を対象としたオーストラリア政府奨学金事業と比較し

た JDS の利点、また日本の利点をアピールすることが効果的である。具体的には、「JDS は

行政官を対象とし、同国の開発課題に合致した人材育成のプログラムであるため、モンゴル

の中長期的な発展に資するプログラムであること」、「受入大学がプロジェクトパートナー

として位置づけられており、候補者の選考から大学が深く事業に関わるだけでなく、既存の

大学プログラム以外にも、特別プログラムを通じてよりモンゴルの公務員のニーズに即し

たカリキュラムが提供される等の付加価値に加え、受入大学による一貫した選考・指導・受

入れ・フォローアップ体制が整えられていること」、また、「滞日期間中を通して定期モニタ

リング等の留学生が受けられる手厚いサポートがあること」、さらには「行政官とのネット

ワーキングイベント、外務省や JICA での個別インターンシップ等が実施されていること」

を積極的にアピールしたい。

加えて、現在、JICA が推進している「開発大学院連携（JICADSP）」において、留学生自

身の専門分野の研究だけではなく、日本の開発経験が学べる点も大きなアピール材料にな

ろう。モンゴルでは日本留学経験者が国会議員や政府要職者となり、モンゴルの開発課題解

決の最前線に立って活躍している事例があることも広く周知し、日本留学のブランド力を

高めることも有効と思われる64。

JICA専門家、政策アドバイザーの活用

JDS において、JICA 専門家や政策アドバイザーの協力は重要であるものの、同 JICA 関係

者に JDS が十分に認知されていないのが現状である。そのため、JICA モンゴル事務所から

の協力を得て、実施代理機関が対象省庁の専門家、アドバイザーへ説明会を実施し、他の

JICA 事業と JDS の連携を模索していくための協力を仰ぐ機会を検討したい。

                                                       
64 2019 年 6 月時点で、国会議員 1 名とエネルギー省大臣が日本留学経験者である。
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モンゴルにおいては、次フェーズから対象が正規公務員に限定されるため、より中央省庁

に対する応募勧奨活動を強化する必要があることから、例えば専門家や政策アドバイザー

から、派遣先の省庁職員を推薦するショートリストを出してもらう取り組みも効果的であ

ると考える。

具体的な仕組みとしては、JICA 事務所が主導し、専門家着任時に実施代理機関が JDS に

ついて情報提供を行ったり、また当該省庁所属の JDS 帰国留学生との意見交換の場を設け

たりすること等も一案である。専門家にとっては着任後の業務の円滑化につながり、JDS 留

学生にとっては帰国後にも日本とのつながりを保ち、また日本での学びを活かすきっかけ

となる等、互いに Winwin な関係を構築できるものと思われる。

選考活動に係る留意点

本準備調査における各対象機関への聞き取りの中で、JDS への応募に対する阻害要因とし

て最も多かったのが応募対象者である各省庁の職員の英語力の低さであった。各機関とも

に留学前に職員の英語能力を強化する必要性は実感しているものの、独自に職員に対する

英語研修を実施するのは難しい状況とのことであった。そのため、次フェーズからは書類選

考通過者を対象に、本事業の予算を用いて英語研修を専門機関に委託し、81 時間の英語研

修を新たに実施することを提案したい。研修時間数については、書類選考通過者確定から専

門面接実施までの期間で、候補者が働きながら英語研修を受講できる夜間・休日に実施する

ことを想定し、英語研修機関とも協議の上、最適な時間数を設定する。選考過程で英語研修

を実施することで、専門面接への対策にもなり、今まで英語力不足が原因で選考を通過する

ことができなかった優秀な候補者を留学させることができる効果があると期待する。さら

には、英語研修実施が JDS 事業の付加価値となり、他奨学金プログラムとの比較優位性を

発揮することで、より多くの質の高い候補者の獲得にもつながると考える。

こうしたモンゴルの状況を踏まえた上で、モンゴル独自の選考実施を検討していくこと

は、質の高い候補者を確保することにつながると考える。

復職対策

モンゴルでは、これまでのフェーズにおいて、組織再編により空きポストが無くなった等

の理由で、帰国後の復職を元の所属先に拒否され、復職できないケースが毎年 1～3 件発生

してきた。復職対策については、これまでも、留学生本人、所属機関、運営委員会の間で留

学後の復職を誓約する三者間契約書の導入や、復職に一定の役割を果たすことが期待され

る公務員委員会の JDS 運営委員会への加入等の対策を講じてきた。三者間契約書導入の成

果については、同契約書導入後に帰国した 2017 年生（2019 年に帰国）が、2020 年 6 月時点

でまだ 3 名が復職できておらず、契約が履行されていない状況であり、今後も引き続き公務

委員会と連携して復職できるよう所属先に働きかけていく必要がある。また、次フェーズよ

り内閣官房が運営委員会メンバー入りすることが予定されており、それにより三者間契約

書の不履行のリスクを回避できることも期待される。
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さらに、2018 年生（2020 年に帰国）より、これまで JDS 留学生の帰国 1 カ月前に発出し

ていた所属先への帰国案内レターを、帰国 6 カ月前と 3 カ月前の計 2 回発出することにな

った。所属先へ帰国時期を早期に知らせることにより、復職対策と JDS しての効果を期待

したい。

加えて、これまで復職できない事例の一つに、JDS 留学生の留学前のポストに別の職員が

配置され、JDS 留学生の帰国後も当該人事が継続されており、その他に空きポストが無いこ

とを理由に所属先から復職を拒否されることがあった。しかしながら、次フェーズより対象

が正規公務員に限定されることになり、正規公務員については、新公務員法により留学期間

中の臨時職員の雇用が認められているため、帰国後も JDS 留学生のポストを確保すること

ができ、復職しやすい環境にあることから、復職対策への効果も期待できる。

一方で、モンゴルでは、事実上局長級以上のポストが政治任用であり、公務員は昇進する

ほど不安定な職業となっている。また、民間企業と行政機関との激しい給与格差も存在し、

留学等でスキルを磨いた公務員の民間企業への転職が頻繁に生じている。これらの社会的

環境はあるものの、JDS においては公務員現職率を最大限高める努力をしつつ、JDS で育成

した人材を積極的に活用してもらうよう主要対象機関に働き掛けることが重要である。モ

ンゴルには日本留学を経験した政府要職者が複数いるため、各省の人事部局には日本留学

の成果を十分にアピールし、その有効性についての理解を促していきたい。

オールジャパン体制での実施

JDS を ODA 事業として実施する以上、個人への奨学金プログラムではなく、他の案件と

同様、「開発のための支援」という観点から、他の ODA 事業との一層の連携が重要である。

例えば、JICA の他案件に従事したことのある若手行政官の中から優秀な人材を JDS に推薦

する、もしくは JDS 帰国留学生を ODA 事業に配置する仕組みを作ることで、ODA 事業全

体としての相乗効果の発現につなげることができると思われる。

特に実施中の技術協力案件との連携を促進するべく、JICA モンゴル事務所を通じ、実施

代理機関と活動中の専門家との密な情報共有のみならず、専門家が JDS 帰国留学生と直接

話し合う機会を設けることも重要である。この点については、実施代理機関も JICA が実施

中のプロジェクトやモンゴル政府の関連政策への理解をさらに深め、有益な提案を行うこ

とが必要と思われる。

また、JICA が実施する SDGs グローバルリーダーコースや在モンゴル日本国大使館が実

施する文部科学省の国費外国人留学生制度といった他の我が国の奨学金事業の担当者間で、

質の高い候補者獲得に向けた意見交換を行ったり、JDS の募集説明会とその他奨学金の募集

説明会で双方の事業の違いの説明や募集案内を行ったりと効果的な応募者選定に向けたノ

ウハウの共有は可能と思われる。
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社会経済開発の推進に資する若手行政官等の能力強化のためには、JDS のみではなく、他

のプログラムとの連携、補完を行い、オールジャパン体制で事業を実施していくことで、我

が国の他案件及び JDS 両事業の効果を最大限に高めることが可能と考える。実施代理機関

の役割として、モンゴルにおける JICA 人材育成事業を中心とした、その他 ODA 事業との

連携を意識していくことは重要である。

付加価値プログラムの必要性

現地調査で訪問した省庁からは、2 年間の本邦滞在中に、官庁や企業でのインターンシッ

プ等により日本人の仕事の取り組みを学ぶ機会を作ってほしいとの提案がなされた。留学

生の能力向上や良好な二国間関係の基礎となる人間関係構築、また他奨学金との差別化の

観点から、このような付加価値が見込める取り組みをより一層進めるべきである。その際、

特別プログラムの経費の活用についても、受入大学による留学中の研究に資する取り組み

だけではなく、より帰国後の効果につながる活動に使用できる仕組みの検討が必要である。

日本語習得の有用性

日本人とのコミュニケーションを通じて精神性の深いところまで理解し、将来日本とモ

ンゴルの懸け橋となる関係性を築くことができる人材を育成していくためには、日本語の

習得が有効である。英語で学位を取得する JDS 留学生は、2 年間日本に滞在しても日本人や

日本文化への理解を深める機会が限られている。JDS 事業において、専門の学術分野の知識

習得だけでなく、将来二国間の友好関係に寄与する人材を育てることも目的とするのであ

れば、事業の活動のひとつに日本語が学べるプログラムを追加することも効果的である。さ

らに、日本語学習を継続するモチベーションを維持させるためには、日本語が必要となる機

会を提供することも効果的であることから、日本の官庁や企業等でのインターンシップや

一般の日本人と触れあうことのできるホームステイ・プログラムも有効である。

2019 年度に実施された「JDS 基礎研究」では、2009 年度の奨学金額の段階的な減額の他、

2010 年度から事前日本語研修を取り止めたことが JDS 留学生の満足度を下げる複合的な要

因になったと指摘されている。さらには、帰国後に日本とのつながりを維持している帰国留

学生に共通する特徴として、一定レベルの日本語会話が可能であることが指摘されており、

「二国間関係強化への貢献」に資するために日本語習得が有効であることが確認されてい

る。こうした背景を踏まえ、モンゴルにおいては、次フェーズから来日前にモンゴル日本人

材開発センターによる 70 時間程度の日本語研修を実施することを計画している。同センター

の初めて日本語を学ぶ人向けのコース「ゼロ初級コース」（計 70 時間程度）を受講すること

とし、日本語能力試験 N5 の 60%に達することを目標とする。

モンゴルには日本語を指導できる人材が豊富であることから、現地での研修であっても

実践的な日本語学習の場を提供することが可能と考える。
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日本語コース

JDS 事業の日本留学という特性を活かし、帰国後にモンゴル政府の中枢で働く日本語人材

を育てることを主眼に、2002 年度から 2008 年度受入までの旧方式の間は、日本語コースが

設置されていた。当時の日本語コース受入人数は、全体の 25%を目安として設定されてお

り、旧方式下では合計 29 名が日本語で修士課程を修了している。旧方式下では、民間セク

ターも対象としていたことから、日本語コースのほとんどが民間セクター出身であり、応募

時に政府機関に所属していた JDS 留学生は 2 名という実績である。

その後、新方式に移行してからは、日本語コースは廃止されたものの、前フェーズから新

たに設置された民間枠を日本語人材対象とすることとなり、2017 年から毎年 1～2 名ずつ日

本語コースに派遣している65。新方式移行後の日本語コース修了者は、2019 年卒業の 1 名し

かいないため、現時点でその成果を図ることは難しいが、今後日本語コースの帰国留学生の

活躍にも注目していきたい。

旧方式下で日本語コースを修了した JDS 帰国留学生の中には、上述の通り、日本とモン

ゴルの友好関係促進に貢献した功績が称えられて、在モンゴル日本国大使より大使表彰が

授与された者もいる。

本準備調査での民間枠廃止を受け、日本語コースも自動的に廃止されることになった

が、より二国間の友好関係に寄与する人材を育成するという観点から見ると、今後も日本語

コースの設置は検討の余地はあると思われる。しかしながら、国内の日本語既修者の割合が

高いモンゴルにおいても、行政官の日本語人材獲得となるとそのハードルは高いため、各対

象機関における日本語既修者の有無を確認する等、潜在的候補者を慎重に調査した上で検

討する必要があると考える。旧方式も含めた日本語コース修了者のうち、政府機関で働いて

いるのは教育省の 1 名のみである。

ネットワーク構築とフォローアップスキームの一体的運用と実施代理機関の役割

帰国後のフォローアップのための滞日中に取るべき施策

帰国後の留学生に対する継続的なフォローアップを容易にし、その活動を「我が国とモン

ゴルのパートナーシップ強化」という事業成果の発現につなげるためには、滞日中から親日

感情を醸成し、帰国後も我が国との関係を保つ動機を生み出す必要がある。帰国後のフォロ

ーアップでは、滞日中に高めた親日感情を維持・発展させる施策を実施することによって、

より高い事業成果の発現が期待できる。

現在、モンゴルには JDS の同窓会組織が存在し、帰国後も JDS ネットワークの活用や日

本とのつながりを維持するための有益な場となっている。しかしながら、多忙な帰国留学生

が率先して同窓会活動に取り組むためには、活動に対する動機付けが必要であり、そのため

には滞日中に我が国への関心を高め、研究者や民間企業とのネットワークを形成し、帰国後

も自ら関係維持を求めるような働きかけが重要となる。

                                                       
65 2017 年度は合格者が 1 名であったため、1 名派遣となった。それ以降は 2 名ずつ派遣している。
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図 8 留学生の親日感情と時間経過イメージ66

帰国後のフォローアップ施策

持続的にフォローアップを行うには、滞日中に高めた日本への関心とネットワークを維

持・向上するための施策を実施するため、JDS モンゴル同窓会（JDSM）と実施代理機関と

が連携を図りながら、フォローアップ・コンテンツを充実させることが有効である。現在

JDSM の活動は、JDS 帰国留学生間のネットワーク強化に重点を置いた懇親会等のイベント

が中心であるが、今後は各 JDS 帰国留学生のニーズも取り入れて、専門分野毎のセミナー

や、社会貢献活動等に活動の場を広げることを提案したい。JDS 帰国留学生にとっても意義

のある活動内容にすることで、より多くの帰国留学生が積極的に活動に参加することが期

待される。

また、2019 年度の JDS 基礎研究でも提言されていたように、現在 JICA や在モンゴル日

本国大使館に共有している JDS 帰国留学生リストを、オンライン・データベース化するこ

とで、日本側関係者が JDS 帰国留学生と交流し、JICA 事業と連携しやすくなる仕組み作り

も効果的である。さらに、実施代理機関が入手した JDS 帰国留学生のグッドプラクティス

情報についても、日本側関係者にタイムリーに共有していくことで、連携の強化・推進が期

待される。

                                                       
66 コンサルタント作成。
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フォローアップのための行政官ネットワーク構築

日本とのネットワーク向上という観点から、滞日中の JDS 留学生に対して提供すべきコ

ンテンツとしては、日本文化理解講座や、日本の開発経験を伝えるセミナー等が一般的に考

えられるが、JDS 留学生が各国の政策立案に携わる行政官であるという JDS 最大の特徴を

活かしたコンテンツが望ましい。親日・知日家として我が国とモンゴルの架け橋となること

が期待されている JDS 留学生にとって、将来のキャリアパスにおいても有用なネットワー

クとは、我が国省庁とのネットワークであろう。行政官との交流や、我が国省庁関係者を講

師としたセミナーやワークショップ開催等を通じたネットワーク構築支援が望まれる。

こうした施策によって形成されたネットワークは、帰国後の業務においても実用的なも

のであり、維持することにインセンティブが働くため、継続的な関係構築が期待できる。

実施代理機関に求められる役割

媒介者としての役割

実施代理機関が JDS 留学生と我が国の ODA 関係者や各省庁との媒介として機能するこ

とで、個人のネットワーク以上の効果を期待したい。実施代理機関が双方の関心に基づいた

マッチングや、組織的ネットワーク構築機能を果たし、より高い事業成果につながることが

期待される。

図 9 実施代理機関が担う媒介者としての機能

留学生との強固なネットワーク基盤

モニタリング等で定期的にコンタクトを取り、また緊急時にはすぐに手を差し伸べる実

施代理機関は、JDS 留学生にとって、強固な信頼関係で結ばれているパートナーのような存

在である。このため、実施代理機関には JDS 留学生から日常生活や学業の悩みに至るまで

様々な相談が寄せられ、それが結果として実施代理機関が JDS 留学生の資質等を含めた情

報を詳細に、かつ一元的に把握することを可能にしている。

A省勤務。B国プロジェクト担当。
××政策に詳しい。

B国 C省出身。△△政策に詳しい。

英語が堪能。C省の幹部候補。

B国のC省勤務で△△政策に詳
しい英語の堪能な幹部候補に
会いたい・・・

日本の××政策に詳しく、B国
の事情も分かるA省勤務の人
に会いたい・・・

誰に聞けば？

誰に聞けば？

つながらないネットワーク（イメージ）

日 本人関係者

JDS留 学生

（帰 国留学生） A省勤務。B国プロジェクト担当。
××政策に詳しい。

B国C省出身。△△政策に詳しい。
英語が堪能。C省の幹部候補。

B国のC省勤務で△△政策に

詳しい英語の堪能な幹部候補
に会いたい・・・

日本の××政策に詳しく、B国
の事情も分かるA省勤務の人
に会いたい・・・

日 本人 関係 者

JDS留学 生

（帰国 留学生 ）

実施代理機関

【媒介】

～～。

～～。

――――。

――――。

実施代理機関のマッチング支援・組織ネットワーク構築支援機能（イメージ）
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また、一般的に、留学生のフォローアップで問題となるのは帰国後の所在情報であるが、

JDS においては、実施代理機関と JDS 留学生との信頼関係が基盤にあることにより、実施

代理機関が JDS 留学生の帰国後の所属先や活躍ぶりを具体的に把握できる体制が整えられ

ている。

実施代理機関に求められる役割は、互いの信頼関係を基礎とした、滞日中・帰国後の JDS
留学生とのネットワーク基盤としての機能であろう。実施代理機関が果たしている JDS 留

学生との関係性構築の機能は、フォローアップの観点から着目されるべき点である。

我が国の各省庁とのネットワーク基盤

我が国の省庁関係者にとっても、JDS 留学生とネットワークが構築されることは重要であ

る。日本で学んだ JDS 留学生は我が国の外交資産であり、将来的には、時に外交のカウン

ターパートとなり、時に開発のパートナーにもなる。例えば、将来、JDS 帰国留学生が一国

のインフラ担当となり、我が国の質の高いインフラ輸出の最大のキーパーソンとなる可能

性もある。

ただ、それには我が国の関係者と JDS 留学生側の両者がネットワークを構築していない

限りは、その恩恵を十分に受けることは難しい。従って、実施代理機関は、ODA 関係者の

みならず、我が国の各省庁に対する積極的な情報発信とネットワーク構築のための機会を

持つことが期待される。各省庁が JDS 留学生を活用することで、JDS は相手国の開発はも

とより我が国の発展をも同時に達成し、国益に資する人材育成事業となる。

フォローアップの展望

上述の通り、フォローアップ活動については、クリティカルマスの形成及びネットワーク

の構築・継続の観点から重要なものであり、定量的な指標では測れない事業成果を最大化す

るためには、欠かせないものであると考える。現在、多数の JDS 実施国では、JDS 留学生の

帰国後、実施代理機関が自ら留学生のハブとなり、帰国留学生の情報アップデートを行った

り、同窓会活動を支援したり、音頭をとってフォローアップ活動を主体的に行っている。

その中でも、実施代理機関は各国において「JDS フォローアップファンド」67を創設し、

JDS 帰国留学生が独自に企画するフォローアップ活動について資金面での支援を行ってい

る。例えば、ベトナムでは JDS 帰国留学生有志がこのファンドを利用して、「食の安全（2017
年）」、「水の安全（2018 年）」、「環境保全（2019 年）」をテーマにしたワークショップを企画

し、実施している。これらは市民の意識向上に資する啓発活動となっており、現地でも多数

の報道機関が JDS 帰国留学生の活動として紹介した。

                                                       
67 フルブライト奨学金においても、修了生のフォローアップ活動の企画に資金面で支援するスキームがあ

る。
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現在、これらの JDS 帰国留学生とのネットワークについては、自動的に維持管理するこ

とが難しい状況にある。「JDS 留学生が我が国のアセット」であり続けるには、日本側がフ

ォローアップ活動の実施を通じて関係構築及び維持を支援することが有効である。事業成

果の発現におけるフォローアップ活動の重要性を鑑みれば、現在のように実施代理機関の

自主性に加えて、標準的に事業の設計の中に組み込まれることが望ましい。それによって、

規模と質を確保したフォローアップ活動の展開も期待できよう。

モンゴル JDSにおける出口戦略の検討

モンゴル JDS の受入人数は、次フェーズより減少する方針により、一年あたり修士課程

15 名、博士課程 1 名となった。モンゴルのように、堅調な経済成長により所得水準が他国

と比して相対的に上昇している国においては、無償資金協力を通じた留学生支援事業の出

口戦略を検討するフェーズに差し掛かっている。

出口戦略を考える前提として、上述 JDS 基礎研究においても「継続こそ重要」と提言さ

れている通り、規模を縮小してでも事業が継続されることが望ましい。モンゴル JDS の場

合、昇進を含む復職後の活躍という点で、他国に比して成果が出ているとは言い難い。しか

しながら、この観点の成果は、モンゴルの公務員制度や政治状況にも大きく影響されている。

「国家 100 年の計は教育にあり」とも言われる通り、規模の縮小を検討しつつも継続的に事

業を実施することで、長期的視野でモンゴルの発展及び我が国との結びつきの強化を期待

したい。

具体的に出口戦略を検討する際、JDS において唯一の終了国であるインドネシアの例は参

考になる。現在、JDS 帰国留学生のフォローアップは実施代理機関が担っているが、同国に

おいては JDS が終了したことにより、現在、JDS 帰国留学生が一人ひとりどのような活躍

をしているのかを把握する術がなくなっている。今後、JDS 留学生を外交資産として活用し

ようとする機運がある中、JDS ネットワークが消滅してしまうことは我が国として大きな損

失となる。一方、現在の JDS 実施国においては、実施代理機関が JDS 帰国留学生の現状を

把握していることから、事務次官、副大臣、大臣クラスに昇進した留学生の情報もいち早く

入手し、日本政府にも共有することで、二国間関係の強化につなげている。また、これらの

JDS 留学生のトレーサビリティは、国費留学生制度と一線を画す JDS の強みともなってお

り、同事業との差別化の意味でもこれを維持することは必要である。

結論

モンゴルは、世界でも極めて親日的な国のひとつであり、我が国は民主化以降最大の援

助供与国として一貫して支援してきた。また、モンゴルも国際社会において重要な各種課

題に対する我が国の立場を一貫して支持する友好国であり、我が国が地域・国際場裡にお

ける協力を促進していく上で、非常に重要なパートナーである。2016年には「日本・モン

ゴル経済連携協定（EPA）」が発効され、また2017年には「戦略的パートナーシップのため

の日本・モンゴル中期行動計画」に署名したことにより、今後より一層の二国間関係の強

化が期待される。
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モンゴルの経済成長の牽引役は鉱業であるが、鉱業自体も雇用を十分に生み出しておら

ず、現在、産業構造の多角化がモンゴルの大きな課題となっている。EPA の発効により、我

が国によるビジネス・投資の拡大への期待が大きく膨れ上がっているタイミングだからこ

そ、インフラや法制度も含めたビジネス環境整備が重要となっている。これらの課題を解決

するには、まずモンゴル国内に高度人材を増やしていくことが必要であるが、まだまだその

数は不十分であり、JDS が高度人材育成に貢献できる余地は十分ある。

JDS を実施する観点からは、モンゴルでは公務員自体が不安定な職業であるために転職す

るケースが多く、帰国留学生が政府機関で高位なポジションに就く数は他国に比して、決し

て多いとは言えない。加えて、外部環境として、他ドナーの奨学金事業との競争が徐々に増

してきている。今回の調査を通じては、その中でも帰国留学生が留学の成果を活かしてそれ

ぞれの政府機関で活躍し、また所属機関からも高い評価を得ていることが確認された。

JDS は、留学生の募集から始まり、学位取得後その成果を見るまでには相当の時間を要す

るプロジェクトである。それでも、モンゴルでは、既に学位を取得し帰国した 295 名の JDS
帰国留学生が各方面で活躍を見せ、確実にモンゴルの発展に貢献している。モンゴルは一人

当たり GNI で見ると低中所得国として無償資金協力事業の卒業国に分類されるが、人口が

少ないが故にその数値が高くなるという側面を考える必要もある。本準備調査においても、

各機関での海外留学を通じた人材育成ニーズは十分あるものの、自前での派遣は相当に難

しいという声が多く聞かれ、継続的支援の必要性を強く実感した。東アジアの安定、そして

日モ二国間関係の維持・発展のためには、モンゴルにおけるこれまでの JDS の実績を途絶

えさせることなく、今後も JDS 事業が継続的に実施されていくことが望まれる。

また、モンゴル JDS は、他国と比べて民間・NGO 出身者（転職者含む）に成功者が多い

ことが顕著な特徴である。JDS 同窓会等の場では、民間と公務員の JDS 帰国留学生が積極

的に交流している姿が垣間見える。こうした JDS ネットワークの中に新たな官民連携の芽

が生まれ、モンゴルの社会経済の発展に貢献する可能性があるのではないだろうか。このモ

ンゴル JDS の新たな官民連携モデルは、将来的に JDS の事業としての新たな成果の形とし

てつながっていく可能性もある。行政官育成という本来的な目的は変えることなく、加えて

JDS 帰国留学生のフォローアップでは、日本政府は民間に転職した留学生も余すことなく活

用したい。民間・公務員ともに JDS 留学生は我が国のアセットであり、日本側にこの両者

とのネットワークをいかに活用していくかという新しく、そして柔軟な発想が必要である。

つまり、帰国留学生の昇進や定着率のみから、モンゴル JDS の成果を評価するのではなく、

モンゴルの社会情勢や JDS の特徴に即した評価軸も検討に値する。

以上
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調査団員・氏名（JICA官団員調査団）

氏名 役割 所属･役職

田村 えり子 団長
独立行政法人国際協力機構

モンゴル事務所 所長

山江 海邦 協力計画
独立行政法人国際協力機構

資金協力業務部 実施監理第二課

＜コンサルタント＞

塩野谷 剛
業務主任／

人材育成計画

一般財団法人日本国際協力センター

留学生事業第一部 部長

一橋 礼子 留学計画
一般財団法人日本国際協力センター

留学生事業第一部 留学生事業課 副課長

永澤 彩 基礎情報収集

一般財団法人日本国際協力センター

留学生事業第一部 留学生事業課

カントリーオフィサー
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現地調査 国内作業 受入大学

2019年

8月

9月

10月

11月

12月

2020年

1月

2月

3月

4月

8月

2021年

2019年度 JDS計画策定調査フロー図

1月～3月【受入計画合意】

（先方政府/JICA調査団）

・事業概要説明/実施体制の合意

・対象開発課題の合意

・募集対象機関・対象層の選定/合意

・受入大学案の協議/選定

・募集選考方法等にかかる確認

3月 大学に選定結果通知（JICA)

2月 概略設計の作成

2月 外務省へ資料提出

12月 コンサルタント業務実施契約

－大学に対する調査

－現地調査準備

5月

・日本政府による令和2年度JDS事業

の実施決定【閣議】

9月～ 入学

3～8月 （JICA/大使館/外務省）

・対象分野課題（ｻﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ）表の作成

・先方政府へのJDS事業概要説明

5月～

・交換公文【E/N】

・贈与締結【G/A】

・エージェント契約

6月 準備調査報告書完成

12月

(締切12月13日）
留学生受入提案書（調査

票）

3月 選定結果通知受領

受入準備

12月～1月

大学検討(JICA)

-受入提案書の評価

8月～ 第1バッチ留学生募集

11月～ 書類選考

12月～2021年2月 現地専門面接

～3月 最終面接

8月 留学生来日

来日後導入研修

3月 準備調査報告書ドラフト作成

以降、調査後の流れ

11月～12月 大学への要望調査

1月～ コンサルタントによるニーズ調
査

成果確認調査

先方政府・JICA事務所らによる

受入提案書の評価・検討

選考に参加

11月～ 書類選考

12月～2021年2月

4月 受入準備
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人材育成奨学計画準備調査（モンゴル）

面会者リスト

１．コンサルタントによる事前協議

Date and Time Organization Contact Person Remark
27 th January 
2020
11:00-12:00

JICA Mongolia 
Office

- Ms. TAMURA Eriko, Chief Representative
- Ms. FUJITA Eri, Representative (Education, 
Social Protection)

Discussion with the  
Operating Committee 
(OC) members

27 th January 
2020
15:00-16:00

Ministry of 
Finance - Mr.Batkhuu Idesh, General Director, 

Development Financing Department

27 th January 
2020
17:00-18:00

Civil Service 
Council - Mr. Tsedendamba Samdan, Permanent 

member

28 th January 
2020
11:00-12:00

Ministry of Road 
and Transportation 
Development

- Mr. Badamsuren.E, HR officer
- Ms.Enkhmaa.E, External cooperation officer Human resource 

needs in Mongolia28 th January 
2020
14:00-15:00

Ministry of Food, 
Agriculture and 
Light Industry

- Ms. Munkhtuya, HR officer

28 th January 
2020
17:00-18:00

Embassy of Japan 
in Mongolia

- Mr. HAYASHI Shinichiro, Minister-
Counsellor
- Mr. MATSUHASHI Tomoyuki, Second 
Secretary

Discussion with the  
Operating Committee 
(OC) members

29 th January 
2020
9:30-10:30

National 
Emergency 
Management 
Agency

- Mr. Natsagdorj, HR Officer

Human resource 
needs in Mongolia

29 th January 
2020
11:00-12:00

Customs General 
Administration

- Mr. Gendentseveen, Director general, Public 
Administration Dept.
- Ms. Tsendsuren, External Cooperation 
officer
- Mr. Uuganbayar, HR Officer

29 th January 
2020
14:00-15:00

General Tax 
Administration - Ms. Bayartsetseg, HR Officer

29 th January 
2020
16:00-17:00

Ministry of 
Education, 
Culture, Science 
and Sports

- Ms.Bolor.P, External cooperation officer
- Ms.Oyunbileg Oirov, External cooperation 
officer

30 th January 
2020
10:00-11:00

Ministry of Justice 
and Home Affairs - Ms. Altantsetseg Yura, HR officer

30 th January 
2020
10:30-12:30

Ministry of 
Labour and Social 
Protection

- Ms.O.Myagmarsuren, HR Officer
< JDS Returned Fellows >
- Ms. Sholtoi Maya (14th batch)
- Ms. Dashjamts Enkhtuul (15th batch)
- Ms. Shiirev-Od Gereltestesg (15th batch)
- Ms. Jargalsaikhan Tungalag (15 th batch)
- Ms. Yura Otgonbileg (16 th batch)

Human resource 
needs in Mongolia, 
Outcome of JDS 
fellows

30 th January 
2020
11:30-12:30

Ministry of 
Construction and - Mr. Myagmardorj.B, HR Officer Human resource 

needs in Mongolia
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Urban 
Development

30 th January 
2020
14:30-16:30

Financial 
Regulatory 
Commission

- Ms.G.Yanjindulam, HR Officer
- Ms.O. Tsendsuren, HR Officer
<JDS Alumni>
- Mr. Enkhbaatar Namjil (16th batch)
- Ms.Narantuya Natsagdorj (16th batch)
- Ms. Bolor Baatarchuluun (14th batch)

Human resource 
needs in Mongolia, 
Outcome of JDS 
fellows

30 th January 
2020
16:00-17:00

Ministry of 
Mining and Heavy 
Industry

- Ms. Munkhtuya, HR Officer Human resource 
needs in Mongolia

31st January 
2020
10:00-12:00

The Bank of 
Mongolia

- Ms.Burmaa Damdinsuren, Head of HR 
Division
< JDS Returned Fellows >
- Ms. Orkhontuul Barchin (10th batch)
- Mr. Munkh-erdene Batkhishig (15th batch)
- Mr. Ochgerel Lkhagva (15th batch)
- Mr. Dovchinbazar Dagvadorj (4th batch)
- Mr. Altansukh Damdinsuren (12th batch)
- Mr. Byambadorj Oyunbat (11th batch)
- Mr. Tamir Tsogbayar (13th batch)

Human resource 
needs in Mongolia, 
Outcome of JDS 
fellows

31st January 
2020
11:00-12:00

Ministry of 
Environment and 
Tourism

- Mr.Erdennebulgan Luvsanbayar, Director 
General, Dept. of Public Administration and 
Management
- Mr.Sainbayar.A, Senior officer of Legal 
Division

Human resource 
needs in Mongolia

31st January 
2020
14:30-15:30

National Statistical 
Office - Ms.Enkhtsetseg, HR Officer

31st January 
2020
14:30-15:30

Authority for Fair 
Competition and 
Consumer 
Protection

- Ms.Khorolsuren, HR Officer

31st January 
2020
16:00-17:00

National Audit 
Office

- Mr.Bilguun Burentegsh, External Relations 
Officer
- Mr.Enkhbold Delger, External cooperation 
manager

２． 調査団による関係機関への訪問

Date and Time Organization Contact Person Remark

3rd February 2020
14:00-15:00

Australia 
Awards 
Mongolia

- Ms. Enkhtuvshin Lunden, Manager (Alumni 
and Academic Engagement)

Interview on other 
donors

3rd February 2020
16:00-17:00

KOICA - Ms. Bo Young Song, Deputy Country 
Director
- Ms. Su-Yang Kim, Deputy Country Director
- Ms. Munkhzul Jamsran, Project Manager

Interview on other 
donors

4th February 2020
9:00-10:00

National 
Development 
Agency

- Mr.Munkhbold Adiya, General Director, 
Development Policy Dept.

Human resource needs 
in Mongolia
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4th February 2020
11:00-12:00

Cabinet 
Secretariat of 
Government

- Mr.Ganbold Dashdavaa, Public 
Administration and HR Dept.
- Ms.Bolorsuvd, External Cooperation officer

4th February 2020
15:00-17:00

Ministry of 
Finance

- Mr.Dorjdagva Purev, Director General, 
Public administration and Management Dept.
- Mr.Batkhurel, General Director, Economic 
Policy Dept.
- Mr. Batzul, Head of Purchasing Policy 
Division, Legal Dept.
< JDS Returned Fellows >
- Ms.Guljan Kagvat (16th batch)
- Ms.Odontungalag Batsaikhan (8th batch)
- Mr.Ganbayar Javkhlan(11th batch)

Human resource needs 
in Mongolia, Outcome 
of JDS fellows

5th February 2020
12:00-13:00

Ulaanbaatar 
City 
Administration

- Mr. Urtnasan, Head of HR division

Outcome of JDS 
fellows5th February 2020

14:30-15:30

Ministry of 
Foreign 
Affairs

- Mr. Battuvshin Batmunkh, Deputy Director, 
Dept. of Public Administration and 
Management
- Mr.Unurmunkh, HR Officer
- Ms.Solongo Chuluunbaatar

5th February 2020
16:00-17:00

Ministry of 
Education, 
Culture, 
Science and 
Sports

- Mr.Gardi Delger, Director General, External 
Cooperation Dept. Discussion with the  

Operating Committee 
(OC) members

5th February 2020
17:30-18:30

Civil Service 
Council

- Mr. Tsedendamba Samdan, Permanent 
member

6th February 2020
14:00-17:00

JDS OC 
members

- Mr.Gardi Delger, Director General, External 
Cooperation Dept., Ministry of Education, 
Culture, Science and Sports
- Mr. Tsedendamba Samdan, Permanent 
member, Civil Service Council
- Mr.Dorjdagva Purev, Director General, 
Public administration and Management Dept., 
Ministry of Finance 
- Ms. TAMURA Eriko, Chief Representative,
JICA Mongolia Office
- Mr. MATSUHASHI Tomoyuki, Second 
Secretary, Embassy of Japan in Mongolia

Minutes Discussion

6th February 2020
19:00-21:00

JDS Alumni -Ms. Dashzeveg Uyanga (1st batch)
-Ms. Batkhishig Sarnai (8th batch)
-Mr. Lkhagva Ochgere (15th batch)
-Mr. Yura Otgonbileg (16th batch)

View Exchange 
Meeting with JDS 
Returned Fellows

7th February 2020
11:00-12:00

JUGAMO - Mr. Nasanbileg Batbayar Interview on other 
alumni organization

7th February 2020
17:00-18:00

Embassy of 
Japan in 
Mongolia

- HE. KOBAYASHI Hiroyuki, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary 
- Mr. MATSUHASHI Tomoyuki, Second 
Secretary

Report of Survey
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第1期 第2期 第3期 第4期 計

1-1-1　公共財政管理 埼玉大学大学院 人文社会科学研究科 2 2 2 2 8

1-1-2　公共政策 明治大学専門職大学院 ガバナンス研究科 2 2 2 2 8

1-2-1　金融政策・資本

市場政策
国際大学大学院 国際関係学研究科 2 2 2 2 8

1-2-2　ビジネス・経済

関連法整備
九州大学大学院 法学研究院 1 1 1 1 4

国際大学大学院 国際経営学研究科 2 2 2 2 8

広島大学大学院 人間社会科学研究科 2 2 2 2 8

長岡技術科学大学大学院 工学研究科 2 2 2 2 8

筑波大学大学院 理工情報生命学術院 2 2 2 2 8

合計 15 15 15 15 60

1 健全なマクロ経

済の運営とガバナ
ンス強化

4期分の受入人数（案）

2  環境と調和した

均衡ある経済成長
の実現

重点分野／開発課題毎の4ヵ年受入人数（修士）

モンゴル国

サブプログラム 大学コンポーネント 研究科

1-2　活力ある市場経済

の推進

1-1　公共財政管理の向

上

2-1　企業経営・産業政策

2-2　成長を支える質の高いインフラの整備

2-3　環境に優しい安全な都市の開発
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